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大型車の車輪脱落事故が増加！特に左後輪に注意！ 
～ 平成２９年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて ～ 

平成２９年度のホイール･ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は６７件

（うち人身事故２件）で、前年度に比べ１１件増加し、近年、同事故の発生件数は増加傾向

にあります。 

これから冬用タイヤの交換作業を迎えることから、タイヤ交換時の適正な作業の実施、一

定距離走行後の増し締めなど、確実なチェックが重要です。 

 

１．事故発生状況 

平成２９年度の大型車（車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス）の
ホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故の発生状況は別紙１のとおりです。 

【主な傾向】 

・大型車の車輪脱落事故は、冬期（１１月～３月）に集中（全６７件中５６件(８４％)）。 

・積雪地域での発生が多く、北海道での発生が前年度より８件増加し１３件（前年度の２.
６倍）。 

・車輪脱着作業後１ヶ月以内に発生した脱落事故が約半数（５５％）を占める。 

・脱輪の主な原因のうちホイール・ボルト又はナットの締付不良等の「作業ミス」が９１
％と大半を占める。 

・脱輪の直前に行ったタイヤの脱着作業が「タイヤ交換」である４４件について、その作
業の実施月を見ると、１１月にタイヤを交換した車両が２１件（４８％）を占める。 

・車輪脱落位置の大半（５６件（８３％））が左後輪。   ※推定原因については別紙１参照 
 

２．車輪脱落事故防止に係る取り組み 

国土交通省では、近年、車輪脱落事故の発生が増加傾向にあることを重く受け止め、関係
業界とともに「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、脱輪防止対策に係
る従来の取り組みに加え、各業界で取り組むべき車輪脱落事故防止のための「緊急対策」を
取りまとめ、実施しております。 

特に、これから冬期に向けて冬用タイヤの交換がピークを迎えるため、大型車のユーザー
などの関係者に対し、緊急対策の内容（別紙２）について徹底を図ってまいります。 

 
なお、上記については、（一社）日本自動車工業会作成のチラシ（別紙３）により運送事業者をはじめとす

る大型車ユーザーなどの関係者に対して、徹底を図ってまいります。 

 
＜添付資料＞ 

別紙１ 平成 29年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止のための「緊急対策」 

別紙３ 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ（（一社）日本自動車工業会作成） 
 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 村井、児島、伊堂寺 

代表:03-5253-8111 (内線:42426、42412)、直通：03-5253-8599、FAX:03-5253-1639 
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）
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以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイー
ル・ボルトの折損又はホイール・ナットの脱落により
車輪が自動車から脱落した事故

（件）

平成29年度は67件（対前年11件増）、
うち人身事故は2件。
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）
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車輪脱落事故発生状況（平成２９年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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他のタイヤに比べて左輪タイヤの脱落割合が高いことの推定原因

●左輪タイヤが多く脱落する原因については、自動車メーカー等の見解を聞きながら引
き続き調査中であるが、以下の可能性が考えられる。

・ 右折時は、比較的高い速度を保ったまま旋回するため、遠心力により積み荷の荷重
が左輪に大きく働く。

・ 左折時は、低い速度であるが、左後輪がほとんど回転しない状態で旋回するため、
回転方向に対して垂直にタイヤがよじれるように力が働く。

・ 道路は中心部が高く作られている場合が多いことから、車両が左（路肩側）に傾き、
左輪により大きな荷重がかかる。

前輪タイヤの脱落が少ない推定原因

●前輪は、ホイール・ボルトゆるみ等の異常が発生した場合には、ハンドルの振動等によ
り運転手が気付きやすい。

6
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大型車の車輪脱落事故防止のための「緊急対策」 

 

平成３０年４月 

大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会 

 

近年のホイール・ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数増加を受け、連絡

会構成団体は、当該事故防止のため、従来の取組に加え、以下の事項を「緊急対策」とし

て速やかに実施する。また、平成３０年８月を目途に、連絡会へその実施状況を報告す

る。 

 

各団体における実施事項 

団体名 実施事項 

（公社）全日本トラック協会 

（公社）日本バス協会 

（一社）全国自家用自動車協会 

傘下会員の運送事業者・大型車ユーザーに対して、以下の事

項を徹底。 

・日程に余裕を持った計画的な冬タイヤの交換の実施。 

・車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）の実施に

ついて周知。特に脱落の多い左後軸のタイヤについては重

点的に点検を実施するよう啓発。 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 

全国タイヤ商工協同組合連合会 

（一社）日本自動車タイヤ協会 

日本自動車車体整備協同組合連合会 

（一社）日本自動車販売協会連合会 

全国石油商業組合連合会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締付ける際

は、締過ぎに注意し、最後にトルクレンチ等を使用して必

ず規定トルクで締付け。 

・ホイール・ナットの規定トルクでの締付け及びホイールに

適合したボルト及びナットの使用の実施。特に脱落の多い

左後軸のタイヤについては重点的に実施。 

・入庫する大型車のユーザーに対して、車輪脱落事故防止の

ための４つのポイントについて周知。特に脱落の多い左後

軸のタイヤについては徹底的に実施するよう啓発。 

・特にタイヤメーカーにおいては、自社製品の流通経路を活

用し、タイヤ販売事業者に対してホイール・ナットの規定

トルクでの締付け及びホイールに適合したボルト及びナッ

トの使用について周知。特に脱落の多い左後軸のタイヤに

ついては重点的に点検を実施するよう啓発。 

（一社）日本自動車工業会 

（一社）日本自動車車体工業会 

日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・大型車ユーザーに対して、車輪脱落事故防止のための４つ

のポイントの実施について周知。特に脱落の多い左後軸の

タイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発。 

（一社）日本自動車機械工具協会 

（一社）日本自動車機械器具工業会 

（一社）自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、その正し

い使用方法について購入者へ説明。 

【別紙２】 
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※以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増締めの実施 

３．日常（運行前）点検における確認 

４．ホイールに適合したボルト及びナットの使用                        

 

以上 
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平成 30 年６月 27 日 

自 動 車 局 整 備 課 

大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されます 
～ 事故防止のため、確実な点検・整備をお願いします ～ 

 

国土交通省では、昨年 10 月岡山県の中国自動車道で発生した大型トラックのスペアタイヤ落

下による死亡事故を受け、同年 10 月 27 日、全ての大型トラックを対象に、スペアタイヤ等を車

両へ固定する構造・装置について、損傷やボルトの緩みがないか直近の定期点検等の機会を捉え

て早急に点検を実施するよう、関係業界団体へ指示するとともにその徹底を図って参りました。 

今般、当該点検を恒久的な対策とするため、大型トラック・大型バスに備えるスペアタイヤ及

びツールボックスを新たに定期点検の対象に加えるべく、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185

号）に基づく「自動車点検基準」（昭和 26 年運輸省令第 70 号）を改正し、本年 10 月より施行

します。 

１．改正の概要 

（１）自動車点検基準の一部改正 

車両総重量８トン以上又は乗車定員 30 人以上の大型自動車の３ヶ月ごとに行う点検項目

に次に掲げることを追加します。（事業用自動車等の定期点検の基準を定める別表第３及び

別表第４の改正） 

・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 

・スペアタイヤの取付状態 

・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 

（２）自動車の点検及び整備に関する手引（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）の一部改正 

（１）により追加する点検の方法として、次に掲げることを定めます。 

・スペアタイヤ取付装置に緩み、がた及び損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして点検するこ

と 

・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く押すなどして点検すること 

・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること      等 

２．スケジュール 

公 布：平成 30年６月 27 日（本日） 

施 行：平成 30年 10 月１日 

＜問い合わせ先＞ 

自動車局整備課 村井、伊堂寺、下窪 

代表：03-5253-8111（内線：42426,42412）、03-5253-8599（直通）、FAX：03-5253-1639 
 

 

国土交通省は、平成 30 年 10 月１日より、車両総重量８トン以上又は乗車定員 30 人以上の大

型自動車のスペアタイヤについて３ヶ月ごとの点検を自動車の使用者に義務づけます。 

２．大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されます

- 12 -



     

 

国 自 整 第 ７ ３ 号 

平成３０年６月２７日 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

一般社団法人日本自動車工業会会長 殿 

一般社団法人日本自動車車体工業会会長 殿 

公益社団法人日本バス協会会長 殿 

公益社団法人全日本トラック協会会長 殿 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

 

 

自動車点検基準等の一部を改正する省令等の公布について 

 

昨年１０月、道路上に落下していたスペアタイヤに起因する死亡事故が発生した

ことを受け、自動車点検基準等の一部を改正する省令（平成３０年国土交通省令第

５１号）及び自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示（平成３０

年国土交通省告示第７８１号）が別添１及び別添２のとおり公布され、スペアタイ

ヤに関することを定期点検において点検することを義務づけるほか、所要の改正措

置が講じられたところであり、新たな制度への移行については、本年１０月１日を

もって実施することとしています。 

つきましては、貴会におかれましては、別添１及び別添２の他、別添３のとおり

まとめた本改正における主な改正内容について、傘下会員に対して周知徹底される

ようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自動車点検基準等の一部を改正する省令等の公布について
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主な改正内容 

 

 

１．大型自動車の定期点検整備について 

自動車点検基準の改正により、車両総重量８トン以上又は乗車定員 30人以上の

自動車に係る定期点検整備の３ヶ月毎の点検項目に以下の項目が追加されまし

た。 

・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 

・スペアタイヤの取付状態 

・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 

スペアタイヤ取付装置に係る点検については、スペアタイヤを取り外して行い

ます。なお、トランクルームに搭載されているスペアタイヤについては、取付装

置がないため、点検の対象外となります。 

 

２．整備主任者の研修について 

道路運送車両法施行規則の改正により、自動車分解整備事業者が、自らが選任

した整備主任者に対して受講させなければならない研修について、従前、運輸監

理部長又は運輸支局長から研修を行う旨の通知を受けたときに受講することとさ

れていたところ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定めるところにより、１年

に１度受講させることとなりましたので、管轄の運輸支局等からの案内（ＨＰに

おける案内等）をご確認下さい。 

 

３．自動車検査員の研修について 

指定自動車整備事業規則の改正により、指定自動車整備事業者が、自らが選任

した自動車検査員に対して受講させなければならない研修について、従前、地方

運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときに受講させることとされていたと

ころ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定めるところにより、１年に１度受講

させることとなりましたので、管轄の運輸支局等からの案内（ＨＰにおける案内

等）をご確認下さい。 

 

４．自動車分解整備事業者における依頼者への料金の概算見積の提供について 

道路運送車両法施行規則の改正により、自動車分解整備事業者に対して義務づ

けられている、点検整備作業の依頼者に対する料金の概算見積の提供について、

PDFファイル等の電磁的記録による提供が可能となりました。 

 

５．整備管理者の研修について 

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正によ

り、自動車運送事業者が、自らが選任した整備管理者に対して受講させなければ

別添３ 
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ならない研修について、従前、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたと

きに受講させることとされていたところ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定

めるところにより、２年に１度受講させることとなりましたので、管轄の運輸支

局等からの案内（ＨＰにおける案内等）をご確認下さい。 
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平成３０年４月２４日 
自 動 車 局 整 備 課 

 
 

三菱ロジスネクスト株式会社から報告があった不適切な分解整備作業について 
 

国土交通省から三菱ロジスネクスト株式会社に対し、認証を受けていない事業場によって分

解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示しました。 
 
 今般、三菱ロジスネクスト株式会社より、少なくとも平成 28 年 3 月以降、255 台のフォークリフト

について、道路運送車両法第 78 条に基づく自動車分解整備事業の認証を受けていない全国 56
事業場（子会社の販売会社）において、道路運送車両法第４９条で規定されたブレーキドラムを分

解するなどの分解整備作業を実施していた旨報告がありました。なお、同社によれば、これらの作

業に起因する不具合の報告は受けていないとのことです。 
このため、本日、国土交通省より三菱ロジスネクスト株式会社に対し、次の事項について実施

するとともに、平成３０年６月３０日までに報告するよう指示しました。 
また、大型特殊自動車メーカー関係団体に対し、適切な分解整備を実施する旨を傘下会員に

周知するよう指示しました。 
 

１．認証を受けていない事業場で分解整備作業をした自動車について、速やかに認証を受けてい

る整備工場で安全確認を実施すること。 
２．認証を受けていない事業場については、認証を取得するよう指導し、認証取得が困難な場合

は、分解整備を必ず外注させること。 
３．再発防止策を講じ、速やかに実施すること。 
 

※ フォークリフトのうち、「大型特殊自動車」に該当するものについて分解整備を事業として営む場合には、道

路運送車両法第 78 条に基づく地方運輸局長の認証が必要。 

 
  【問い合わせ先】 

自動車局整備課 田辺、成澤 

代表：03-5253-8111（内線４2423） 

直通：03-5253-8600 

 ４．三菱ロジスネクスト株式会社から報告があった不適切な分解整備作業について
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（参考） 

 

「分解整備」とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又

は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを

いう。（道路運送車両法第 49 条に規定） 

 

自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を

行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。（道路運送車両法第７８

条に規定） 

 

 

国土交通省令 

[道路運送車両法施行規則第 3 条]（分解整備の定義） 
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国 自 整 第 ３ ８ 号  
平成３０年４月２４日  

 
一般社団法人 日本産業車両協会会長  殿 
一般社団法人 日本農業機械工業会会長 殿 
一般社団法人 日本建設機械工業会会長 殿 

 
 

国土交通省自動車局整備課長    
 

 
分解整備作業の適切な実施について 

 
 今般、大型特殊自動車の販売会社において、道路運送車両法第４９条で規定され

ている分解整備作業を同法第７８条に規定している分解整備事業の国の認証を受け

ていない販売会社の販売店で実施されていたことが判明しました。 
 このことは、高度な知識や整備のための設備及び技術を有する国の認証を受けた

整備事業者（以下「認証工場」という。）が分解整備を行うことによって自動車の安

全確保を図るという自動車分解整備事業の認証制度の目的に反するものです。 
 つきましては、貴会の傘下会員に対し、下記について周知をお願いいたします。 
 

記 
 
１． 同法第７８条に規定している分解整備事業の国の認証を受けていない販売会

社において、道路運送車両法第４９条で規定されている分解整備作業は実施

しないこと。 
 

２． 分解整備作業を実施する場合は、自動車分解整備事業の認証を受けるよう指

導し、それが困難な場合は、分解整備作業は必ず認証工場に外注させること。 
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平 成 ３０年 ６月 ２０日 
自 動 車 局 整 備 課 
自動車局審査・リコール課 

 
大型特殊自動車メーカー６社から報告があった不適切な分解整備作業について 

 
国土交通省から大型特殊自動車メーカー６社に対し、認証を受けていない事業場によって分

解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示しました。 
 
 本年４月、三菱ロジスネクスト(株)より、道路運送車両法第 78 条に基づく自動車分解整備事業

の認証を受けていない全国 56 事業場（子会社の販売会社）において、道路運送車両法第 49 条

で規定されたブレーキドラムを分解するなどの分解整備作業を実施していた旨報告があったこと

から、国土交通省は、4 月 24 日、同社に対して業務改善指示を行うとともに、大型特殊自動車メ

ーカー関係団体に対し、適切な分解整備を実施する旨を傘下会員に周知するよう指示したところ

です。 

 本事案を受けて各社が調査したところ、本日までに、住友ナコフォークリフト(株)など大型特殊自

動車メーカー６社より、それぞれ、三菱ロジスネクスト(株)と同様に、子会社（販売会社）又は直轄

工場において、認証を受けないで大型特殊自動車のブレーキドラム脱着等の分解整備を実施し

ていた旨報告がありました。また、このうち３社では、当該不適切な分解整備作業に、リコールの

改修作業も含まれていました。なお、本件に伴う事故や不具合は発生していない旨各社より報告

を受けています。（別紙：大型特殊自動車メーカー系販社による未認証分解整備実施状況）。 

このため、本日、国土交通省より大型特殊自動車メーカー６社に対し、次の事項について実施

するとともに、平成３０年８月３１日までに報告するよう、それぞれ指示しました。 

１．認証を受けていない事業場で分解整備作業を実施した自動車について、速やかに認証を受け

ている整備工場で安全確認を実施すること。 

２．認証を受けていない事業場については、認証を取得するよう指導し、認証取得が困難な場合

は、分解整備を必ず外注させること。 

３．再発防止策を講じ、速やかに実施すること。 
 
 
 
 
  

【問い合わせ先】 

自動車局整備課 田辺、成澤 

自動車局審査・リコール課 田中、五十嵐 

代表：03-5253-8111（内線４2423） 

５．大型特殊自動車メーカー６社から報告があった不適切な分解整備作業について
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平

成
２
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１
０

月
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１
日

、
届
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者
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住

友
ナ

コ
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

㈱
 

Ｒ
４

２
３

７
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コ
ー

ル
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国

４
２

３
７
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日

：
平

成
３

０
年

４
月

６
日

、
届

出
者
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範

多
機

械
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容

 

１
 

コ
ベ
ル
コ
建

機
㈱
 

東
日
本
コ
ベ
ル
コ
建
機
㈱
 

１
１
／
３
１
 

１
０
／
１
１
 

３
８
台
 

－
 

ホ
イ
ー
ル
ク
レ
ー
ン
、
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
 

・
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
リ
ン
ダ
脱
着
 
 

・
ブ
レ
ー
キ
ホ
ー
ス
交
換
 

西
日
本
コ
ベ
ル
コ
建
機
㈱
 

１
４
／
２
９
 

１
４
／
１
４
 

９
１
台
 

メ
ー
カ
ー
直
轄
整
備
工
場
 

１
／
１
 

１
／
１
 

１
１
台
 

２
 

住
友
建
機
㈱
 

住
友
建
機
販
売
㈱
 

２
９
／
５
４
 

２
２
／
２
９
 

８
７
台
 

１
２
台
 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
 
他
７
車
種
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※
）
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ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
リ
ン
ダ
脱
着
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ト
ラ
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ミ
ッ
シ
ョ
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脱
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４
２
３
７
改
善
措
置

） 
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ケ
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・
イ
シ
シ
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３
／
６
 

３
／
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台
 

－
 

パ
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／
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３
／
３
 

１
９
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－
 

３
 

住
友
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友
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／
２
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４
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４
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５
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５
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０
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／
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／
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０
／
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７
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３
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２
３
７
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／
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／
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２
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６
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０
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平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 
自 動 車 局 整 備 課 

 
大型特殊自動車メーカー３社から報告があった不適切な分解整備作業について 

 
国土交通省から大型特殊自動車メーカー３社に対し、認証を受けていない事業場によって分

解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示しました。 
 
 本年4月、三菱ロジスネクスト(株)より、道路運送車両法第78条に基づく自動車分解整備

事業の認証を受けていない全国56事業場（子会社の販売会社）において、道路運送車両法

第49条で規定されたブレーキドラムを分解するなどの分解整備作業を実施していた旨報告

があったことから、国土交通省は、4月24日、同社に対して業務改善指示を行うとともに、

大型特殊自動車メーカー関係団体に対し、適切な分解整備を実施する旨を傘下会員に周知

するよう指示したところ、大型特殊自動車メーカー6社より、それぞれ、三菱ロジスネクス

ト(株)と同様に、子会社（販売会社）又は直轄工場において、認証を受けないで大型特殊

自動車のブレーキドラム脱着等の分解整備を実施していた旨報告があり、本年6月20日に改

善指示を行いました。 

今般、新たに㈱小松製作所など大型特殊自動車メーカー3社より、それぞれ、三菱ロジス

ネクスト㈱と同様に子会社及び系列の販売会社において、自動車分解整備事業の認証を受

けないで大型特殊自動車のブレーキホース交換等の分解整備を実施していた旨報告があり

ました。 

このため、本日、国土交通省より大型特殊自動車メーカーに対し次の事項について実施す

るとともに、平成 30 年 12 月 21 日までに報告するよう、それぞれ指示しました。今後、報

告内容を精査の上、厳正に対処することとします。 

１．認証を受けていない事業場で分解整備作業を実施した自動車について、速やかに認証

を受けている整備工場で安全確認を実施すること。 

２．認証を受けていない事業場については、認証を取得するよう指導し、認証取得が困難

な場合は、分解整備を必ず外注させること。 

３．再発防止策を講じ、速やかに実施すること。 

４．これまで報告された事案以外にも法令に抵触している事案がないかあらためて調査を

実施すること。 

 

 

【問い合わせ先】 

自動車局整備課 田路、田辺 

代表：03-5253-8111（内線４242８） 

直通：03-5253-8600 

FAX：03-5253-1639 

６．大型特殊自動車メーカー３社から報告があった不適切な分解整備作業について
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①
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、
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０
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０
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０
０
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／
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６
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０
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／
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６
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６
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２
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／
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／
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６
 

２
２
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／
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／
５
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／
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／
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０
／
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３
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／
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０
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／
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５
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５
４
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平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日 
自 動 車 局 整 備 課 

 
大型特殊自動車メーカー２社から報告があった不適切な分解整備作業について 

 
国土交通省から大型特殊自動車メーカー２社に対し、認証を受けていない事業場によって分

解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示しました。 
 
平成 30 年 4 月、三菱ロジスネクスト㈱が製造するフォークリフト等の大型特殊自動車について、同社の

子会社が道路運送車両法第 78 条の認証を受けていない全国 56 事業場で分解整備を実施していたため、

同社に改善指示するとともに関係団体に対して注意喚起を行いました。 

これを受け、平成 30 年 6 月、大型特殊自動車メーカー6 社※１より三菱ロジスネクストと同様に、子会社及

び直轄工場の全国 138 事業場において認証を受けないで大型特殊自動車の分解整備を実施していた旨

それぞれ報告があり、6 社に改善指示を行いました。 

さらに、平成 30 年 11 月、大型特殊自動車メーカー3 社※２より、子会社及び販売会社において認証を受

けないで大型特殊自動車の分解整備を実施していた旨それぞれ同様の報告があり、3 社に改善指示を行

いました。 

今般、２事業者から不適切事案について報告があったため、当該事業者に対し、下記の措置を取りまし

た。なお、今般法令違反が発覚した車両について事故の報告は受けておりません。 

○ヤンマー建機㈱ 

ａ）事案の概要 

未認証の事業場において分解整備を実施（1事業場 1台）していたことが発覚。 

ｂ）国土交通省自動車局による対応 

・次の事項について実施するとともに、平成 31年 5 月 31 日までに報告するよう指示。 

１．認証を受けていない未認証の事業場については、大型特殊自動車を取り扱う場合、自動車

分解整備事業の認証を受けるよう指導し、それが困難な場合は、分解を伴う整備作業は必

ず認証工場に外注させること。 

２．再発防止策を講じ、速やかに実施すること。 

○㈱小松製作所 

ａ）事案の概要 

平成 30 年 11 月の不適切事案を受け更なる調査を行った結果、新たに未認証の事業場（二次

代理店※３）において分解整備を実施（11 事業場 54 台）していたことが発覚。 

ｂ）国土交通省自動車局による対応 

・次の事項について実施するとともに、平成 31年 5 月 31 日までに報告するよう指示。 

１．認証を受けていない未認証の事業場については、大型特殊自動車を取り扱う場合、自動車

分解整備事業の認証を受けるよう指導し、それが困難な場合は、分解を伴う整備作業は必

ず認証工場に外注させること。 

２．再発防止策を講じ、速やかに実施すること。 

・さらに、今般の指示も含めこれまで指示した事項に係る再発防止策の実施状況について四半

期ごとに報告するよう指示。 

○両事業者に対しては、今後、報告内容を精査の上、厳正に対処することとします。 

 
※１  コベルコ建機（株）、住友建機（株）、住友ナコフォークリフト（株）、（株）豊田自動織機、範多機械（株）、日立建機（株） 

※２  （株）小松製作所、キャタピラージャパン、ヤンマーアグリ（株） 

※３ 二次代理店とは、(株)小松製作所が製造した大型特殊自動車のサービス契約をしている会社をいう。 

 
【問い合わせ先】 

自動車局整備課 田路、田辺 

代表：03-5253-8111（内線 42428） 

直通：03-5253-8600 FAX：03-5253-1639 

７．大型特殊自動車メーカー２社から報告があった不適切な分解整備作業について
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 平成 30 年 8 月 3 日 

自 動 車 局 整 備 課  

 

外国人技能実習制度（自動車整備職種）の適正運用と実習生保護へ 
～「自動車整備技能実習ガイドライン」の策定～ 

 

国土交通省では、自動車整備職種における外国人技能実習制度が適正に運用される環境

を確保するため、技能実習生が修得すべき作業、監理団体及び実習実施者が配慮すべき事

項、技能実習生の保護に関する事項をまとめた「自動車整備技能実習ガイドライン」を策

定しました。 

 

国土交通省では、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」

第54条に基づく外国人技能実習制度自動車整備事業協議会において、自動車整備職種にお

ける技能実習生の受入れの実態調査を行うとともに、監理団体※による監理、実習実施者

（整備工場）による技能実習の在り方について議論を重ね、今般、その結果を踏まえ「自動

車整備技能実習ガイドライン」を策定しました。 

実習現場での知識・技能の修得レベルの標準化を図ることが技能実習中の事故や外国人

技能実習生に対する不適切な取扱いを防止することとなることから、本ガイドラインでは、 

・外国人技能実習生が修得すべき整備作業の内容 

・外国人技能実習生の保護のために監理団体及び実習実施者（整備工場）が配慮すべき事項 

を示しています。 

○「自動車整備技能実習ガイドライン」は、当省ホームページより確認いただけます。 

概要：URL（ http://www.mlit.go.jp/common/001239059.pdf ） 

本文：URL（ http://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf ） 

 

※外国人技能実習生の受入れ、実習実施者（整備工場）の技能実習の実施に関する監理等を行う本邦の

営利を目的としない法人 

 

国土交通省では、引き続き、関係団体と連携して、自動車整備職種における外国人技能

実習制度の適正な運用と技能実習生の保護に向けて一層取り組んでまいります。 

○ 本協議会の内容及び実態調査については、こちらからご覧いただけます。 

URL （ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_001234.html ） 

 

【問い合わせ先】 

自動車局整備課 関、石橋 

電話：03-5253-8111（内線 42-414） 

直通：03-5253-8599 FAX：03-5253-1639 

８．外国人技能実習制度（自動車整備職種）の適正運用と実習生保護へ
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自動車整備技能実習ガイドライン 概要 

 

１．経緯 

外国人技能実習制度は、国際貢献のため，開発途上地域等の外国人を日本で一定期

間に限り受け入れ，ＯＪＴを通じて技能、技術及び知識を移転する制度（法務省、厚

生労働省が所管）で、平成２８年４月に自動車整備職種が追加され、本制度を活用し

た外国人材の受入れを開始しています。 

 また、平成２９年１１月１日に、制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能

実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律」（平成２８年法律第８９号、以下「技能実習法」という。）が施行され、

同法に基づく新たな制度が開始されました。 

国土交通省自動車局では、平成３０年２月より、自動車整備職種における外国人技

能実習制度が適切に運用される環境を確保するため、技能実習法第５４条に基づき、

関係省庁、実習実施者（整備工場）、監理団体等を構成員とする「外国人技能実習制度

自動車整備事業協議会」（以下「協議会」という。）を設置し、自動車整備職種におけ

る技能実習生の受入れの実態調査を行うとともに、監理団体による監理、実習実施者

による技能実習の在り方について協議を行ってきたところです。 

今般、自動車整備職種における技能実習生の受入れの実態調査及び協議会の協議の

結果を踏まえ、「自動車整備技能実習ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）

を策定しました。 

 

２．ガイドラインの目的 

〈ポイント〉 

 技能実習生を受け入れる監理団体、技能実習計画に基づいて技能実習を行う実

習実施者及びＯＪＴにより技能実習指導を受ける技能実習生の保護を対象と

したガイドラインを作成し『推奨』することで、自動車整備職種における技能

実習の適切な運営を図ることを目的としています。 
※ 自動車整備事業では、企業単独型による受入れが見受けられないこともあり、本ガイドラインでは団体監

理型による受入れを対象としています。 

※ 外国人技能実習制度における受け入れ機関は、日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の

職員を受け入れる企業単独型と非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実習生を受入れ、傘

下の企業等で技能実習を実施する団体監理型の 2 種類に区分されます。 
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３．ガイドラインの内容 

（１）.技能実習生に修得等させる自動車整備作業 

〈ポイント〉 

 実習実施者は技能実習生に対して、(1)移行対象職種・作業で必ず行う業務（必

須業務）と、(2)必須業務に関連して行われる業務等（関連業務・周辺業務）

を修得させることを規定。 

 また、技能実習生が必須業務、関連業務・周辺業務を行うあたり、厚生労働省

令で定める危険又は有害な業務（特別教育を必要とする業務）及び政令で定め

る危険業務（就業制限に係る業務）に従事させる場合には、「労働安全衛生法」

（昭和 47 年法律第 57 条）等に基づく特別教育や技能講習の受講させる必

要がある旨規定。 

   

(2)．技能実習前の準備 

〈ポイント〉 

 実習実施者は、監理団体の協力の下、技能実習生を受け入れる前に、技能実習

責任者の選任や外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けるなどの

準備を行う必要がある旨など規定。 

 技能実習法で定められていないものの、円滑に技能実習を行う観点から、生産

物賠償責任保険の契約内容や技能実習生専用の工具を購入した場合の費用負

担について、事前に確認・調整を行う旨など規定。 

 

(3).実習実施者が技能実習に際して、配慮すべき事項 

〈ポイント〉 

 協議会において実施した訪問ヒアリング調査の結果に基づき、実習実施者が技

能実習に際して、①実務に関する配慮すべき事項、②生活等に関する配慮すべ

き事項について規定。 

 ①実務に関する配慮すべき事項として、a.自動車整備の必要性・正確性の理解、

b.報告・連絡・相談のルール化、c.日本語の理解など規定 

 ②生活等に関する配慮すべき事項として、a.文化の理解（習慣、風習、宗教等）、

b.コミュニケーションの工夫など規定。 
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(4).技能実習生に関する保護に関する事項 

〈ポイント〉 

 監理団体及び実習実施者は、技能実習生の保護を図るため、技能実習の強制、

違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止事項と、これに違反し

た場合の罰則に関する旨規定。 

 また、技能実習生の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う

ことや監理団体及び実習実施者の事情により、技能実習生に対して技能実習を

継続することが困難となった場合に転籍の支援を行う旨など規定。 

 

(5).監査・訪問指導 

〈ポイント〉 

 監理団体は、認定された技能実習計画に従って、実習実施者に対し監査及び訪

問指導を行う旨規定。 

 また、実習実施者を監査及び訪問指導するに際し、中立的な業務の運営を行う

観点から、指定外部役員又は外部監査人による監査のいずれかの措置を講じる

旨規定。 

 

(6).技能実習評価試験 

〈ポイント〉 

 外国人技能実習制度は、ＯＪＴを通じて技能、技術及び知識を移転する制度で

あるため、技能実習計画において、技能実習生が、それぞれ第一号、第二号又

は第三号の各段階を修了した際に、技能実習評価試験に合格することを目標に

定める旨規定。 

 監理団体は、試験合格後に、余裕を持って技能実習生の在留資格変更許可申請

の手続を行えるよう計画的に監理する旨規定。 

 技能実習評価試験の受験料等の費用がかかることを理由に、技能実習生の報酬

の額を低くすることはできない旨規定。 
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背景

1
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自動車整備要員の人手不足状況

自動車整備業における従業員数は、近年、ほぼ横ばいで推移（整備要員は約40万人）しているが、自動車
整備要員の有効求人倍率が上昇するなど、整備業界の人材不足が顕在化。

少子化や若者のクルマ離れの進展、職業選択の多様化により、近年、自動車整備士を目指す若者が減少。

自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向にあり、平成30年度には45.3歳に達している。

整備要員

その他

（万人）

自動車整備事業の従業員数と整備要員数の推移

（年度）

自動車整備士の過不足の状況
（整備工場に対するアンケート結果）

高等学校卒業者数及び
自動車整備学校入学者数の推移

自動車整備

全職種

高等学校卒業者数

自動車整備学校入学者数

自動車整備要員の
平均年齢の推移

自動車整備要員の
有効求人倍率の推移

（年度）

出典： 厚生労働省「職業安定業務統計」 出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編
「自動車整備白書」（平成29年度）

出典：全国自動車大学校・整備専門学校協会調べ 出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編
「自動車整備白書」（平成30年度）

（年度） （年度）

出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編 「自動車整備白書」（平成30年度）

19.2 %

30.7 %

やや不足

不足状態
にない

不明
不足

2

９．自動車整備分野における外国人の受入れ（在留資格：特定技能）
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人手不足への対応（特定技能の目的）

国内人材の確保

生産性の向上

国土交通省では、若者・女性の就業促進のため、①運輸支局長等による高等学校訪問、②自動
車整備士のＰＲポスターや動画の作成、インターネットを活用した情報発信、③自動車整備工場の
経営者に対する人材確保セミナーの開催等に取り組んでいますので、ご参考ください。

自動車整備要員の人材確保・育成について：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000018.html
自動車整備人材確保・育成推進協議会：http://jidoushaseibishi.jp/

中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）に基づく経営力向上計画の認定等、生産性の
向上に資する取り組みをご参考ください。

中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000012.html

特定技能外国人の受入れ

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況
にある産業上の分野として、自動車整備分野が指定されています。

3

試験（技能・日本語能力）

○ 我が国では、技能移転を通じた開発途上地域への国際協力を目的とした外国人技能実習制度により

外国人材を受け入れており、平成２８年４月より、自動車整備事業においても受入れを開始。

○ 新たな在留資格である「特定技能」を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を

改正する法律案」が可決・成立され、平成３１年４月１日より施行。

○ 「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を

定める省令」（平成３１年法務省令第６号）において、自動車整備分野が指定され、平成３１年度より受入れを

開始予定。

自動車整備事業における外国人材の受入れの現状と今後の見通し

外国人技能実習制度：在留資格「技能実習」

平成28年4月、外国人技能実習制度に「自動車
整備職種」を追加。

新たな在留資格：在留資格「特定技能」

自動車整備に係る技能と日本語能力を試験。
外国人技能実習制度からの移行も想定。

※ 在留期間に制限のない「特定技能２号」は創設しない。

技能実習１号

技能実習２号

技能実習３号
特定技能１号

（在留期間 ５年）

外国人技能実習制度 新たな在留資格による受入れ制度

修了後
移行可

１年

２年

２年

帰国

特定技能２号

（在留期間 制限なし）

自動車整備業における外国人材の受入（技能実習と特定技能）

試験

試験

4
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5

技能実習と特定技能の違い

＜特定技能１号＞
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ※最長５年

＜特定技能２号＞
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ※上限なし

技能実習

人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進する
ことを目的とする。

※外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）より

特定技能

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあ
る産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組
みを構築することである。

※特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針（平成30年12月25日閣議決定）より

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）体系にて、制度を規定

受け入れる分野毎に、「分野別運用方針・要領」を策定

技能実習１号（１年）→ 技能実習２号（２年）→ 技能実習３号（２年） ※最長５年

自動車の定期点検整備 自動車の分解整備

• 道路運送車両法に基づく法定点検整備 • エンジン、ブレーキ、ギアボックスなど重要部品
を取り外して行う整備又は改造

定期点検項目の例

これら作業を一人で適切に行える技能水準≒ 三級自動車整備士相当

分解整備とは、以下の装置を取り外して行う整備又は改造

• 原動機
• 動力伝達装置（クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、
ディファレンシャル）

• 走行装置（フロン・トアクスル、リア･アクスル・シャフト等）
• かじ取り装置（ギヤボックス、リンク装置等）
• 制動装置（マスタシリンダ、ブレーキ･チャンバ、バルブ類等）
• 緩衝装置（シャシばね）
• 連結装置(トレーラ･ヒッチ、ボール･カプラ)

自動車整備業において特定技能１号外国人材が従事する業務

6
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7

特定技能外国人を受け入れるルート

試験

技能実習からの移行

●技能及び業務上必要な日本語

「自動車整備分野特定技能評価試験」(仮称)又は「自動車整備士技能検定試験３級」

※自動車整備士技能検定３級と同水準程度
試験言語：日本語（必要に応じてルビを付す）
実施方法：筆記及び実技方式
実施回数：年おおむね１回程度を予定、国外で実施

●日常生活で必要な日本語

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」

●第２号技能実習（自動車整備職種に限る）の修了 【技能、日本語の試験不要】

受け入れ機関は外国人と雇用契約を結び、特定技能１号支援計画を策定
地方出入国在留管理局の許可がおりたら、外国人が在外公館に申請

受け入れ機関は外国人と雇用契約を結び、特定技能１号支援計画を策定
受入れ機関、外国人共に地方出入国在留管理局へ申請

2019年度中の実施（フィリピン、ベトナム）を予定していますが、
開催国等変更になる可能性がございます。

8

自動車整備業における技能実習と特定技能のレベル

評価試験：定期点検整備を１人で実施できる

• 定期点検整備にかかる技能を、指導員の立ち会いの下、
実習計画に基づき習得

評価試験：定期点検整備及び分解整備を
１人で実施できる

• 定期点検整備を１人で実施（技能実習１号修了レベル）

• 分解整備にかかる技能を、指導員の立ち会いの下、
実習計画に基づき習得

評価試験：定期点検整備、分解整備及び一般的な装置の
故障診断・整備を１人で実施できる

• 定期点検整備及び分解整備を、１人で実施（技能実習２号修了
レベル）

• 電子装置など一般的な装置の故障診断・整備にかかる技能を、
指導員の立ち会いの下、実習計画に基づき習得

技能実習３号
技能実習制度 特定技能（新設）

特定技能１号（５年）

定期点検整備 分解整備

道路運送車両法に
基づく法定点検整備

例

重要部品を取り外して
行う整備又は改造

重要部品の例

• 原動機
• 動力伝達装置
例：クラッチ

• 走行装置
例：フロントアクスル

• 制動装置
例：ブレーキディスク 等

修了後
移行

【参考】
二級自動車整備士は、三級自動車整備士の能力・知識に加え、分解整備記録簿の管理など整備を統括する能力、自動車検査に関する知識が求められる。

一級自動車整備士は、二級自動車整備士の能力・知識に加え、自動ブレーキなど新技術の故障診断・整備、ユーザーに対して故障状態の説明や再発防止の
助言ができることが求められる。

技能実習２号

技能実習１号

1年

2年

2年
＋

＋
※

定期点検整備及び分解整備を、
1人で実施できるレベル
（三級自動車整備士※ 相当）

試験

修了後
移行
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特定技能の受入れ方

9

新しい入管制度の構造

出入国管理及び難民認定法

関係政令・省令

関係告示 （自動車整備分野に係る上乗せ告示）

内容を制度化

• 政府基本方針（閣議決定）
• 自動車整備分野に係る分野別運用方針（閣議決定）

具体の手続き方法や様式については、以下の要領を参照ください。
※ 国土交通省HPに掲載されています http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html

• 特定技能外国人受入れに関する運用要領
• １号特定技能外国人支援に関する運用要領
• （別冊）自動車整備分野に係る運用要領

赤字：自動車整備分野特有の事項について規定

10
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11

自動車整備分野に係る分野別運用方針の概要

○ 自動車整備分野の「特定技能１号」（在留期間５年）は、自動車の日常点検整備、定期点検整備及び分解
整備を業務として行う。（在留期間に制限のない「特定技能２号」は、当面創設しない。）

○ ５年間の受入れ見込み数は、最大7,000人。

○ 「特定技能１号」の在留資格を得るためには、自動車整備の技能と日本語能力の試験に合格する必要。
（外国人技能実習２号修了の場合でも可）

○ 受入れ機関（自動車整備工場）に対して、外国人材に対する支援を適切に行うことに加えて、道路運送車両法

に基づく認証を受けていること、国土交通省が組織する協議会に対して必要な協力を行うこと等を義務付け。

試験内容

【技能試験】

「自動車整備特定技能評価試験」（仮称）（筆記＋実技）

又は３級自動車整備士技能検定試験（筆記＋実技）合格

【日本語能力試験】

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(Ｎ４以上）

※ 外国人技能実習２号修了でも可

業務内容

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

受入れ機関（自動車整備工場）の義務・要件

【外国人に対する支援】
・生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、
外国人からの相談・苦情対応等

【雇用契約】
・フルタイム、直接雇用

【道路運送車両法に基づく認証の取得】
・道路運送車両法の認証を受けた事業場であること。
・国土交通省が組織する協議会に対して必要な協力を行うこと。

自動車整備分野の「特定技能１号」

・在留期間： ５年

（在留期間に制限のない特定技能２号は当面創設しない。）

・５年間の受入れ見込み数： 最大7,000人

受け入れの手続き（概要）

前提となる条件

• 外国人を雇用する事業場が、認証工場である必要があります。
• 外国人と結ぶ雇用契約において、日常点検整備、定期点検整備、分解整備に従事させる必要があります
※ 関連業務として、車枠車体の整備調整作業などを行うことは差し支えありません（ただし、専ら関連業務を行うことは不
可） 運用要領（別冊）pp.4

• 登録支援機関を利用する場合、登録支援機関において
①「自動車整備分野特定技能協議会」に入会をすること

②自動車整備士１級又は２級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の経験を
有する者が置かれていること （注：常勤、非常勤は問われませんが、地方出入国在留管理局により、個別に審査されます）

等が求められます。

手続きフロー

要領等はこちら
法務省HP ：http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
国土交通省HP ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html

１．雇用したい外国人の検討、雇用契約の締結

２．自動車整備分野特定技能協議会への入会届出（協議会第１号、第２号様式、別表第１）
→ 受理をしましたら、協議会事務局より、構成員資格証明書を発行します
＊最寄りの運輸局、沖縄総合事務局で可能です（詳細別紙）
＊登録支援機関を利用する場合、登録支援機関も入会する必要があります

３．雇用契約、支援計画、構成員資格証明書、自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書、
地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料等を揃えて、地方出入国在留管理局に申請ください。

法務省の運用要領に従って
準備ください

＊出入国在留管理庁にお
ける手続きです

自動車整備分野特定技能
協議会運営規程に従ってご
準備ください

＊国土交通省における手
続きです

12
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自動車整備分野に係る特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関（自動車整備事業者） 又は
登録支援機関（以下「特定技能所属機関等という。）が満たすべき基準として協議会の構成員であることが必須。

このため、特定技能所属機関等は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等まで、入会
届出書及び遵守事項を持参又は郵送する届出が必要。

また、届出事項の変更や特定技能外国人の受入れを終了した等の理由により協議会の構成員でなくなった特定
技能所属機関等は、同じく届出が必要。

自動車整備分野特定技能協議会の窓口

運輸局等 管轄地域

北海道運輸局
自動車技術安全部整備・保安課

℡：011-290-2752
北海道

東北運輸局
自動車技術安全部整備・保安課

℡：022-791-7534
宮城県・福島県・岩手県
青森県・山形県・秋田県

関東運輸局
自動車技術安全部整備課

℡：045-211-7254

東京都・神奈川県・埼玉県・
群馬県・千葉県・茨城県・

栃木県・山梨県

北陸信越運輸局
自動車技術安全部整備・保安課

℡：025-285-9155
新潟県・長野県・
石川県・富山県

中部運輸局
自動車技術安全部整備課

℡：052-952-8042
愛知県・静岡県・岐阜県
三重県・福井県

運輸局等 管轄地域

近畿運輸局
自動車技術安全部整備課

℡：06-6949-6453
大阪府・京都府・兵庫県
奈良県・滋賀県・和歌山県

中国運輸局
自動車技術安全部整備・保安課

℡：082-228-9142
広島県・鳥取県・島根県
岡山県・山口県

四国運輸局
自動車技術安全部整備・保安課

℡：087-802-6783
香川県・徳島県・愛媛県・高知県

九州運輸局
自動車技術安全部整備課

℡：092-472-2537

福岡県・長崎県・大分県
佐賀県・熊本県・
宮崎県・鹿児島県

沖縄総合事務局
運輸部車両安全課

℡：098-866-1837
沖縄県

自動車整備分野特定技能協議会構成員申請相談窓口一覧 ※一部、地方運輸局では、管轄地域にある運輸支局においても相談可

※ 様式等は国土交通省HPに掲載 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
13

留意点：受入れ可能な人数

①特定技能としての受入れ

• 制度として、受入れの人数制限はございませんが、外国人を十分に支援できるかどうか、
出入国在留管理庁において個別の審査があります

③参考：技能実習制度の人数制限

②認証要件による制限

• 道路運送車両法に規定される従業員に対する整備士の要件が課されます
（特定技能外国人は、整備士としてカウントできません）

• 技能実習生の受入れも行っている場合、従業員数には技能実習生＋特定技能＋その他日本
人の従業員がカウントされますので、ご注意ください

監理団体の利用有無や技能実習１号、２号の別等で受入れ人数が変わりますので、ご注意ください。

• この人数に、特定技能はカウントされません

14
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参考資料

15

16

自動車整備分野に係る上乗せ告示（平成３１年国土交通省告示第３５８号）

特定技能としての在留資格を与えるために、外国人が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるにあたって、受入れ企業（特定技能所属機関）が満たすべき基準

• 派遣雇用でないこと

① 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第78条第１項に基づく、地方運輸局長の認証(限定認証や二輪
のみも含む。)を受けた事業場であること

② 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員にな
ること

③ 上記②の協議会に対し、必要な協力を行うこと
④ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
⑤ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合にあっては、以下の いず
れにも該当する登録支援機関に委託すること
i. 上記②～④いずれにも該当すること
ii. 自動車整備士１級若しくは２級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において ５年以

上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

事業所管大臣は、特定の分野に特有の事情に鑑みて、法務大臣に協議の上で、告示で定めることができる
とされている。
このため、自動車整分野において、①在留資格を与えるために外国人が満たす基準、②特定技能外国人を
受け入れるにあたり、受入れ企業が満たすべき基準を定める告示を制定した。

※ 国土交通省HPよりご確認いただけます。
「自動車整備分野における「特定技能」の受入れ」 ： http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
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17

（参考）自動車整備分野における運用方針・要領の概要

受入見込数 ５年間で最大7,000人（受入れの上限として運用）

従事する業務 自動車の日常点検整備、定期点検整備及び分解整備

特定技能１号（在留期間５年）のみであり、在留期間に制限のない「特定技能２号」は、当面創設しな
い。

受け入れ機関に対し特に課す条件

国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になること。

協議会に対し必要な協力を行うこと。

国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 78 条第１項に基づく、地方運輸局長の認証を受け
た事業場であること。

登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を
満たす登録支援機関に委託すること。
① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
② 自動車整備士１級若しくは２級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において５年以

上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

ア

イ

ウ

エ

オ

雇用形態 直接雇用のみ

ほか、分野横断的に求められる外国人に対する支援（生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、
外国人からの相談・苦情対応等）が必要。

（参考） 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

目的

専門的な知識、技術、技能を有する外国人を積極的に受け入れることにより、我が国の経済社
会の活性化に資する
在留期間
５年、３年、１年又は３月
⇒ 在留資格は更新可能（原則１０年以上の在留で永住許可が認められるものがあると想定）
主な資格取得要件

• 申請人は、①～③のいずれかに該当していること
① 当該技術に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
② 当該技術に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
③ １０年以上の実務経験を有すること

• 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

●本邦の専門学校を卒業した留学生に係る許可事例
本邦の専門学校の自動車整備科を卒業し，専門士（2級整備士）資格を取得した者から、本邦の自
動車の点検整備を業務内容とする事業者との契約に基づき、月額１８万４千円の報酬を受けて、
サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自
動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

詳しくは、自動車整備士養成施設や法務省のガイドラインをご覧ください。
＊大変恐縮ですが、国土交通省においてのご相談はお受けいたしかねます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html 18
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特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定
技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的に
平成３１年３月２９日に設置した。

・ 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

・ 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討

・ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

・ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援

・ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

・ 地域別の人手不足の状況の把握・分析

・ 大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整

・ 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明

・ その他、必要な情報・課題の共有、協議等

■ 学識者 ■ 特定技能所属機関（自動車整備事業者） ■ 登録支援機関

■ 自動車整備事業者団体 ■ 試験実施機関 ■ 警察庁

■ 法務省 ■ 外務省 ■ 厚生労働省 ■ 国土交通省

（参考）自動車整備分野特定技能協議会

構成員

活動内容

19

20

（参考） 【技能実習】自動車整備職種における外国人技能実習生の受入（平成28年4月～）

平成28年4月、外国人技能実習制度に「自動車整備職種」を追加。
技能実習の適正確保ため、自動車整備職種の「上乗せ告示」を策定するとともに、「外国人技能実習制度自
動車整備事業協議会」を設置

主な送出国は、フィリピン、ベトナム、ミャンマー。

経緯

平成28年4月
外国人技能実習制度に「自動車整備職種」を追加
（自動車整備職種の外国人技能実習生受入開始）

平成29年4月
入国前又は入国後の講習内容、監理団体の体制等を定めた
「上乗せ告示」※を策定。

※「自動車整備職種の自動車整備作業について外国人技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特
有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件」（平成29年国土
交通省告示第386号 。

平成29年11月
外国人技能実習法施行

平成30年2月
外国人技能実習法第54条に基づく「外国人技能実習制度自動
車整備事業協議会」設置

１
年
目

技
能
実
習
１
号

実
習

技
能
実
習
２
号

実
習

技
能
実
習
３
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

初級試験（技能実習２号への移行試験）

初年度（平成28年度）入国の実習生は、
現在、この辺り（４年目）

専門試験（技能実習３号への移行試験）
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21

（参考） 【技能実習】自動車整備作業について国土交通大臣が告示で定める基準

・技能実習法が平成29 年11月1 日に施行。
・技能実習法施行規則（厚生労働省令、法務省令）において、事業所管大臣が、技能実習の内容
の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣及び厚生労働大臣に
協議の上で、告示で定めることができることとされている。

→ 自動車整備作業については、自動車の安全に関わるものであるため、技能実習を行わせる体制
の基準等を定めた。

１）技能実習の内容に関する基準
入国後講習又は入国前講習のいずれかにおいて、自動車整備作業に関する講習（国土交通大臣が

指定する教材を使用して、自動車整備作業に関する基礎的な知識を修得させる。）を実施すること。

２）技能実習を行わせる体制の基準
① １～３年目の外国人技能実習生を指導する技能実習指導員は、三級自動車整備士の技能検定など
に
合格した者であること。

② ４，５年目の外国人技能実習生を指導する技能実習指導員は、二級自動車整備士の技能検定などに
合格した者であること。

③ 技能実習を行わせる事業所は自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること。

３）監理団体の業務の実施に関する基準
技能実習計画の作成の指導は、三級自動車整備士の技能検定などに合格した者であること。
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【
１
】
保
安
基
準
対
象
装
置
へ
の
自
動
運
行
装
置
の
追
加

セ
ン
サ
ー

(①
)

コン
ピ
ュー
タ
ー

(②
,③

,④
)

・カ
メラ
、レ
ー
ダー
等

・電
子
制
御
装
置
、人
工
知
能
等
の
プ
ログ
ラム

等

○
自

動
運

転
シ

ス
テ

ム
（
レ

ベ
ル

３
・
４

）
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
保

安
基

準
（
省

令
）
を

策
定

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
こ

れ
ら

の
シ

ス
テ

ム
は

現
行

の
保

安
基

準
の

対
象

装
置

と
さ

れ
て

い
な

い
。

○
自

動
運

転
シ

ス
テ

ム
（
レ

ベ
ル

３
・
４

）
は

、
い

つ
で

も
ど

こ
で

も
制

限
な

く
安

全
な

自
動

運
転

を
行

え
る

技
術

水
準

に
は

な
い

と
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
自

動
運

転
シ

ス
テ

ム
が

使
用

さ
れ

る
走

行
環

境
条

件
（
速

度
・

ル
ー

ト
・
天

候
・
時

間
等

）
を

設
定

す
る

こ
と

が
必

要
。

自 動 運 行

装 置

①
認
知

④
操
作

②
予
測

③
判
断

人 の
運 転現

状
・
課

題

改
正

内
容

◆
走

行
環

境
条

件
の

想
定

さ
れ

る
例

（
以

下
の

条
件

の
組

み
合

わ
せ

）
・
道

路
条

件
（
高

速
道

路
/
一

般
道

路
、

専
用

道
路

/
混

在
交

通
、

車
線

数
、

車
線

の
有

無
等

）
・
地

理
条

件
（
都

市
部

/
過

疎
地

域
等

）
・
環

境
条

件
（
天

候
、

昼
間

/
夜

間
等

）
・
そ

の
他

の
条

件
（
速

度
制

限
、

決
め

ら
れ

た
ル

ー
ト

の
み

の
運

行
に

限
定

す
る

こ
と

等
）

例
え

ば
、

自
動

運
転

車
の

導
入

初
期

に
お

い
て

は
、

昼
間

・
晴

れ
で

の
高

速
道

路
本

線
上

に
お

け
る

低
速

走
行

（
渋

滞
時

等
）

と
い

っ
た

条
件

を
付

与
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る

○
自

動
車

の
保

安
基

準
（
省

令
）
の

対
象

装
置

に
「
自

動
運

行
装

置
」
を

追
加

○
自

動
運

行
装

置
が

使
用

さ
れ

る
条

件
（
走

行
環

境
条

件
）
を

当
該

装
置

ご
と

に
国

土
交

通
大

臣
が

付
す

こ
と

と
す

る
。

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
概
要
（
そ
の
１
）

現
状

・
課

題

○
近

年
、

自
動

ブ
レ

ー
キ

な
ど

自
動

運
転

技
術

の
進

化
・
普

及
が

急
速

に
進

展
し

て
い

る
が

、
故

障
し

た
場

合
に

は
、

誤
作

動
に

よ
る

事
故

等
に

つ
な

が
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

、
自

動
車

の
検

査
（
車

検
）
に

、
電

子
的

な
検

査
を

導
入

す
る

必
要

が
あ

る
。

○
電

子
的

な
検

査
を

行
う

た
め

に
は

、
自

動
車

製
作

者
等

が
保

有
す

る
技

術
情

報
が

必
要

。

改
正

内
容

○
自

動
車

の
検

査
に

お
け

る
、

電
子

的
な

基
準

適
合

性
審

査
に

必
要

な
技

術
情

報
の

管
理

に
関

す
る

事
務

を
（
独

）
自

動
車

技
術

総
合

機
構

に
行

わ
せ

、
全

国
の

検
査

実
施

機
関

が
活

用
で

き
る

環
境

を
整

備
す

る
。

【
２
】
自
動
車
の
電
子
的
な
検
査
に
必
要
な
技
術
情
報
の

管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
法
人
の
整
理

専
用

の
機

器
（
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

）
を

接
続

し
、

自
動

車
に

記
録

さ
れ

た
「
故

障
コ

ー
ド

」
を

読
み

出
す

（
独

）
自

動
車

技
術

総
合

機
構

一
元

管
理

自
動

車
製

作
者

等

提 出
審

査
用

技
術

情
報

管
理

サ
ー

バ
ー

（
独

）
自

動
車

技
術

総
合

機
構

軽
自

動
車

検
査

協
会

指
定

自
動

車
整

備
工

場
（
民

間
車

検
場

）
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

※
「
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

」
と

は
、

自
動

車
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
に

接
続

し
、

記
録

さ
れ

た
故

障
コ

ー
ド

を
読

み
出

す
た

め
の

専
用

ツ
ー

ル
※

「
故

障
コ

ー
ド

」
と

は
、

自
動

車
の

電
子

装
置

等
に

異
常

が
発

生
し

た
場

合
、

自
動

車
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

に
自

動
記

録
さ

れ
る

コ
ー

ド
（
例

：
P

0
1
3
1
）

10１０

- 51 -



【
３
】
分
解
整
備
の
範
囲
の
拡
大
及
び
点
検
整
備
に
必

要
な
技
術
情
報
の
提
供
の
義
務
付
け

○
事

業
と

し
て

行
う

場
合

に
認

証
が

必
要

な
「
分

解
整

備
」
の

範
囲

に
、

先
進

技
術

に
係

る
整

備
・
改

造
が

含
ま

れ
ず

、
安

全
性

が
確

保
さ

れ
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

範
囲

を
拡

大
す

る
必

要
が

あ
る

。
○

先
進

技
術

の
点

検
整

備
を

す
る

た
め

に
必

要
な

自
動

車
の

技
術

情
報

が
、

整
備

事
業

者
等

に
対

し
十

分
に

提
供

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。

現
状

・
課

題

改
正

内
容

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
概
要
（
そ
の
２
）

【
４
】
自
動
運
行
装
置
等
に
組
み
込
ま
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
改
変
に
よ
る
改
造
等
に
係
る
許
可
制
度
の
創
設
等

○
認

証
を

要
す

る
「
分

解
整

備
」
に

つ
き

、
対

象
装

置
に

「
自

動
運

行
装

置
」
を

追
加

す
る

と
と

も
に

、
対

象
装

置
の

作
動

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
整

備
・
改

造
に

ま
で

定
義

を
拡

大
し

、
名

称
を

「
特

定
整

備
」

に
改

め
る

。
○

自
動

車
製

作
者

等
に

対
し

、
点

検
整

備
に

必
要

な
型

式
固

有
の

技
術

情
報

を
特

定
整

備
を

行
う

事
業

者
等

へ
提

供
す

る
こ

と
を

義
務

付
け

る
。

自
動
車
製
作
者
等
に
対
し
、
先
進
技
術
の
点
検
整
備
に
必
要
な
技
術
情
報
を
認
証
整
備

事
業
者
等
へ
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

装
置

取
り
外
し
て
行
う
整
備
・
改
造

取
り
外
し
を
伴
わ
な
い
、
作
動
に

影
響
を
及
ぼ
す
整
備
・
改
造

原
動
機

動
力
伝
達
装
置

走
行
装
置

操
縦
装
置

制
動
装
置

緩
衝
装
置

連
結
装
置

自
動
運
行
装
置

対
象
装
置
の
追
加

灯
火
装
置
な
ど

「
分

解
整

備
」
の

対
象

外

従
来
の

「
分
解
整
備
」

定
義
を
拡
大

不 要

（
例
）

・
カ
メ
ラ
、
レ
ー
ダ
ー

等
の
調
整

名
称
を
「
特
定
整
備
」

に
変
更

拡
大

拡
大

 ্ ઈ ୟ ଂ শ ಉ भ ੳ  ऋ  ਏ

現
状

・
課

題

改
正

内
容

○
昨

今
の

自
動

車
技

術
の

進
展

に
伴

い
、

自
動

車
製

作
者

等
に

お
い

て
、

通
信

を
活

用
し

て
使

用
過

程
時

の
自

動
車

の
電

子
制

御
装

置
に

組
み

込
ま

れ
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

改
変

し
、

性
能

変
更

や
機

能
追

加
（
改

造
）
を

行
う

こ
と

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
。

○
現

行
の

道
路

運
送

車
両

法
で

は
、

通
信

を
活

用
し

た
自

動
車

の
電

子
的

な
改

造
が

行
わ

れ
る

こ
と

は
想

定
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

改
造

が
適

切
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。

○
自

動
運

行
装

置
等

に
組

み
込

ま
れ

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
改

変
に

よ
る

改
造

で
あ

っ
て

、
そ

の
内

容
が

適
切

で
な

け
れ

ば
自

動
車

が
保

安
基

準
に

適
合

し
な

く
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
を

電
気

通
信

回
線

の
使

用
等

に
よ

り
す

る
行

為
等

（
特

定
改

造
等

）
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
国

土
交

通
大

臣
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

す
る

。

電
気

通
信

回
線

自
動

車
製

作
者

等
自

宅
等

改
造

特
定

改
造

等
の

イ
メ

ー
ジ

○
許

可
に

関
す

る
事

務
の

う
ち

技
術

的
な

審
査

を
（
独

）
自

動
車

技
術

総
合

機
構

に
行

わ
せ

る
こ

と
と

す
る

。

特
定

改
造

等
に

よ
り

追
加

さ
れ

る
機

能
の

例

駐
車

支
援

機
能
※

自
動

車
線

変
更

機
能

（
※

AU
TO

 C
AR

 J
AP

AN
 H

P
よ

り
）

11
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○
平

成
2
9
年

秋
以

降
、

自
動

車
メ

ー
カ

ー
等

に
お

い
て

、
完

成
検

査
に

お
け

る
不

適
切

な
取

扱
い

が
相

次
い

で
発

覚
。

○
こ

の
た

め
、

ル
ー

ル
の

規
範

性
向

上
の

た
め

の
省

令
改

正
等

を
実

施
し

た
も

の
の

、
現

行
の

道
路

運
送

車
両

法
で

は
、

完
成

検
査

に
お

け
る

不
適

切
な

取
扱

い
を

確
実

か
つ

速
や

か
に

是
正

さ
せ

る
た

め
の

強
制

力
の

あ
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

○
完

成
検

査
に

お
け

る
不

適
切

な
取

扱
い

は
、

保
安

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

お
そ

れ
の

あ
る

自
動

車
が

大
量

に
新

規
登

録
さ

れ
る

こ
と

に
繋

が
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

確
実

か
つ

速
や

か
に

是
正

す
る

こ
と

が
必

要
。

現
状

・
課

題

改
正

内
容

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
概
要
（
そ
の
３
）

現
状

・
課

題

【
５
－
２
】
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化

【
５
－
１
】
型
式
指
定
制
度
に
お
け
る
適
切
な
完
成
検
査
の

確
保

①
是

正
措

置
命

令

・
自

動
車

メ
ー

カ
ー

に
対

し
、

完
成

検
査

に
お

け
る

不
適

切
な

取
扱

い
を

是
正

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

上
記

の
是

正
措

置
命

令
又

は
型

式
指

定
の

効
力

停
止

を
行

う
た

め
の

報
告

徴
収

・
立

入
検

査
に

対
す

る
虚

偽
報

告
等

に
適

用
さ

れ
る

罰
則

を
強

化
す

る
こ

と
と

す
る

（
１

年
以

下
の

懲
役

又
は

3
0
0
万

円
以

下
の

罰
金

（
法

人
両

罰
２

億
円

）
）
。

②
型

式
指

定
の

効
力

の
停

止

・
必

要
な

是
正

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

ま
で

の
間

、
型

式
指

定
の

効
力

を
停

止
※

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

（
※

実
質

的
な

出
荷

の
停

止
）

○
強

制
力

の
あ

る
機

動
的

な
措

置
の

導
入

○
罰

則
の

強
化

○
自

動
車

保
有

関
係

手
続

を
オ

ン
ラ

イ
ン

で
一

括
し

て
行

う
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
サ

ー
ビ

ス
（
O

S
S
）
は

、
更

な
る

利
用

の
促

進
が

必
要

（
※

）
。

○
継

続
検

査
等

の
際

に
O

S
S
申

請
を

行
っ

て
も

な
お

必
要

な
車

検
証

受
取

の
た

め
の

運
輸

支
局

等
へ

の
来

訪
負

担
削

減
を

図
る

こ
と

が
必

要
。

※
 H

29
年

度
の

O
S
S
利

用
率

①
新

車
新

規
：
3
1
.3

%
（
9
4
.0

万
件

）
②

継
続

検
査

：
1
.9

%
（
2
8
.9

万
件

）

○
自

動
車

検
査

証
を

ＩＣ
カ

ー
ド

化
す

る
こ

と
と

す
る

。

○
国

か
ら

の
ＩＣ

チ
ッ

プ
記

録
等

事
務

の
委

託
制

度
を

創
設

す
る

こ
と

と
す

る
。

改
正

内
容

12
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躙

四運技整第 104号 の 2

令 和 元 年 7月 31日

四国自動車整備振興会連合会会長 殿

四国運輸局

「自動車分解整備事業の認証関係業務の取扱いについて」の

一部改正について

「自動車分解整備事業の認証関係業務の取扱いについて」(平成元年 3月 22
日付け四運整整第 58号)の一部を別添新旧対照表のとおりヽ改正しましたので

了知されるとともに、貴傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。

日
電
ＩＩ
＝
ＩＩ

１１．「自動車分解整備事業の認証関係業務の取扱いについて」の一部改正について
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「
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成
元
年
３
月
２
２
日
付
け
四
運
整
整
第
５
８
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

四
運
整
整
第
５
８
号

 
平
成
元
年
３
月
２
２
日

 
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
１
０
４
号

 
令
和
元
年
７
月
３
１
日

 
  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
四
国
運
輸
局
長

 
 

自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
関
係
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
  
標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
「
自
動
車
分
解
整
備
事
業
認
証
関
係
業
務
処
理
要
領
」
を
定
め
た
の
で
了
知
す

る
と
と
も
に
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。

 
  

別
添

 
自
動
車
分
解
整
備
事
業
認
証
関
係
業
務
処
理
要
領

 
 
自
動
車
分
解
整
備
事
業
（
以
下
「
分
解
整
備
事
業
」
と
い
う
。）

の
認
証
関
係
の
業
務
処
理
等
に
つ
い
て
は
、
道
路

運
送
車
両
法
、
同
法
施
行
規
則
及
び
関
係
通
達
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 第
１
 
認
証
の
申
請
等

 
１
 
分
解
整
備
事
業
の
認
証
の
申
請
並
び
に
変
更
等
に
関
す
る
届
出
の
提
出
書
類
は
別
表
の
「
自
動
車
分
解
整
備
事

業
の
認
証
に
関
す
る
手
続
一
覧
表
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
変
更
に
係
る
事
項
が
「
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
及
び
対
象
と
す
る
装
置
の
種
類
」、
「
業
務
の
範
囲
」
で
あ

る
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
旨
を
申
請
又
は
届
出
さ
せ
運
輸
局
長
の
審
査
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 

四
運
整
整
第
５
８
号

 
平
成
元
年
３
月
２
２
日

 
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
３
４
３
号

 
平
成
２
７
年
３
月
１
９
日

 
  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
四
国
運
輸
局
長

 
 

自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
関
係
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
  
標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
「
自
動
車
分
解
整
備
事
業
認
証
関
係
業
務
処
理
要
領
」
を
定
め
た
の
で
了
知
す

る
と
と
も
に
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。

 
  

別
添

 
自
動
車
分
解
整
備
事
業
認
証
関
係
業
務
処
理
要
領

 
 
自
動
車
分
解
整
備
事
業
（
以
下
「
分
解
整
備
事
業
」
と
い
う
。）

の
認
証
関
係
の
業
務
処
理
等
に
つ
い
て
は
、
道
路

運
送
車
両
法
、
同
法
施
行
規
則
及
び
関
係
通
達
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 第
１
 
認
証
の
申
請
等

 
１
 
分
解
整
備
事
業
の
認
証
の
申
請
並
び
に
変
更
に
関
す
る
届
出
の
提
出
書
類
は
別
表
の
「
自
動
車
分
解
整
備
事
業

の
認
証
に
関
す
る
手
続
一
覧
表
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
変
更
に
係
る
事
項
が
「
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
及
び
対
象
と
す
る
装
置
の
種
類
」、
「
業
務
の
範
囲
」
で
あ

る
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
旨
を
申
請
又
は
届
出
さ
せ
運
輸
局
長
の
審
査
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 

別
添
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新
 

旧
 

３
 
申
請
書
類
等
は
、
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
運
輸
局
長
に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
２
 
申
請
書
の
受
理
等

 
１
 
運
輸
支
局
長
は
、
申
請
並
び
に
変
更
等
に
関
す
る
届
出
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
書
類
等
に
不
備
が
な

い
こ
と
を
確
認
の
う
え
受
理
し
、
速
や
か
に
運
輸
局
長
あ
て
進
達
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
分
解
整
備
認
定
シ
ス

テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）

に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
ま
た
、
運
輸
支
局
長
等
に
お
い
て
専
決
と
し
て
処
理
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
シ
ス
テ
ム
に
必
要
事
項

を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
な
お
、
申
請
書
類
等
が
不
備
な
場
合
は
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
類
等
を
返
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
付
け
及
び
理
由
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
。

 
 第
３
 
認
証
の
審
査
等

 
１
 
運
輸
支
局
長
が
行
う
申
請
内
容
等
の
確
認
は
、
書
面
審
査
に
よ
る
も
の
と
し
、
新
た
に
認
証
を
申
請
す
る
者
に

あ
っ
て
は
、
現
地
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
運
輸
支
局
長
は
現
地
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
の
備
考
欄
に
、
確
認
し
た
職
員
の
氏

名
及
び
確
認
し
た
日
付
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
運
輸
局
長
は
、
申
請
書
類
等
の
進
達
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
審
査
し
、
認
証
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
き
は
、
認
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
４
 
認
証
書
の
交
付
等

 
１
 
運
輸
局
長
が
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
行
っ
た
場
合
は
申
請
者
名
、
認
証
番
号
、
認
証
年
月
日
を
、
又
、
第
１

第
２
項
に
係
る
変
更
の
場
合
は
決
裁
日
を
、
速
や
か
に
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
シ
ス
テ
ム
に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
認
証
番
号
は
、
香
川
県
内
に
所
在
地
が
あ
る
事
業
場
は
「
四
運
証
第
５
０
」、

徳
島
県
は
「
四
運
証
第
６
０
」、

愛
媛
県
は
「
四
運
証
第
７
０
」、

高
知
県
は
「
四
運
証
第
８
０
」
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。

 
３
 
分
解
整
備
事
業
の
種
類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
認
証
番
号
に
つ
い
て
は
従
前
の
も
の
と
し
、
認
証
書
の
事

業
の
種
類
欄
に
各
々
の
認
証
年
月
日
を
括
弧
書
き
で
併
記
す
る
も
の
と
す
る
。

 
４
 
運
輸
局
長
は
、
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
申
請
者
に
対
し
認
証
書
（
第
９
号
様
式
）
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す

３
 
申
請
書
類
等
は
、
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
運
輸
局
長
に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
２
 
申
請
書
の
受
理
等

 
１
 
運
輸
支
局
長
は
、
申
請
書
及
び
変
更
届
等
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
書
類
等
に
不
備
が
な
い
こ
と
を
確

認
の
う
え
受
理
し
、
速
や
か
に
運
輸
局
長
あ
て
進
達
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
分
解
整
備
認
定
シ
ス
テ
ム
（
以
下

「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）

に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
ま
た
、
運
輸
支
局
長
等
に
お
い
て
専
決
と
し
て
処
理
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
シ
ス
テ
ム
に
必
要
事
項

を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
な
お
、
申
請
書
類
等
が
不
備
な
場
合
は
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
類
等
を
返
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
付
け
及
び
理
由
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
。

 
 第
３
 
認
証
の
審
査
等

 
１
 
運
輸
支
局
長
が
行
う
申
請
内
容
等
の
確
認
は
、
書
面
審
査
に
よ
る
も
の
と
し
、
新
た
に
認
証
を
申
請
す
る
者
に

あ
っ
て
は
、
現
地
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
運
輸
支
局
長
は
現
地
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
の
「
申
請
に
係
る
事
業
場
の
現
地
確

認
」
欄
に
、
確
認
し
た
者
の
氏
名
、
印
及
び
確
認
し
た
日
付
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
運
輸
局
長
は
、
申
請
書
類
等
の
進
達
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
審
査
し
、
認
証
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
き
は
、
認
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
４
 
認
証
書
の
交
付
等

 
１
 
運
輸
局
長
が
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
行
っ
た
場
合
は
、
申
請
者
名
、
認
証
番
号
、
認
証
年
月
日
を
、
又
、
第

１
第
２
項
に
係
る
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
決
裁
日
を
速
や
か
に
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
申
請
者
に
通
知
す
る

と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
認
証
番
号
は
、
香
川
県
内
に
所
在
地
が
あ
る
事
業
場
は
「
四
運
証
第
５
０
」、

徳
島
県
は
「
四
運
証
第
６
０
」、

愛
媛
県
は
「
四
運
証
第
７
０
」、

高
知
県
は
「
四
運
証
第
８
０
」
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。

 
３
 
分
解
整
備
事
業
の
種
類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
認
証
番
号
に
つ
い
て
は
従
前
の
も
の
と
し
、
認
証
書
の
事

業
の
種
類
欄
に
各
々
の
認
証
年
月
日
を
括
弧
書
き
で
併
記
す
る
も
の
と
す
る
。

 
４
 
運
輸
局
長
は
、
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
申
請
者
に
対
し
認
証
書
（
第
９
号
様
式
）
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す
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新
 

旧
 

る
。

 
 
 
な
お
、
運
輸
支
局
長
は
交
付
す
る
に
あ
た
っ
て
は
申
請
者
に
対
し
法
令
の
遵
守
、
適
正
な
整
備
の
実
施
、
健
全

な
事
業
運
営
の
励
行
な
ど
基
本
事
項
に
つ
い
て
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
５
 
認
証
申
請
者
に
対
す
る
指
導

 
１
 
各
県
自
動
車
整
備
振
興
会
に
お
い
て
、
申
請
者
に
対
す
る
事
前
指
導
を
行
う
場
合
は
認
証
基
準
に
関
す
る
現
地

指
導
、
申
請
書
類
の
作
成
指
導
及
び
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
十
分
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
各
県
自
動
車
整
備
振
興
会
は
、
申
請
者
に
対
し
て
道
路
運
送
車
両
法
関
係
法
令
を
は
じ
め
、
建
築
基
準
法
、
農

地
法
及
び
公
害
防
止
関
係
法
令
等
の
遵
守
に
つ
い
て
十
分
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
   
 
 
 
附
 
則

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
元
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 
２
 
「
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
関
係
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

昭
和
５
８
年
７
月
１
８
日
・
高
陸
整
第

２
３
０
号
）
は
、
平
成
元
年
３
月
３
１
日
限
り
廃
止
す
る
。

 
  
３
 
平
成
元
年
３
月
３
１
日
以
前
に
認
証
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、
第
４
第
２
項
の
認
証
番
号
に
枝
番
号
が

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
認
証
書
を
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
通
り
と
す
る
。

 
   

  
  

  
附
 
則

  
（
平
成
７
年
５
月
２
５
日
四
運
整
整
第
１
２
９
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
７
年
７
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
  
２
 
平
成
７
年
６
月
３
０
日
以
前
に
普
通
認
証
を
受
け
た
事
業
者
は
、
平
成
７
年
７
月
１
日
よ
り
対
象
と
す
る
自

動
車
に
普
通
（
乗
用
）
が
追
加
と
な
る
が
、
認
証
書
に
つ
い
て
は
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
な
お
従
前
の
と
お

り
と
す
る
。

 
  
３
 
「
機
械
、
計
器
、
工
具
一
覧
表
」（

第
７
号
様
式
）
中
サ
－
キ
ッ
ト
テ
ス
タ
、
充
電
器
、
ハ
ン
デ
ィ
・
バ
キ
ュ

－
ム
・
ポ
ン
プ
、
ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
－
ジ
（
い
わ
ゆ
る
代
替
機
器
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
使
用
し
て
い
る
機
器
を

最
初
に
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ル
ト
・
メ
－
タ
又
は
ア
ン
ペ
ア
・
メ
－
タ
、
バ
ッ
テ
リ
・
テ
ス

タ
、
バ
キ
ュ
－
ム
・
テ
ス
タ
、
ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
－
ジ
付
ト
－
ス
カ
ン
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
機
器
と
み
な
す
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
９
年
２
月
２
０
日
四
運
整
整
第
３
８
号
）

 

る
。

 
 
 
な
お
、
運
輸
支
局
長
は
交
付
す
る
に
あ
た
っ
て
は
申
請
者
に
対
し
法
令
の
遵
守
、
適
正
な
整
備
の
実
施
、
健
全

な
事
業
運
営
の
励
行
な
ど
基
本
事
項
に
つ
い
て
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 第
５
 
認
証
申
請
者
に
対
す
る
指
導

 
１
 
各
県
自
動
車
整
備
振
興
会
に
お
い
て
、
申
請
者
に
対
す
る
事
前
指
導
を
行
う
場
合
は
認
証
基
準
に
関
す
る
現
地

指
導
、
申
請
書
類
の
作
成
指
導
及
び
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
十
分
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
各
県
自
動
車
整
備
振
興
会
は
、
申
請
者
に
対
し
て
道
路
運
送
車
両
法
関
係
法
令
を
は
じ
め
、
建
築
基
準
法
、
農

地
法
及
び
公
害
防
止
関
係
法
令
等
の
遵
守
に
つ
い
て
十
分
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
   
 
 
 
附
 
則

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
元
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 
２
 
「
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
関
係
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

昭
和
５
８
年
７
月
１
８
日
・
高
陸
整
第

２
３
０
号
）
は
、
平
成
元
年
３
月
３
１
日
限
り
廃
止
す
る
。

 
  
３
 
平
成
元
年
３
月
３
１
日
以
前
に
認
証
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、
第
４
第
２
項
の
認
証
番
号
に
枝
番
号
が

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
認
証
書
を
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
通
り
と
す
る
。

 
   

  
  

  
附
 
則

  
（
平
成
７
年
５
月
２
５
日
四
運
整
整
第
１
２
９
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
７
年
７
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
  
２
 
平
成
７
年
６
月
３
０
日
以
前
に
普
通
認
証
を
受
け
た
事
業
者
は
、
平
成
７
年
７
月
１
日
よ
り
対
象
と
す
る
自

動
車
に
普
通
（
乗
用
）
が
追
加
と
な
る
が
、
認
証
書
に
つ
い
て
は
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
な
お
従
前
の
と
お

り
と
す
る
。

 
  
３
 
「
機
械
、
計
器
、
工
具
一
覧
表
」（

第
７
号
様
式
）
中
サ
－
キ
ッ
ト
テ
ス
タ
、
充
電
器
、
ハ
ン
デ
ィ
・
バ
キ
ュ

－
ム
・
ポ
ン
プ
、
ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
－
ジ
（
い
わ
ゆ
る
代
替
機
器
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
使
用
し
て
い
る
機
器
を

最
初
に
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ル
ト
・
メ
－
タ
又
は
ア
ン
ペ
ア
・
メ
－
タ
、
バ
ッ
テ
リ
・
テ
ス

タ
、
バ
キ
ュ
－
ム
・
テ
ス
タ
、
ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
－
ジ
付
ト
－
ス
カ
ン
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
機
器
と
み
な
す
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
９
年
２
月
２
０
日
四
運
整
整
第
３
８
号
）
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新
 

旧
 

  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
９
年
２
月
２
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
  
２
 
平
成
９
年
２
月
２
０
日
以
前
に
認
証
を
受
け
た
事
業
者
に
お
い
て
、
認
証
書
を
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

 
  
 
 

 
附
 
則
 
（
平
成
１
０
年
３
月
１
９
日
四
運
整
整
第
７
７
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
０
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
０
年
１
１
月
２
０
日
四
運
整
整
第
３
６
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
０
年
１
１
月
２
４
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
２
年
３
月
１
４
日
四
運
整
整
第
８
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
２
年
９
月
２
９
日
四
運
整
整
第
３
１
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
４
年
８
月
１
９
日
四
運
技
整
第
４
７
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
４
年
９
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
５
年
６
月
１
６
日
四
運
技
整
第
９
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
５
年
６
月
１
６
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
７
年
１
１
月
１
日
四
運
技
整
第
２
１
５
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
７
年
１
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
２
年
３
月
１
６
日
四
運
技
整
第
３
５
２
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
５
年
３
月
２
２
日
四
運
技
整
第
３
９
８
号
）

 

  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
９
年
２
月
２
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
  
２
 
平
成
９
年
２
月
２
０
日
以
前
に
認
証
を
受
け
た
事
業
者
に
お
い
て
、
認
証
書
を
書
き
換
え
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

 
  
 
 

 
附
 
則
 
（
平
成
１
０
年
３
月
１
９
日
四
運
整
整
第
７
７
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
０
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
０
年
１
１
月
２
０
日
四
運
整
整
第
３
６
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
０
年
１
１
月
２
４
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
２
年
３
月
１
４
日
四
運
整
整
第
８
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
２
年
９
月
２
９
日
四
運
整
整
第
３
１
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
４
年
８
月
１
９
日
四
運
技
整
第
４
７
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
４
年
９
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
５
年
６
月
１
６
日
四
運
技
整
第
９
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
５
年
６
月
１
６
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
１
７
年
１
１
月
１
日
四
運
技
整
第
２
１
５
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
１
７
年
１
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
２
年
３
月
１
６
日
四
運
技
整
第
３
５
２
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
５
年
３
月
２
２
日
四
運
技
整
第
３
９
８
号
）
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新
 

旧
 

  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
７
年
３
月
１
９
日
四
運
技
整
第
３
４
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
７
年
３
月
１
９
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
４
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 
 
 
た
だ
し
、
こ
の
通
達
に
よ
る
改
正
後
の
要
領
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
要
領
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 

  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 
 

附
 
則
 
（
平
成
２
７
年
３
月
１
９
日
四
運
技
整
第
３
４
３
号
）

 
  
１
 
こ
の
要
領
は
、
平
成
２
７
年
３
月
１
９
日
か
ら
実
施
す
る
。
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新
 

旧
 

別
表
 

 

 

別
表
 

 

- 60 -



  

新
 

旧
 

第
１
号
様
式
 

 

 

第
１
号
様
式
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新
 

旧
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新
 

旧
 

 

 

 

  

- 63 -



  

新
 

旧
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新
 

旧
 

第
２
号
様
式
 

 

 

第
２
号
様
式
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新
 

旧
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新
 

旧
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新
 

旧
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新
 

旧
 

第
３
号
様
式
 

 

 

第
３
号
様
式
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新
 

旧
 

第
４
号
様
式
 

 

 

第
４
号
様
式
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新
 

旧
 

第
４
号
様
式
の
２
 
（
削
除
）
 

  

第
４
号
様
式
の
２
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新
 

旧
 

第
５
号
様
式
 

 

 

第
５
号
様
式
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新
 

旧
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新
 

旧
 

第
６
号
様
式
 

 

 

第
６
号
様
式
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新
 

旧
 

第
７
号
様
式
 
（
削
除
）
 

  

第
７
号
様
式
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新
 

旧
 

第
８
号
様
式
 
（
削
除
）
 

  

第
８
号
様
式
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新
 

旧
 

第
９
号
様
式
（
全
部
認
証
）
 

 

 

第
９
号
様
式
（
全
部
認
証
）
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新
 

旧
 

第
９
号
様
式
（
全
部
認
証
の
場
合
で
あ
っ
て
、
認
証
年
月
日
が
複
数
の
時
）
 

 

 

第
９
号
様
式
（
全
部
認
証
の
場
合
で
あ
っ
て
、
認
証
年
月
日
が
複
数
の
時
）
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新
 

旧
 

第
９
号
様
式
（
専
門
認
証
の
場
合
）
 

 

 

第
９
号
様
式
（
専
門
認
証
の
場
合
）
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新
 

旧
 

第
９
号
様
式
（
業
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
場
合
）
 

 

 

（
新
規
）
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四 検 委 第 １ ３ 号 
令和元年８月１９日 

 
 
 
 各運輸支局長 殿（単名各通） 
 
 
 

四国地方自動車整備士技能検定委員長 
（公印省略） 

 
 

 
「自動車整備士技能検定合格証明書交付申請について」の 
一部改正について 

 
 
 
 「自動車整備士技能検定合格証明書交付申請について」（平成９年１２月２２

日付け四検委第２６号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しましたので、

了知するとともに周知されたい。 
 

１２．「自動車整備士技能検定合格証明書交付申請について」の一部改正について

- 81 -



別
添

第
１
号
様
式

第
１
号
様
式

旧
新

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

「
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
合
格
証
明
書
交
付
申
請
に
つ
い
て
」
（
平
成
９
年
１
２
月
２
２
日
付
け
四
検
委
第
２
６
号
）
新
旧
対
照
表
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別
添

第
２
号
様
式

第
２
号
様
式

新
旧
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平 成 3 0 年 ７ 月 １ ８ 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 

自 動 車 局 審 査 ・ リ コ ー ル 課 

 

事故自動緊急通報装置に関する国際基準を導入します 
－ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について － 

 

自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保する

ため、順次、拡充・強化を進めています。 

今般、「事故自動緊急通報装置に係る協定規則（第144号）」等の策定及び「座席、座席取付

装置及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則（第17号）」等の改訂が、国連欧州経済委員会自動

車基準調和世界フォーラム（WP29）において採択されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を

導入します。 

 

１． 保安基準等の主な改正項目（※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。） 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・ 事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第 144 号に規定された要件に適合

しなければならないこととする。 

・ 上記の適用対象を、乗車定員９人以下の乗用自動車（車両総重量3.5ｔ以下に限る。）

及び貨物自動車（車両総重量3.5ｔ以下に限る。）とする。 

 

２．公布・施行 

公 布 ：７月１９日 

施 行 ：７月１９日 

 

当該自動車の衝突事故が発生した際、位置情報等を自動的に通報する事故自動緊急通

報装置に関する国際基準等が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム

（WP29）において策定されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。 

問い合わせ先 

  自動車局 技術政策課   ：森本、江連 

    電話 03-5253-8111（内線 42255） 03-5253-8591（直通）  

FAX  03-5253-1639 

  自動車局 審査・リコール課：荒井 

    電話 03-5253-8111（内線 42313） 03-5253-8596（直通）  

FAX  03-5253-1640 

第二章　検査業務関係
１．事故自動緊急通報装置に関する国際基準を導入します
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1 

 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するた

め、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る

調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われ

る認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規

則（以下「協定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 173 回会合において、「事

故自動緊急通報装置に係る協定規則（第 144 号）」等の策定及び「座席、座席取付装置及び頭部後

傾抑止装置に係る協定規則（第 17号）」等の改訂が採択された。 

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」とい

う。）、装置型式指定規則（平成 10年運輸省令第 66 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。）等について、所要の改正を

行うこととする。 

※協定規則（原文）については次のとおり。 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_nov17.html 

 

 

２．改正の概要 

（１）保安基準及び細目告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・ 事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第 144 号に規定された要件に適合しな

ければならないこととする。 

・ 上記の適用対象を、乗車定員９人以下の乗用自動車（車両総重量 3.5ｔ以下に限る。）及び

貨物自動車（車両総重量 3.5ｔ以下に限る。）とする。 

 

（２）装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・ 型式指定の対象となる特定装置の種類に、事故自動緊急通報装置及び年少者用補助乗車装

置取付具を追加する。 

・ 協定規則第 144 号に基づき認定された事故自動緊急通報装置及び協定規則第 145 号に基づ

き認定された年少者用補助乗車装置取付具は、型式指定を受けたものとみなすこととする。 

・ 型式指定を受けたものであることを示す特別な表示（下図の様式）の大きさについて、協

定規則第 145 号のものは a≧８とすることとする。 
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2 

 

（３）道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

特定装置としての事故自動緊急通報装置及び年少者用補助乗車装置取付具の保安基準適合

性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の

額を、実費を勘案してそれぞれ定める。 

 

（４）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事

項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

（１）の改正について、新型車は平成 32年１月１日から、継続生産車は平成 33 年７月１日

から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

 

（５）その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係告示について所要の改正を行う。 

 

 

３．スケジュール 

 公 布：平成 30 年７月１９日 

 施 行：公布の日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 
１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両

における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づい

て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」と

いう。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認

証の相互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国

際流通の円滑化を図ることを目的としている。 

 
２．加入状況 

平成 30 年（2018 年）2月現在、53か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペ

イン、セルビア、イギリス、オーストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンラン

ド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、ギリシャ、アイルランド、ク

ロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラ

トビア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、

日本、オーストラリア、ウクライナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓

国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタン、アルバニア、エジプト、

ジョージア、サンマリノ、モルドバ 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 
３．基準の制定・改訂 
(1) 協定に基づく規則（以下、「協定規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（Ｗ

Ｐ29）での検討を経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、

カナダ等が参加している。 

(2) 平成 30 年（2018 年）7 月現在、装置ごとに 146 の協定規則（基準）が制定されている。 

 
４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 
(1) 協定締約国は、国内で採用する協定規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号

付きの認定マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要

になる。 

 
５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は平成 30 年（2018 年）7 月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 79 の規則を採用している。

今後も、新技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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平成30年７月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

1 前照灯    　 51 騒音 102 連結装置

2 前照灯白熱球 52 小型バスの構造 103 交換用触媒

3 反射器 53 灯火器の取付け（二輪車） 104 大型車用反射材

4 後部番号灯 54 タイヤ（商用車） 105 危険物輸送車両構造

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 55 車両用連結装置 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ)

6 方向指示器 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 107 二階建てバスの構造

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 57 前照灯(二輪車) 108 再生タイヤ

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 58 突入防止装置 109 再生タイヤ(商用車)

9 騒音（三輪車） 59 交換用消音器 110 CNG・LNG自動車

10 電波妨害抑制装置 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ

11 ドアラッチ及びヒンジ 61 外部突起(商用車) 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

12 ステアリング機構 62 施錠装置（二輪車） 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

13 制動装置 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 114 後付エアバック

13H 制動装置（乗用車） 64 応急用予備走行装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

14 シートベルト・アンカレッジ 65 特殊警告灯 116 盗難防止装置

15 排出ガス規制 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 117 タイヤ単体騒音

16 シートベルト 67 LPG車用装置 118 バス内装難燃化

17 シート及びシートアンカー 68 最高速度測定法 119 コーナリングランプ

18 施錠装置（四輪車） 69 低速車の後部表示板 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

19 前部霧灯 70 大型車後部反射器 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

21 内部突起 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 123 配光可変型前照灯

22 ヘルメット及びバイザー 73 大型車側面保護 124 乗用車ホイール

23 後退灯         74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 125 直接視界

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 126 客室と荷室の仕切り

25 ヘッドレスト 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 127 歩行者保護

26 外部突起(乗用車) 77 駐車灯 128 LED光源

27 停止表示器材 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 129 新幼児拘束装置
28 警音器 79 かじ取装置 130 車線逸脱警報装置

29 商用車運転席乗員の保護 80 シート（大型車） 131 衝突被害軽減制動制御装置

30 タイヤ(乗用車) 81 後写鏡(二輪車) 132 排ガスレトロフィット

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 133 リサイクル

32 後部衝突における車両挙動 83 燃料要件別排出ガス規制 134 HFCV

33 前方衝突における車両挙動 84 燃費測定法 135 ポール側面衝突時の乗員保護

34 車両火災の防止 85 馬力測定法 136 電気自動車（二輪車）

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 137 フルラップ前突時乗員保護　

36 バスの構造 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 138 車両接近通報装置

37 白熱電球 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

38 後部霧灯 89 速度制限装置 140 ESC（横滑り防止装置）

39 スピードメーター 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 141 タイヤ空気圧監視装置

40 排出ガス規制（二輪車） 91 側方灯 142 タイヤ取付

41 騒音（二輪車） 92 交換用消音器（二輪車） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

42 バンパー 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 144 事故自動緊急通報装置

43 窓ガラス 94 オフセット前突時乗員保護　 145 年少者用補助乗車装置取付具

44 幼児拘束装置 95 側突時乗員保護

45 ヘッドランプ・クリーナー 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ）

46 後写鏡 97 警報装置及びイモビライザ

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式)

48 灯火器の取付け 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 100 電気自動車

50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 101 乗用車のCO2排出量と燃費

基準採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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                          平成３０年９月４日 

自動車局自動車情報課 
 

 

つけて走って広げよう、地域の魅力！ 

～ 10月 1日より、地方版図柄入りナンバー交付 ～ 
 

 

国土交通省においては、“走る広告塔”としてのナンバープレートの機能に着目し、

地域の風景や観光資源を図柄にした地方版図柄入りナンバープレートを交付すること

としております。 

この度、交付開始日を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

１．交付開始日 

  平成３０年１０月１日（月） 

新車・中古車の購入時はもちろん、現在お乗りの自動車の車検時などで同じ番号な 

らいつでも交換が可能です。（一部、番号変更が必要な場合があります。） 

 

２．事前申込み開始日 

  平成３０年９月１０日（月） 

ご自身でウェブサイト（http://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、

もしくは、お近くのディーラー・整備工場にご相談ください。 

 

３．料 金 

  ナンバープレートの交付料金は地域によって異なります。詳しくは、別添資料を

ご確認ください。 

 

４．地域の取組みへの寄付金の活用 

  フルカラーの図柄入りナンバープレートについては料金の他に寄付金（1,000円以

上）をお願いし、導入地域における交通改善、観光振興などに資する取組みに活用さ

れます。 

 

（参考） 

  全国４１地域における具体的デザインについては別添資料をご確認ください。 

 

 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 浪川・小柳・永井・東谷 

電話：03-5253-8111（内線:42103、42117）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 

 

２．つけて走って広げよう、地域の魅力！
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地方版図柄入りナンバープレートデザイン
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【問い合わせ先】 

自動車局整備課 村井、加野島、及川 

代表：03-5253-8111（内線 42427） 

直通：03-5253-8589 

FAX：03-5253-1639 

                               平成３０年９月１２日  
自 動 車 局 整 備 課  

 
街頭検査における車検切れ車両の対策を強化します 
― 全国の街頭検査へ「ナンバー自動読取装置」を導入 ―  

国土交通省では、全国で行う街頭検査に可搬式の「ナンバー自動読取装置」を導入し、公道

を走行する車検切れ車両を把握し、当該車両のドライバーに直接指導・警告する対策を今月よ

り開始します。 

 
国土交通省では、平成２９年度より、街頭検査において可搬式の「ナンバー自動読取装置」を試行

的に導入し、公道を走行する車検切れ車両のドライバーに対して直接指導・警告する対策を行って

きました。 
平成２９年度の試行導入の結果を踏まえ、今年度から、全国で行う街頭検査に当該装置を導入す

ることとし、今月より運用を開始します。 

 可搬式ナンバー自動読取装置の導入実績・計画  
・平成２９年度 ５カ所の街頭検査に試行導入 
 

実施箇所 全国５箇所（北海道、沖縄、長崎、茨城、兵庫）における街頭検査 

読取台数 計３,６９６台 

捕捉台数 ７台（ドライバーに対して警告書を交付） 

（http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000177.html） 
 

・平成３０年度 全国で行う街頭検査に導入・運用 
 

（参考）「車検切れ車両」に対する国土交通省の取組み 

車検切れ車両による運行は安全上の問題があるほか、自動車損害賠償責任保険（強制保険）が切れて

いる可能性も高いことから、国土交通省では無作為に抽出した車検切れ車両のユーザーに対して注意ハ

ガキを送付、国土交通省 HP における通報窓口の設置等を行っています。 

（無車検車・無保険（共済）車通報窓口：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk5_000012.html） 

                           

 
 街頭検査における車検切れ車両対策の流れ（イメージ） 

３．街頭検査における車検切れ車両の対策を強化します
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平 成 ３０年 １０月 １２日  

自動車局審査・リコール課 

 

完成検査の実施方法等を明確化し、適切な完成検査の確保を図ります 

～ 自動車型式指定規則の一部改正等 ～ 

 

１．背景 

複数の自動車メーカーによる完成検査の不適切な取扱いがあったことを踏まえ、完成

検査の確実な実施のために見直すべき点がないか検討するため、平成２９年１１月に外

部有識者等からなる「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」を設置し、完

成検査の確実な実施のために必要な措置をまとめた「中間とりまとめ」を本年３月に公

表しました。 

 

２．改正概要 

「中間とりまとめ」の内容を踏まえ、また、その後に判明した燃費及び排出ガスの抜

取検査における測定値の書き換え事案等を踏まえ、本日、道路運送車両法に基づく省令

の一部改正等を行い、これまで通達において規定されていた完成検査員の選任に係るル

ールを省令等に規定した他、完成検査の記録を書き換えできなくする措置や、型式指定

制度の適正な運用の確保のための勧告制度に係る規定を新設しました。 

 

３．今後の検討課題 

「中間とりまとめ」において、技術進展等を踏まえ、完成検査の改善・合理化を含め、

生産される自動車の保安基準適合性の確保のあり方について継続的に見直しを行うこと

とされており、この課題についても、関係者と議論しつつ取り組んで参ります。 

 

（参考資料） 

・改正概要 

・省令 

・告示 

完成検査における不適切な取扱い及び燃費・排出ガス測定値の書き換え事案を踏ま

え、これまで通達において規定されていた完成検査員の選任に係るルールを省令等に規

定した他、完成検査の記録を書き換えできなくする措置や、型式指定制度の適正な運用

の確保のための勧告制度に係る規定を新設しました。 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省自動車局審査・リコール課 林、團村 

代表：03-5253-8111 (内線 42302、42312) 
直通：03-5253-8596 FAX：03-5253-1640

           

４．完成検査の実施方法等を明確化し、適切な完成検査の確保を図ります
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自動車型式指定規則の一部改正等の概要 

 

平成３０年１０月１２日 

 

１．改正概要 

 

ⅰ．型式指定申請時の書面 

・完成検査の実施等に関する書面には、国土交通大臣が定める事項を記載しな

ければならない。 

 

ⅱ．完成検査の実施方法、完成検査員の要件等 

・完成検査は、型式指定申請時に提出した実施要領の記載内容に則り実施しな

ければならない。 

・完成検査の実施に必要な知識及び能力として国土交通大臣が定めるものを有

すると認める者を、完成検査を実施する者としてあらかじめ選任しなければ

ならない。        

・完成検査を実施する者に対し、上記の知識及び能力の習得を目的とした教育

訓練をしなければならない。 

・教育訓練に関し、国土交通大臣が定める事項を記録・保存しなければならな

い。 

・完成検査を実施する際は、国土交通大臣が定める事項を記録・保存するとと

もに、当該記録の書き換えをできなくする措置又は書き換えた場合にその事

実が判別できる措置等を講じなければならない。 

・抜取検査等の新たな完成検査の実施方法も申請可能であることを明確化した。 

 

ⅲ．型式指定制度の適切な運用のための担保措置 

・国土交通大臣は、型式指定制度の適切な運用の確保のため必要なときは、自

動車製作者等に対して、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

・国土交通大臣は、完成検査に係る法令の違反があるときは、型式指定の効力

を停止することができる。 

 

２．公布・施行 

公布：平成３０年１０月１２日 

施行：公布の日（ⅲ.）、平成３１年６月３０日（ⅰ.ⅱ.） 
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平 成 3 0 年 1 0 月 1 6 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 

自 動 車 局 審 査 ・ リ コ ー ル 課 

 

 

車線変更支援機能に関する国際基準を導入します 
－ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について － 

 

自動車の自動操舵機能のうちハンドルを握った状態での車線変更支援機能※に関する国

際基準が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において策定され

たことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。 

 

自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を

確保するため、順次、拡充・強化を進めています。 

今般、自動車の自動操舵機能のうち、ハンドルを握った状態での車線変更支援機能※に

関する国際基準が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）におい

て策定されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。 

また、圧縮天然ガス自動車等に備えるガス容器について改正された国際基準を採用しま

す。 

※ ドライバーによる運転を支援するいわゆるレベル２以下の機能。 

 

１．保安基準等の主な改正項目（改正の詳細については別紙をご覧ください。） 

車線変更支援機能等に関する国際基準の導入 

自動操舵機能のうち、ハンドルを握った状態におけるドライバーのウインカー操作を

起点とする車線変更支援機能を有する自動車は、かじ取り装置に係る協定規則（第79

号）に規定された各機能についての要件に適合しなければならないこととします。 

 

２．公布・施行 

公布：１０月１６日（本日） 

施行：１０月１６日 

 

 

 

 

問い合わせ先 

  自動車局 技術政策課   ：森本・伊原・江連 

    電話 03-5253-8111（内線 42256） 03-5253-8591（直通）  

FAX  03-5253-1639 

  自動車局 審査・リコール課：荒井 

    電話 03-5253-8111（内線 42323） 03-5253-8596（直通）  

FAX  03-5253-1640 

５．車線変更支援機能に関する国際基準を導入します
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【別紙】 

装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示等の一部を改正する告示案について 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 174 回会合において、「かじ

取装置に係る協定規則（第 79 号）」、「圧縮天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車に係る

協定規則（第 110 号）」等の改訂が採択された。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両法関係手数料

規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年

国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

※協定規則（原文）については次のとおり。 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_jun174.html 

２．改正の概要 

（１）装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

装置型式指定規則第５条において、「協定規則第 79 号第二改訂版」に基づき認定され指定を受

けたものとみなす特定装置について、協定規則第 79 号が改訂されることを踏まえ、同号の「協

定規則第 79 号第２改訂版」を「協定規則第 79号第３改訂版」と改めることとする。また、「協

定規則第 110 号第二改訂版」に基づき認定され指定を受けたものとみなす特定装置について、協

定規則第 110 号が改訂されることを踏まえ、同号の「協定規則第 110 号第２改訂版」を「協定規

則第 110 号第３改訂版」と改めることとする。 

（２）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・自動操舵機能のうち、ドライバーのウインカー操作を起点とする車線変更機能を有する自動車は、

協定規則に規定された要件に適合しなければならないこととする。 

・CNG 自動車に備えるガス容器について、改正された協定規則に規定された要件に適合しなければな

らないこととする。 

（３）道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

協定規則の改正等による試験方法の追加・変更に伴い、特定装置としてのかじ取装置の保安基

準適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数

料の額を、実費を勘案して定める。 

（４）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示の一部改正 

（２）の改正について、協定規則第 79 号について新型車は平成 33 年 4月から適用対象とし、

協定規則 110 号について新型車は平成 33 年 9 月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

（５）その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係告示について所要の改正を行う 

３．スケジュール（予定） 

 公 布：平成３０年１０月１６日 

 施 行：公布の日 
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平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 
自動車局審査・リコール課 

 

 

 

水素燃料電池二輪自動車等の国際基準を導入します 

－ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について － 

自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を

確保するため、順次、拡充・強化を進めています。 

今般、「水素燃料電池二輪自動車等に関する協定規則（第146号）」の策定及び既に

日本が採用している「年少者用補助乗車装置に係る新協定規則（第129号）」等の改訂

がWP29において採択されたことを踏まえ、保安基準等について所要の改正を行います。 

１．保安基準等の主な改正項目（改正の詳細については別紙をご覧ください。） 

(１) 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車

等は、協定規則第146号に規定された要件

（高圧ガス燃料装置の強度、構造、取付方

法等）に適合しなければならないこととし

ます。 

(２) 協定規則第129号に対応するチャイルド

シート※に関し、自動車のシートベルトで

固定する汎用型チャイルドシートの要件

を新たに追加します。 

※ 側面衝突基準に対応する等、従来のチャイ

ルドシートよりも安全性が向上したもの 

 

２．公布・施行 

公 布 ：平成 30年 12月 28日（本日） 

施 行 ：平成 30年 12月 29日 

（１. (１)  に係る規定については平成 31年１月２日） 

 

圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等に関する国際基準「水素燃料電池二輪自動車

等に関する協定規則（第146号）」が国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラ

ム（WP29）において策定されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。 

燃料電池 

バッテリー 

モーター 

水素容器 

（水素燃料電池二輪自動車の例） 

問い合わせ先 

 自動車局 技術政策課   ： 森本、中里 

   電話 03-5253-8111（内線 42255）  FAX  03-5253-1639 

 自動車局 審査・リコール課： 荒井 

   電話 03-5253-8111（内線 42313）  FAX  03-5253-1640 

（ベルト固定式の 

汎用型チャイルドシートの例） 

６．水素燃料電池二輪自動車等の国際基準を導入します
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【別紙】 

装置型式指定規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の 

細目を定める告示等の一部を改正する告示について 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 175回会合において、「水素

燃料電池二輪自動車等に関する協定規則（第 146号）」が新たに採択されたことを踏まえ、この協定

規則を採択することとしたほか、同会合において日本が既に採用している「座席ベルト取付装置に

係る協定規則（第 14号）」、「年少者用補助乗車装置に係る新協定規則（第 129号）」等の改訂が採択

された。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10年運輸省令第 66号）、道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

＜参考＞協定規則（原文）については次のとおり。 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_jun18.html 

２．改正の概要 

（１）装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 協定規則第 146号の採択に伴い、燃料タンク取付装置を備えるものとして掲げる圧縮水素

燃料自動車の範囲を改正する。 

② 協定規則第 146号に基づき認定された圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等に備える燃

料タンク取付装置は型式指定を受けたものとみなすこととする。 

③ 協定規則第 14 号及び協定規則第 129 号が改訂されたことにより、規則番号について変更

を行う。 

（２）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付装置に関し、細目告示別添 118

「圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準」を

廃止し、協定規則第 146号の技術的な要件を適用する※１。 

※１ 協定規則第 146号と細目告示別添 118の技術的な要件は同等。 

② 協定規則第 14号に対応する乗車定員 10人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5トン未満

の貨物自動車の後列中央席に備える座席ベルト取付装置に関し、ベルト取付位置の寸法基

準を変更する。 

③ 協定規則第 129号に対応するチャイルドシート※２に関し、自動車のシートベルトで固定す

る汎用型チャイルドシートの要件を新たに追加する。 

※２ 側面衝突基準に対応する等、従来のチャイルドシートよりも安全性が向上したもの 

（３）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示の一部改正 
（２）②について、新型車は平成 31年９月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

（４）その他の関係告示の一部改正 
上記のほか、関係告示について所要の改正を行う。 

３．スケジュール 

 公 布：平成 30年 12月 28日 

 施 行：平成 30年 12月 29日（協定規則第 146号に係る規定については平成 31年１月２日） 
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【別紙】 

 

 

水素燃料電池二輪自動車に係る基準について（協定規則第 146号関係） 

 

【基準の概要】 

協定規則第 146号は、保安基準に既に規定されている水素燃料電池二輪自動車に適用される

技術基準（保安基準細目告示別添 118、本改正において廃止）と同等の要件となっており、二輪

自動車特有の事象にも対応。 

 

 

 

 

 

 

（主な要件） 

１． 水素容器の損傷防止 

水素容器表面への局所的甚大な損傷を防止すれば容器破裂は防止できると考えられるた

め、転倒時の耐擦過性及び外部からの衝撃緩和のための要件を規定。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 水素容器の離脱防止 

事故時に水素容器が車両から離脱することを防止するため、衝突事故を想定した加速度

（①：±426m/s2、②：±617m/s2 ） を加えたときに水素容器が車両に固定されていることを規

定。 

 

 

 

 

 

 

３． 容器安全弁作動時の水素排出方向 

二輪自動車は火災遭遇時に車両が転倒している可能性があり、周囲の人が水素排出方向

を判断できるよう、容器安全弁作動時の水素放出方向は車両正立状態における鉛直下向き

に放出することを規定。 
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平成 31 年 2 月 27 日 

自動車局技術政策課 

 

セミトレーラによる建設資材等の運搬方法について、 
安全性を確保しつつ、基準を緩和します。 
～基準緩和自動車の認定要領等の一部改正について～ 

国土交通省は、通達改正により、本年３月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の

運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上などを図ります。 
また、違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化を図ります。 

１．背景 

トラック輸送における生産性の向上、働き方改革の推進など、官民あげて課題解決に向

けたさまざまな取り組みが行われているところですが、一部では法令違反による運行によ

り物流秩序に混乱を与え、事故を惹起させる事案も見受けられるところです。 

これらの状況を踏まえ、一定の条件を付すことにより、幅広の建設資材や建造用鋼板の

複数積載を認めるとともに、処分の厳格化等を図ることとします。 

２．改正通達 

「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月 19 日自技第 193 号） 

「基準緩和自動車の行政処分等要領について」（平成 29 年７月３日国自技第 49 号） 

３．改正概要 

(1) 幅広貨物の輸送について（認定要領） 

幅広トレーラ（幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ）を使用し、幅及び長さ

において 2.5 メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、

セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量 28 トン(構造により 36

トン）を超えない範囲での複数積載を認めることとします。 

(2) 処分の厳格化（認定要領及び処分要領） 

基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されて

いない（関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた）場合には、一定期間緩和

認定を行わないよう措置することとします。 
また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合などにお

ける違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにします。 
国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していた

だき、安全な運行を行っていただきたいと考えております。 

４．施行日 

平成３１年３月１日（ただし、３.(２)前段の措置については 2019 年９月１日） 

なお、本年１月７日から２月６日までに実施したパブリックコメントの結果等につきま

しては、下記 e-gov のホームページにて公表しています。 

  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190901&Mode=2 

＜お問い合わせ先＞ 自動車局技術政策課 吉池、市川 
電話：03-5253-8111（内線 42216、42259） 
直通：03-5253-8590 FAX：03-5253-1639 

 

 

７．
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平成３１年３月１３日 
自 動 車 局 整 備 課 

目に見えない故障も車検で発見！ 
～ 自動運転に対応した新たな検査手法を導入します ～ 

国土交通省では、自動運転技術等に用いられる電子装置に対応した新たな自動車検査手

法の導入に向けて検討してきました。この度、車載式故障診断装置を活用した検査手法の

導入に向けて、制度面・技術面の詳細について議論を重ね、今後の方向性について報告書

をとりまとめました。 

自動ブレーキ等の自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅広い車両への搭載が

進んでおります。これらの技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、故障時

には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、確実に機能維

持を図ることが重要です。 
このため、国土交通省では、自動運転技術に使用される電子装置まで踏み込んだ自動車検

査の手法について検討するため、平成 29 年 12 月より「車載式故障診断装置を活用した自動

車検査手法のあり方検討会」（座長：須田義大東京大学生産技術研究所教授）において、審

議を重ね、今般、報告書をとりまとめました。 
国土交通省としては、本報告書に基づき、車載式故障診断装置を活用した検査（OBD

検査）の開始までに各関係者が連携を図りつつ準備を進められるよう努めて参ります。 
 
【報告書の主なポイント：OBD 検査の対象等】 
○対象車 

2021 年以降の新型の乗用車、バス、トラック※１ 
○対象装置 

①運転支援装置 
アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置（ESC）、 
ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報 

②自動運転機能※２ 
  自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など 
③排ガス関係装置 

○検査開始時期 
  2024 年※３ 

 
（添付資料） 
・車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方について 最終報告書（概要） 
※最終報告書本文については下記ホームページからご確認いただけます。 
 
（国土交通省ＨＰ） 
「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/OBD_Inspection_System.html 

 

（お問い合わせ先） 

国土交通省自動車局整備課 村井、奧村、伊堂寺 

代表：03-5253-8111（内線：42415）、直通：03-5253-8599、FAX：03-5253-1639 

※1：認証を受けた自動車に限る。輸入車は2022年以降の新型車 
※2：保安基準に規定があるものに限る 
※3：輸入車は2025年 

８．目に見えない故障も車検で発見！
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平 成 3 1 年 4 月 1 6 日 

自動車局審査・リコール課 

 

「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の作動をビデオで解説します 

 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置 

・ 駐車場などでのペダルの踏み間違いによる事

故が問題となっています。「ペダル踏み間違い

時加速抑制装置」は、そのような事故を防止す

るための装置です。 
 
・ 停止しているときや低速で走行しているときに、

壁などがあるのにアクセルを踏み込んだ場合に、

運転者に警告（表示、音）するとともに、エンジン

出力を抑制して急発進を防止します。 
 
・ しかし、踏切内で下りてきた遮断機等に反応し

てこの装置が作動することもあります。このよう

なときに、踏切から脱出できるよう、アクセルを

踏み続ければ、作動が解除される（発進ができ

る）ようになっています。 
 
 

 

 

 

 

 

衝突被害軽減ブレーキ 

・ ビデオでは、衝突被害軽減ブレーキは、ハンドル、アクセル等を操作すると作動が解除されるこ

とについても、紹介しています。 

＜啓発ビデオの公開ページへのリンク＞ 

国土交通省自動車局審査・リコール課 YouTube 公式アカウント 

https://www.youtube.com/channel/UCwFJ6KstdbqM9P91828lu2g 

 

国土交通省には、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置が正常に作動しなかった」といった情

報が寄せられており、装置の装着率も伸びていることから、この装置を正しく理解していただく

ため、実車を使った実験の様子を使って注意点を解説した啓発ビデオをＨＰに公開しました。 

問い合わせ先：国土交通省自動車局審査・リコール課 

寺戸、村井 

代表：03-5253-8111（内線）42352 

直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640 

【ビデオでの訴求ポイント】 
・ 警告（表示、音）が出たら、ペダルから足を離し、よく確認してブレーキを踏みましょう。 
・ 踏切内で下りてきた遮断機等に反応して装置が作動した場合には、アクセルを踏み続けれ

ば、作動が解除されて発進できます。 

９．「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の作動をビデオで解説します
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令 和 元 年 5 月 2 8 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 

自 動 車 局 審 査 ・リコール課 

チャイルドシートの取り付けに関する警告ラベルの図柄が 

統一されます 
－ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について － 

 

自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保する

ため、順次、拡充・強化を進めています。 

今般、座席ベルトに関する国際基準（協定規則第16号）等の改正案が、国連欧州経済委員会自

動車基準調和世界フォーラム（WP29）において採択され、シートの前にエアバッグが装備された座

席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けた場合の危険性を示す警告（絵、文字等）ラベルが統一

されることとなりました。また、自動車が前面衝突した際のシートベルト機能試験に関する改正等が

行われることとなりました。これらを踏まえ、我が国でも、道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示等の改正を行いました。 

 

１． 保安基準等の主な改正項目（※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。） 

・シートの前にエアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付け

た場合の危険性の警告（絵、文字等）に関し、原則として規定された内容以外の表示

を禁止する等の改正を行う。 

・前面衝突により積載荷物が移動した際の乗員保護に関する試験を、シートベルトを装

着した状態で行い、試験後にシートベルト構成部品に損傷がある場合には、機能を確

認しなければならないこととする等の改正を行う。 

 

２．公布・施行 

公 布 ：令和元年５月28日（本日） 

施 行 ：令和元年５月28日（本日） 

 

 

シートの前にエアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けると、

衝突時に展開したエアバッグによってチャイルドシートの乗員に危険が及ぶ可能性がありま

す。この度、その危険性を示す警告（絵、文字等）ラベルが国際基準において統一されること

を踏まえ、我が国でも関連告示等の改正を行いました。 

問い合わせ先 

  自動車局 技術政策課   ：森本、杉本 

    電話 03-5253-8111（内線 42255）  FAX  03-5253-1639 

  自動車局 審査・リコール課：佐藤 

    電話 03-5253-8111（内線 42323）  FAX  03-5253-1640 

（危険警告ラベルの表示） 

１０．チャイルドシートの取り付けに関する警告ラベルの図柄が統一されます
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【別紙】 
 

装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の 

細目を定める告示等の一部を改正する告示案について 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 176 回会合において、「座席

ベルトに関する協定規則（第 16 号）」、「座席及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則（第 17号）」等の

改訂が採択された。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

※協定規則（原文）については次のとおり。 

【国連 HP】http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_nov18.html 

２．改正の概要 

（１）装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

装置型式指定規則第 5 条において、「協定規則第 16 号第 7 改訂版」に基づき認定され指定を

受けたものとみなす特定装置について、協定規則第 16 号が改訂されることを踏まえ、同号の

「協定規則第 16 号第 7 改訂版」を「協定規則第 16 号第 8 改訂版」と改めることとする。ま

た、「協定規則第 17 号第 8 改訂版」に基づき認定され指定を受けたものとみなす特定装置に

ついて、協定規則第 17号が改訂されることを踏まえ、同号の「協定規則第 17 号第 8改訂版」

を「協定規則第 17 号第 9改訂版」と改めることとする。 

 

（２）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 協定規則第 16 号に対応する自動車の前部保護用エアバッグを装着した着席位置に表示す

るチャイルドシートを後向きに備えることの危険性の警告（絵、文字等）に関し、原則と

して規定された内容以外の表示を禁止する等の改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 協定規則第 17 号に対応する自動車の前面衝突時の荷物の移動からの乗員保護に関する試

験において、座席ベルト構成部品を取り付けた状態で試験を行い、試験後に当該部品に損

傷がある場合には機能を確認する等の改正を行う。 
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（３）道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

（２）について、新型車は令和２年９月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

（４）その他の関係通達の一部改正 

上記のほか、関係通達について所要の改正を行う。 

３．スケジュール 

 公 布：令和元年５月 28 日 

 施 行：公布の日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における

使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」という。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を

図ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和元年（2019 年）５月現在、54 か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラト

ビア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウク

ライナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフ

スタン、アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下、「協定規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）での検討

を経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ等が参加している。 

(2) 令和元年（2019 年）５月現在、装置ごとに 147 の協定規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する協定規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和元年（2019年）５月現在、乗用車の制動装置、警音器等の81の規則を採用している。今後も、新

技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和元年５月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 101 乗用車のCO2排出量と燃費

1 前照灯    　 51 騒音 102 連結装置

2 前照灯白熱球 52 小型バスの構造 103 交換用触媒

3 反射器 53 灯火器の取付け（二輪車） 104 大型車用反射材

4 後部番号灯 54 タイヤ（商用車） 105 危険物輸送車両構造

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 55 車両用連結装置 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ)

6 方向指示器 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 107 二階建てバスの構造

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 57 前照灯(二輪車) 108 再生タイヤ

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 58 突入防止装置 109 再生タイヤ(商用車)

9 騒音（三輪車） 59 交換用消音器 110 CNG・LNG自動車

10 電波妨害抑制装置 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ

11 ドアラッチ及びヒンジ 61 外部突起(商用車) 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

12 ステアリング機構 62 施錠装置（二輪車） 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

13 制動装置 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 114 後付エアバック

13H 制動装置（乗用車） 64 応急用予備走行装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

14 シートベルト・アンカレッジ 65 特殊警告灯 116 盗難防止装置

15 排出ガス規制 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 117 タイヤ単体騒音

16 シートベルト 67 LPG車用装置 118 バス内装難燃化

17 シート及びシートアンカー 68 最高速度測定法 119 コーナリングランプ

18 施錠装置（四輪車） 69 低速車の後部表示板 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

19 前部霧灯 70 大型車後部反射器 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

21 内部突起 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 123 配光可変型前照灯

22 ヘルメット及びバイザー 73 大型車側面保護 124 乗用車ホイール

23 後退灯         74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 125 直接視界

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 126 客室と荷室の仕切り

25 ヘッドレスト 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 127 歩行者保護

26 外部突起(乗用車) 77 駐車灯 128 LED光源

27 停止表示器材 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 129 新幼児拘束装置

28 警音器 79 かじ取装置 130 車線逸脱警報装置

29 商用車運転席乗員の保護 80 シート（大型車） 131 衝突被害軽減制動制御装置

30 タイヤ(乗用車) 81 後写鏡(二輪車) 132 排ガスレトロフィット

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 133 リサイクル

32 後部衝突における車両挙動 83 燃料要件別排出ガス規制 134 水素燃料電池自動車

33 前方衝突における車両挙動 84 燃費測定法 135 ポール側面衝突時の乗員保護

34 車両火災の防止 85 馬力測定法 136 電気自動車（二輪車）

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 137 フルラップ前突時乗員保護　

36 バスの構造 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 138 車両接近通報装置

37 白熱電球 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

38 後部霧灯 89 速度制限装置 140 ESC（横滑り防止装置）

39 スピードメーター 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 141 タイヤ空気圧監視装置

40 排出ガス規制（二輪車） 91 側方灯 142 タイヤ取付

41 騒音（二輪車） 92 交換用消音器（二輪車） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

42 バンパー 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 144 事故自動緊急通報装置

43 窓ガラス 94 オフセット前突時乗員保護　 145 年少者用補助乗車装置取付具

44 幼児拘束装置 95 側突時乗員保護 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

45 ヘッドランプ・クリーナー 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 147 連結装置（農耕用）

46 後写鏡 97 警報装置及びイモビライザ

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式)

48 灯火器の取付け 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 100 電気自動車

基準採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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平成29年1月より継続検査申請書（OCRシート）の様式が変更となり、同
時に読み取り方法も変更となりました。
変更後のOCRシートでは文字を記入する枠内の文字を読み取る方法に
変更されており、文字が枠に重なったり、はみ出していれば読み取りができ
ません。

変更後のOCRシートは、枠に重なったり
はみ出したりしないように枠内に明瞭に
文字を記載（印字）してください。

変更後のOCRシートによる誤読が大量に発生しており、継続検査窓口の
処理に時間がかかっております。
自動車検査証交付の迅速化のためにご協力をお願いいたします。

【参考】
OCRシート（継続検査申請書等）のダウンロードは以下のURLより行えます。
次ページのOCR印刷時のお願いをよくお読みいただいた上でご利用ください。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html

人の目では 機械では 認識結果

変更前の
OCRシート

４７８
（正常に認識）

赤色ランプを照射
し文字だけを認
識できる

変更後の
OCRシート

１？３
（誤読）

枠内の文字のみ
認識するので誤
読となる４ ７ ８

４ ７ ８

４ ７ ８

４ ７ ８

OCR記入時のお願い

１１．OCR記入時のお願い
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OCR印刷時のお願い

以下の条件を満たしたときのみ印刷したOCRシートが使用できます。

1. プリンターはレーザープリンターですか？
インクジェットプリンターで印刷したOCRシートは読み取りができません。

2. 印刷する用紙の白色度は80％以上ですか？
白色度が80％未満の用紙は読み取りができません。

3. AdobeのAcrobat Readerで印刷しましたか？（プラグイン含む）
Acrobat Readerで印刷したときのみ、使用できます。その他のPDFソフト等で印刷した場合には読み取り
ができません。

4. Acrobat Readerの印刷設定画面で「実際のサイズ」を選択し、印刷し
ましたか？

「合わせる」などその他の設定で印刷すると、サイズが異なって印刷されますので読み取りができません。

１２．OCR印刷時のお願い
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5. 基準マーク（OCRシートの左上、左下、右下の4つの■のマーク）の大き
さや位置は下図のとおりですか？

上記4で「合わせる」などで印刷した場合やコピーした場合は基準マークの大きさや位置が下図の範囲に
入らなくなりますので読み取りができません。

6. コピーしたOCRシートは使用できません。必ずレーザープリンターから印
刷されたOCRを使用してください。

コピーした用紙は、かすれ、ズレ、傾きが発生する可能性が高く、また、5．の基準マークが範囲に入らなく
なりますので読み取りができません。

7. しわ、濡れ、変色がある用紙は使用できません。
特に、雨の日の「濡れ」にはご注意ください。また、手に持った際の湿気などで用紙にヨレが発生した場合も
読み取りができません。

8. 裏面に印字などがされている用紙は使用できません。
印字が写りこみ、読み取りができません。

9. 印刷する用紙は「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」などの表示で
市販されているものを使用してください。

2．のとおり、白色度には注意してください。

10. 用紙の大きさはA4版（JIS A列4番）を使用してください。
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平成30年4月1日から
自動車の検査登録手数料が
変わります！

自動車の検査登録手数料を改定し、オンラインで一括申請するワンストップサービス（OSS）を利用す
る場合と、従来からの窓口申請で行う場合に区分して、料金を設定します。

【対象手続】
新車新規検査登録、継続検査

（完成検査終了証又は保安基準適合証の提出車両に限る）

【開始時期】

平成30年4月1日より申請があったもの

手　続 
登録手数料 検査手数料 合　計 

現　行 改定後 現　行 改定後 現　行 改定後 

新車新規 
検査登録 

OSS申請 

700円 

500円 

1,100円 

1,000円 

1,800円 

1,500円 

窓口申請 
（型式指定） 

900円 1,200円 2,100円 

車両持込申請 
（型式指定以外） 

700円 変更無 400円 変更無 1,100円 変更無 

継続検査 

OSS申請 － － 
1,100円 

1,000円 
1,100円 

1,000円 

窓口申請（※） － － 1,200円 1,200円 

車両持込申請 
（指定整備以外） 

－ － 400円 変更無 400円 変更無 

（※）窓口申請でも保安基準適合証が電子化されているものに限り現行通り1,100円となります。
      （平成31年4月1日以降は1,200円となります。）
〇軽自動車・二輪の小型自動車に関する手数料の変更はありません。

１３．
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１５．自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について
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男叫,恭

業 務 連 絡

平成 31年 4月 18曇

園土交通省

自動車局 技術政策譲

車両安全対策調整営 森本 裕史 殿

改元に伴う自動車の定期点検整備促進運動で使用する
「点検整備済ステッカー」の様式の追加について

自動車の定期点検整備促進運動で使用する 「点検 整備済ステッカー」の改元後

の取扱 いについては、平成 30年 12月 11日 付 日軽進第 30-373号 におい

て、改元 に伴い仕様及び様式 を新元号 にす る旨申請 し、平成 31年,1月 24日 付

田白技第 208号 によ りご承認いただいているところです。         ′

今般、新元 号 (令和)が発表され、本年 5月 1閣 よ り元 号が改め られ ることに

伴い、別紙 のとお り様式の追加 を行 います ことをご報告いた します。

なお、その他 申講内容の変更は ございません。

以 上

京

期
減

東

定

為

`  
■: ォ

１６．改元に伴う自動車の定期点検整備推進運動で使用する「点検
　　　整備済ステッカー」の様式の追加について
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プレスリリース 

平成３０年７月１９日 

 

－ 審査事務規程の一部改正について（第 18次改正）－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11年法律第 218号）第 13条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、平成 30年 7月 19日から施行します。 

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）等の一部改正に伴う改正 

○ 乗車定員 9 人以下の専ら乗用の用に供する自動車及び車両総重量

3.5t以下の自動車に適用される「軽・中量車排出ガスの測定方法」に

ついて、現在規定されている JC08モード法又は WLTCモード法のいず

れかとしていたところ、WLTCモード法のみとすることとします。［7-55］ 

  新 型 車：平成 30年 10月 1日～ 

       ：平成 31年 10月 1日（貨物の運送の用に供する軽自動車・中量車※）～ 

  継続生産車：平成 32年 9月 1日～ 

       ：平成 33年 9月 1日（貨物の運送の用に供する軽自動車・中量車）～ 

  ※車両総重量 1.7tを超え 3.5t以下の自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下の自動車を 

 除く。） 

※WLTCモード法により型式を取得した車両は、自動車検査証に記載される排出ガス規制の識別記号 

 の 1桁目に 3～6が使用されることとなります。例：3XX-1OO 

○ 乗車定員 11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備える乗降口

の踏段について、最下段の踏段の下部に追加で備えることができるも

のとして、施行日以降は自動車の製作された日を問わず、一定の要件

に適合しなければならないこととします。※［7-110,8-110］ 

  ※該当する車両は施行日より適用となりますので、施行後の審査時から確認することとなります。 

 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

 
　第三章　独立行政法人自動車技術総合機構関係

１．
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自動車技術総合機構からのお知らせ

■並行輸入自動車の届出書様式のダウンロードURL

並行輸入自動車にかかる
届出書が変更になります

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

並行輸入自動車にかかる事前書面審査の届出において、
平成30年10月以降に届出されるものから次の点が変更にな
りますので、お知らせします。

※ 届出時に必要な添付資料については、当機構のホームページ
に掲載している審査事務規程別添3「並行輸入自動車審査要領」
をご参照ください。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

① 並行輸入自動車届出書（第1号様式）及び車両諸元概要表
（第4号様式）の様式が変わります。

→ 新たな様式のWordデータについては、当機構ホームページのトップペー
ジ下段にあるアイコンからダウンロード可能ですのでご活用ください。

② 届出書に記載する並行輸入自動車の区分の「指定自動車等
と関連」又は「不明」のいずれかに届出される方が必ず○
（マル）印を付すこととなります。

③ 「指定自動車等との相違点」欄の有無のいずれかに届出さ
れる方が必ず○（マル）印を付すこととなります。
→ 「指定自動車等との相違点」が有る場合には、指定自動車等との相違点

に関する記載及び資料の添付、車両諸元概要表の添付、外観図の添付に漏
れがないようご注意ください。

トップページを
下方にスクロール

左から2番目の
アイコンをクリック

平成30年7月26日
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プレスリリース 

平成３１年２月２８日 

 

－ 審査事務規程の一部改正について（第 21 次改正）－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、平成 31 年 4 月 1 日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 
１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）等の一部改正に伴う改正 

○ 二輪自動車等のすれ違い用前照灯に係る前照灯試験機による審査方法

[7-62,8-62,7-63,8-63] 

協定規則第 98 号（放電灯式前照灯）、第 112 号（非対称配光型前照灯）及び

第 113 号（対称配光型前照灯）において、二輪自動車等の前照灯に関するすれ

違い用前照灯が協定規則の主な要件となっていることを踏まえ、現在の走行用

前照灯による審査方法から協定規則の要件を考慮したすれ違い用前照灯によ

る審査方法へと変更します。 

またこれに際し、現在使用している走行用前照灯試験機を用いてすれ違い用

前照灯の審査を手動で行なえるよう審査方法を定めます。 

なお、すれ違い用前照灯による審査方法に対応した前照灯試験機の体制整備

が整うまでの当分の間、走行用前照灯（従前）による審査でもよいこととしま

す。 

 

○ 自動車の用途等の変更に伴う技術基準等の適合性書面審査[別添 2] 

新規検査※、予備検査※及び構造等変更検査において、自動車の用途（乗車

定員、車両総重量、自動車の種別）の変更を行うことにより当該自動車に係る保

安基準の適用が異なり改めて保安基準の審査が必要となる場合には、検査に先立

って、受検予定の事務所等に事前に申請者から必要な書面の提出を義務付け、審

査を行うこととします。 

また、当該申請を行う自動車であって、構造・装置が同一である複数台数の自

動車について検査の申請を行う場合においては、申請者の負担等を考慮し、代表

車両一台を地方検査部に申請し、当該地方検査部が審査した結果をもって他の車

両の検査の際に事前提出書面審査を省略することが可能とします。 

※新車に係るものは実施済み。 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 
 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

２．
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自動車技術総合機構からのお知らせ
平成31年2月28日

二輪自動車及び側車付二輪自動車（次の①及び②掲げるも
のに限る。）にあっては、前照灯試験機による審査方法を、現
在の走行用前照灯による審査方法からすれ違い用前照灯による
審査方法へ変更します。

ただし、すれ違い用前照灯による審査方法のための設備・体
制整備が整うまでの間、現在使用している走行用前照灯試験機
により審査を行うことができるものとします。

本改正の適用日：平成31年10月1日～
（なお、平成31年4月1日以降すれ違い測定を希望される場合は検査官にお問い合わせください）

二輪自動車等の前照灯審査について、
すれ違い用前照灯の審査方法を規定します

◆すれ違い用前照灯の審査基準

（1）次図に掲げる範囲にカットオフライン又はエルボー点があること。

（2）光度測定点における光度が3,200cd以上あること。

◆ただし、設備・体制整備が整うまでの間は

（1）現在行っている走行用前照灯による審査方法でも可能です。

（2）現在使用している前照灯試験機により計測可能な範囲にて審査を行い、

次の①及び②に適合するものは「すれ違い用前照灯の審査基準」に適合

するものとします。※当該審査を希望する場合は必ず検査官に申し出てください。

①すれ違い用前照灯のカットオフラインが前照灯の照明部中心面の水平面以下であること。

②すれ違い用前照灯の最高光度点の光度が5,000cd以上であること又は走行用前照灯の最高
光度点の光度が15,000cd以上であること。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

【概要】

水平カットオフラインを有するもの エルボー点を有するもの

掲示期限 年 月 日

① 平成27年6月1日以降に製作された自動車であって、
UN R98、UN R112又はUN R113に適合するもの

② 平成32年7月１日以降に製作された自動車
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前照灯審査の別（走行用・すれ違い用）
（平成32年7月1日（UN R98･112･113適合車は平成27年6月1日）

以降に製作された自動車）

現行の走行用の基準にて合否を判定
（※審査事務規程7‐62テスタ等による審

査により判定）

不適合適合

計測により表示された、カットオフライン（水平部
分）の位置が当該自動車に備える前照灯の照明部中心

面の水平面以下である。

計測により表示されたすれ違い用前照灯の最高
光度点の光度が5,000cd以上である。

計測により表示された、最高光度点の光
度が15,000cd以上である。
（※向きは問わない。）

不適合適合

Yes

Yes

Yes

No

No

No

【走行用前照灯試験機を使用】
すれ違い用前照灯を点灯させ計測を実施【走行用前照灯試験機を使用】

走行用前照灯を点灯させ計測を実施

【走行用前照灯試験機を使用】
走行用前照灯を点灯させ計測を実施

走行用前照灯による場合 すれ違い用前照灯による場合
※必ず検査官に申し出てください。

不合格合格

二輪自動車等のすれ違い用前照灯審査の
設備・体制整備が整うまでの間の措置フロー
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自動車技術総合機構からのお知らせ
平成31年2月28日

【概要】

使用過程車に係る検査※1において、自動車の用途等の
変更※2により適用される技術基準が異なり、改めて当該
技術基準の適合性審査を書面により行う必要があるもの
については、当該検査に先立って事前提出書面の審査を
平成31年１０月１日以降より実施することとしますの
で、お知らせします。

これに該当する場合は、使用過程車に係る検査に先
立って提出書面を事前に届け出てください。

注意 ： 提出書面に不備等があった場合、審査ができませんのでご注意願います。

※1 「使用過程車に係る検査」：
新規検査又は予備検査（法第71条の規定による自動車予備検査証の交付を受
けた自動車、法第16条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は法第
69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予
備検査に限る。）、若しくは構造等変更検査をいう。

※2  「用途等の変更」：以下に掲げる区分に変更があるものをいう。
① 用途（貨物 ⇔ 乗用 ⇔ 乗合）
② 乗車定員（乗車定員9人以下 ⇔ 10人以上 等）
③ 車両総重量（車両総重量が3.5t以下 ⇔ 3.5tを超え12.0t以下 ⇔ 

12.0tを超える貨物自動車 等）
④ 自動車の種別の変更（軽 ⇒ 小型 等）

使用過程車に係る事前提出書面
審査の一部拡大について

※4 詳細については、当機構のホームページに掲載している
審査事務規程をご参照ください。

※5 ご不明な点についてはお問い合わせください。

http://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

※3 提出書面（第1号様式）は以下のＵＲＬからダウンロードが可能です。

＜貨物車から乗用車等への変更は事前書面審査を実施します。＞

掲示期限 年 月 日- 134 -



自動車技術総合機構からのお知らせ

※1：対象となる自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び大型特殊自動車は対象外）
① 使用の過程にある自動車（登録抹消中の自動車を含む）
② 自動車予備検査証の交付を受けた自動車

※2：対象となる変更内容（乗用自動車・貨物自動車には、派生した特種自動車を含む）
① 用途・乗車定員・車両総重量の組み合わせについて、次の区分を移行するもの

ア 乗車定員9人以下の乗用自動車
イ 乗車定員10人以上かつ車両総重量が5.0トン以下の乗用自動車
ウ 乗車定員10人以上かつ車両総重量が5.0トンを超える乗用自動車
エ 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車
オ 車両総重量が3.5トンを超え12.0トン以下の貨物自動車
カ 車両総重量が12.0トンを超える貨物自動車

② 乗車定員について、次の区分を移行するもの
ア 11人以上の自動車
イ 10人の自動車

③ 自動車の種別について、次の区分を移行するもの
ア 普通自動車
イ 小型自動車
ウ 軽自動車

令和元年7月23日

用途等の変更をする使用過程車等
の事前書面審査が始まります

令和元年10月1日から、新規検査、予備検査又は構造
等変更検査を受検する自動車※1のうち、用途・乗車定員
・車両総重量・自動車の種別を変更※2することにより適
用される基準が変わるものについては、当該基準への適
合性審査を適正かつ効率的に実施し現車審査時間の短縮
が図れるよう、新規検査等に先立って、当該自動車の構
造・装置の変更内容などを記載した新規検査等届出書を
提出いただき、受理した届出書の事前書面審査が受検日
の前日までに終了したものに限り現車審査を実施するこ
とになりますので、お知らせします。

（普通乗用から小型乗用に変
更するもの、小型乗用から普
通乗用に変更するもの、小型
貨物から普通貨物に変更する
ものは対象外）

※ 改造自動車の事前書面審査の届出とは別のものですので
ご注意ください。

※ 裏面もご確認ください。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。- 135 -



■新規検査等届出書とは
新規検査等届出書は道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）

第36条、第37条の2、第37条の2の2、第38条及び第42条に基づく書面に
なります。

提出書面に虚偽があった場合には、同施行規則同条の違反となり道路運送車
両法（昭和26年法律第185号）第110条に基づき罰則を課すことになります。

■新規検査等届出書の内容
当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関

する書面などが必要です。
○新規検査等届出書（第1号様式）
○自動車検査証、自動車予備検査証、登録識別情報等

通知書又は自動車検査証返納証明書の写し
○諸元表又は車両諸元要目表
○外観の形状及び寸法（長さ、幅及び高さ）が明確に

確認できる外観図又は写真
○重量分布計算、最大安定傾斜角度及び最小回転半径に関する書面
○騒音規制の適合性に関する書面
○排出ガス規制の適合性に関する書面
○保安基準各条項の技術的要件の適合性に関する書面
○その他必要な書面

記載方法等の詳細については、当機構のホームページに掲載している審査事
務規程別添2「新規検査等提出書面審査要領」附則3をご参照ください。

なお、必要な書面のうち様式が定められているものについてはWord形式の
データを当機構のホームページからダウンロードできますのでご活用ください。

■新規検査等届出書の提出先
新規検査等を申請する運輸支局等と同一敷地内にある自動車機構事務所にご

提出ください。なお、郵送等による方法も可能です。

■事前書面審査の審査所要日数
受理した届出書の審査所要日数は、届出書の受理日から最大15日となりま

すので、日数に余裕をもってご提出ください。
なお、届出書の内容では十分な審査を行うことができず、別途必要となる資

料等の提出を求めている期間は除きます。

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

左から2番目のアイコンを
クリック

新規検査等の申請を行う
自動車関係からダウンロード

自動車機構ホームページの
トップページを下方にスクロール
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プレスリリース 

令和元年５月１０日 

－ 審査事務規程の一部改正について（第 23 次改正）－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11年法律第 218号）第 13条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和元年 5月 10日から施行します。 

主な改正の概要は、次のとおりです。

１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）等の一部改正に伴う改正 

［WP29第 174回及び第 175回会合関係］ 

〇 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付位置に関し、細目

告示別添 118「圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の

燃料装置の技術基準」を廃止し、協定規則第 146号の技術的な要件を適用する

こととします。［7-24］ 

対象車：平成 31年 1月 2日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車 

〇 その他、協定規則の改訂に伴う改正を行います。 

［中央環境審議会第 13次答申関係］ 

〇 自動車の排出ガス規制について、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機

を有する自動車については PM排出量規制を導入します。 

また、ガソリンを燃料とする二輪自動車について、モード走行に係る排出ガ

ス規制値及びアイドリングに係る規制値を強化します。［6-55、7-55］ 

対象車：令和 2年 12月 1日以降の新型車 

令和 4年 11月 1日以降の継続生産車 

［騒音防止装置関係］ 

○ 平成 28 年騒音規制が適用される使用の過程にある四輪自動車の騒音規制値

の変更 

新車時の近接排気騒音が車種毎に定められた一定の値を超える四輪自動車

等に対して交換用マフラーを備える場合は、使用過程における近接排気騒音が

新車時から悪化しないことを確認する相対値規制を適用します。［7-53､8-53］ 

※二輪自動車については、審査事務規程第 16次改正時に同様の改正を実施済み。 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

お問い合わせ先 

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

FAX  ０３－５３６３－３３４７ 

３．
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自動車技術総合機構からのお知らせ

■並行輸入自動車の届出書様式のダウンロードURL

並行輸入自動車にかかる
届出書が変更になります

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

並行輸入自動車にかかる事前書面審査の届出において、
令和元年10月以降に届出されるものから次の点が変更にな
りますので、お知らせします。

※ 届出時に必要な添付資料については、当機構のホームページ
に掲載している審査事務規程別添3「並行輸入自動車審査要領」
をご参照ください。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

① 並行輸入自動車届出書（第1号様式）の様式が変わります。

→ 新たな様式のWordデータについては、当機構ホームページのトップペー
ジ下段にあるアイコンからダウンロード可能ですのでご活用ください。

② 届出書の騒音防止装置欄に記載する「性能確認」欄及び
「消音器の表示」欄に新たな項目を追加します。

→ 「消音器の表示」欄の「表示なし（純正品から変更なし）」が選択でき
る自動車は、消音器とDPF又は触媒が構造上一体であることが自動車製作
者の資料等により確認できる場合に限られておりますのでご注意ください。

トップページを
下方にスクロール

左から2番目の
アイコンをクリック

令和元年5月10日

掲示期限 令和2年5月10日
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独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 

 

 

第 4 章 自動車の検査等に係る審査の実施方法 

 

4-1 敷地等における秩序維持等 

（1）受検者等は、敷地等における秩序を維持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

① 検査担当者等に対し、暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。 

② 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。 

③ 検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 

④ 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑行為をしないこ

と。 

⑤ 受検車両の運転者（1 名に限る。）以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コースに立ち入らないこ

と。 

⑥ 敷地等において、検査担当者等の許可なく自動車を 4km/hを超える速度で運行しないこと。 

また、急発進や急停止をしないこと。 

⑦ 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しないこと。 

⑧ 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。 

⑨ 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。 

⑩ 検査担当者の許可なく検査機器、検査設備等を使用しないこと。 

⑪ 凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プラカード類を

敷地等に持ち込まないこと。 

⑫ 検査担当者の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。 

⑬ 審査業務等を行っている検査担当者等に相談や質問等を行わないこと。 

⑭ 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示に従うこと。 

⑮ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 

⑯ 検査担当者の許可なく審査中又は敷地等に所在している間は、携帯電話及び受検車両の検査に関係な

い電子機器類は操作及び使用しないこと。 

⑰ 審査中又は敷地等に所在している間は、喫煙しないこと。 

⑱ 検査担当者の許可なく敷地等の撮影、録画又は録音をしないこと。 

⑲ 検査担当者等が審査業務を的確で厳正かつ公正に実施するために必要な事項について指示をした場合

は従うこと。 

⑳ その他審査業務上又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。 

（2）受検者は、検査担当者が審査業務を的確で厳正かつ公正に実施するため、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

① 受検車両については次に掲げる状態とすること。 

ア 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態 

イ 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態 

ウ 排気管にプローブが挿入できる状態 

エ 荷台等に物品等が積載されていない状態 

オ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態 

カ 窓ガラスが取外されていない状態 

キ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態 

ク 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態 

ケ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態 

コ エンジンルーム内の審査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け又はキャ

ビンを上げて支持棒等により保持した状態 

サ 窓ガラスの審査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態 

シ 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取

外した空車状態 

ス 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態 

セ 軽油を燃料とする自動車にあっては、アクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改

造等により当該原動機の最高回転数を一時的に低下させていない状態 

４．受検者の皆様へ
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ソ 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着してい

る場合には、次に掲げる状態（7-6-1(1)④に定める安定性の審査を除く。） 

（ｱ）積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定さ

せた状態 

（ｲ）積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させる

ことができる場合には、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させ

た状態 

（ｳ）（ｱ）又は（ｲ）に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向

に格納させた状態 

② 受検車両の検査コース又は審査場所について、検査担当者からの指示があった場合にはその指示に従

うこと。 

③ 受検中は自動車検査票を保持すること。 

④ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。 

また、指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。 

⑤ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッ

ド自動車、アイドリングストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状

態の維持を含む。）を行うこと。 

⑥ 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上

昇を行わないこと。 

⑦ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 

⑧ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 

⑨ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の

点灯操作等を行うこと。 

⑩ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 

⑪ 検査コースでの審査が終了又は中断したときは、個別の審査結果にかかわらず、その都度、総合判定

室に立ち寄ること。 

また、総合判定を受けたあとは自動車検査票を運輸支局等の窓口に提出すること。 

⑫ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 

⑬ 3次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写

り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。 

⑭ 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 

⑮ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モー

ドへの移行等によりアイドリング状態を維持すること。 

⑯ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、

検査コースに進入する前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除するこ

と。 

（3）検査担当者等は、（1）①から③までに掲げる事項を受検者等が遵守しないことを確認した場合には、警報装

置を作動させ、検査担当者等の全員が全ての業務を一時的に停止し、当該事案の発生場所に駆けつけるとと

もに、公務執行妨害行為等として警察への通報等の厳正な措置をとるものとする。 

（4）検査担当者は、（1）④から⑳までに掲げる事項及び（2）に掲げる事項を受検者等が遵守しない場合には、

受検者等に対しこれらを遵守するよう口頭で指示すること。 

（5）（4）に基づき指示したにもかかわらず、（1）④から⑳までに掲げる事項及び（2）に掲げる事項を受検者等

が遵守しない場合には、警報装置を作動させ、検査担当者等の全員が全ての業務を一時的に停止し、当該事

案の発生場所に駆けつけること。 

（6）（5）に基づき警報装置を作動させ、検査担当者等が集合してもなお、受検者等が遵守しない場合には、検査

担当者及び警備員は受検者等に対し退去及び自動車の撤去を命じること。 

また、退去や撤去の命令に従わない場合には、公務執行妨害行為や不退去罪等として警察への通報等の厳

正な措置をとるものとする。 
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1.協会の業務等 

 

（１）業務内容 

1．軽自動車の検査事務 

2．検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 

3．検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務 

4．検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損額賠償責任共済 

の契約の締結の確認の事務 

5．前各号の業務に付帯する業務 

6．前各号に掲げるもののほか、軽自動車検査協会の目的を達成するために必要な業務 

 

（２）事務所所在地等 

事務所 〒 所在地 ＴＥＬ 

香川主管事務所 769-0103 
高松市国分寺町福家甲１２５８番地１８ 

（国分寺流通センター内） 
050-3816-3122 

徳島事務所 771-1156 徳島市応神町応神産業団地１番地３ 050-3816-3123 

愛媛事務所 791-1112 松山市南高井町１８１４番地の２ 050-3816-3124 

高知事務所 781-0270 高知市長浜３１０６番地２ 050-3816-3125 

 

（３）業務受付時間 

窓口 午前８時４５分から１１時４５分まで、午後１時から４時まで 

検査 午前９時から１２時まで、午後１時から４時まで 

（土・日・祝日、１２／２９～１／３は休業） 

 

（４）ユーザー車検予約システム（平成２７年１月３０日～） 

○パソコン（インターネット）、スマートフォン、 

第３世代以降の機種による携帯電話（WEB）での検査予約 

https://www.kei-reserve.jp/ 

 

○固定電話での検査予約（音声案内に従って検査の予約を行います。） 

香川主管事務所  050-3818-8669 

徳島事務所    050-3818-8670   

愛媛事務所    050-3818-8671 

高知事務所    050-3818-8672 

     

※ インターネット予約、電話予約とも初回予約時に利用者情報の登録（アカウント登録）が 

必要です。 

 
　第四章　軽自動車検査協会関係

 
 
 
　　１．軽自動車検査協会の業務等について
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軽自動車検査協会
香川主管事務所

（国分寺流通センター

ＪＲ高松

コトデン築港

県庁

高松市役所

栗林公

国道１１号

至徳島中
央
通
り

国
道
１
１
号
線

栗林トンネル

県道高松丸亀線（旧１１

ＪＲ鬼無駅

ＪＲ端岡駅

予讃線

県
道
檀
紙
鶴
市

国道１１号線

高松自動車道

高松西

高松檀紙

香川運輸支局

ＪＲＡ １１号線
バイパス

県道三木国分寺

コ
ト
デ
ン
琴
平

コ
ト
デ
ン
琴
平

国
道
１
９
３
号
線

県
道
山
崎
御
厩
線

高松市役所国分寺支所

県道国分寺
琴南線

国
道
３
２
号
線

レンタルショッ

国道３２号線

至琴平
綾川町役場

高松西警察署 マルナカ
綾南店

トヨタ

うどん

おかもと

かざしがおか

はただ

至坂出

円座町

国分寺町

名称 ： 軽自動車検査協会
香川主管事務所

住所 ： 香川県高松市国分寺町
福家甲１２５８－１８

ＴＥＬ ： ０５０－３８１６－３１２２

ＦＡＸ ： ０８７－８７０－６５９６

検査予約 ： ０５０－３８１８－８６６９

ホームページ
http：//ｗｗｗ．keikenkyo．or．jp

.

軽自動車検査協会香川主管事務所の付近略図Ｎ

成合大橋

ＩＣ

ＩＣ

至
高
松
空
港

軽自動車検査協会香川主管事務所
ご 案 内

イオン綾川

至高松空港

- 143 -



徳　島　自　動　車　道

徳　島　北　環　状　線

ＪＲ勝瑞駅

ＪＲ吉成駅

スシロー

鯛浜

県

道

38

号

国

三

郎

橋

吉

野

川

橋

老門

釣具屋

セブンイレブン

線

四

マルナカ

成長店

はなまるうどん

西　条　北　島　線

ＪＲ高徳線

軽自動車検査協会

徳島事務所

運輸支局

松下印刷

ローソン

洋服の青山

ガソリン

スタンド

焼肉栄作

焼鳥扇屋

大丸家具

吉 野 川

名称 ： 軽自動車検査協会 徳島事務所

住所 ： 徳島県徳島市応神町応神産業団地１－３

ＴＥＬ ： ０５０－３８１６－３１２３

ＦＡＸ ： ０８８－６８３－３６４６

検査予約 ： ０５０－３８１８－８６７０

軽自動車検査協会徳島事務所
ご 案 内
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N

県道193号 森松・重信線

松山南警察署

四国運輸局

愛媛運輸支

局

杖の淵公園

伊予鉄バス

森松営業所

至 高知

10 ｍ

重信川

松山自動車道

至 高松

至 重信

軽自動車検査協会

愛媛事務所

至 松山

（県庁・市役所）

松山ｉｃ

名称 ： 軽自動車検査協会 愛媛事務所

住所 ： 愛媛県松山市南高井町１８１４－２

ＴＥＬ ： ０５０－３８１６－３１２４

ＦＡＸ ： ０８９－９０５－９７８２

検査予約 ： ０５０－３８１８－８６７１

ホームページ
http：//ｗｗｗ．keikenkyo．or．jp

軽自動車検査協会愛媛事務所
ご 案 内
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鏡川 潮
江
橋

鏡
川
大
橋

鷲尾トンネ

高知桂浜道

宇津野トンネル

国道３３号線 国道５５号

至高知I C
JR高知駅

春野運動公園

高知競馬場

日出野トンネ

雪
蹊
寺

県交通

長浜出張所

春野赤岡線

軽自動車検査協

会

高知事務所

土佐湾

産
業
団
地

長
浜

桂浜

新川

N

8

14m

卍

道
路
案
内
標
識

名称 ： 軽自動車検査協会高知事務所

住所 ： 高知県高知市長浜３１０６－２

ＴＥＬ ： ０５０－３８１６－３１２５

ＦＡＸ ： ０８８－８３７－９７６２

検査予約 ： ０５０－３８１８－８６７２

ホームページ

軽自動車検査協会高知事務所
ご 案 内

- 146 -



平成26年10 月1日（水）より

軽自動車検査協会の
各事務所 の電話番号が
変わります。

軽自動車検査協会からのお知らせ

事務所へおかけになった電話は、
コールセンターにてお受けいたします。

香川主管事務所管内

コールセンター電話番号一覧

香川主管事務所

8：30～１７：00

050-3816-3122

徳 島 事 務 所 050-3816-3123

愛 媛 事 務 所 050-3816-3124

高 知 事 務 所 050-3816-3125

受付時間 休業日 土・日・祝日・12/29～1/3

 
　　２．軽自動車検査協会からのお知らせ（コールセンター電話番号一覧）

- 147 -



                 構内・検査コースの

                 事故防止について

 
　　３．構内・検査コースの事故防止について
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際は、

れる方がボンネットを開閉し、

棒により

うにお願いいたします。

 

際は、

れる方がボンネットを開閉し、

棒により

うにお願いいたします。

 

車台番号及び原動機型式の確認の

際は、

れる方がボンネットを開閉し、

棒により

うにお願いいたします。

車台番号及び原動機型式の確認の

際は、

れる方がボンネットを開閉し、

棒により

うにお願いいたします。

車台番号及び原動機型式の確認の

際は、エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

棒により

うにお願いいたします。

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

棒によりボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

お

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

お

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

お 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

 願

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

願
 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

 

願 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

 い

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。

い

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

うにお願いいたします。 

い 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

 

 

 

車台番号及び原動機型式の確認の

エンジンを停止させ、受検さ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

 

 

車台番号及び原動機型式の確認の

、受検さ

れる方がボンネットを開閉し、

ボンネットを支持させるよ

 

車台番号及び原動機型式の確認の

、受検さ

れる方がボンネットを開閉し、支持

ボンネットを支持させるよ

車台番号及び原動機型式の確認の

、受検さ

支持

ボンネットを支持させるよ

車台番号及び原動機型式の確認の

、受検さ

支持

ボンネットを支持させるよ

車台番号及び原動機型式の確認の

、受検さ

支持

ボンネットを支持させるよ

 
　　４．お願い
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り検査時

さい。

では

 

り検査時

さい。

では

 

リフトの

り検査時

さい。

また、

では

リフトの

り検査時

さい。

また、

では、

リフトの

り検査時

さい。 

また、

、エンジンをかけない

リフトの

り検査時は、

また、リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

お

リフトの

は、

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

お

リフトの上昇中及び下降中

は、

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

お 

上昇中及び下降中

は、エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 願

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

願
 

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 

 

願 

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 い

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

い

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 

い 

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけない

 

 

上昇中及び下降中

エンジンを停止

リフトが完全に下降するま

エンジンをかけないで下

上昇中及び下降中、

エンジンを停止して

リフトが完全に下降するま

で下

、下回

して

リフトが完全に下降するま

で下さい

下回

して下

リフトが完全に下降するま

さい

下回

下

リフトが完全に下降するま

さい

下回

下

リフトが完全に下降するま

さい。  
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検査場において、排気ガス測定中にアクセルとブレーキを踏み間違えた後続車

両と検査車両との間に受検者がはさまれる事故が発生しております。同様の事故

を回避するためにプローブ保持具の使用をお願いしております。プローブを保持

具に固定したまま排気管（マフラー）に挿入し、測定完了まで万が一追突されても

安全な位置（車の横など）で待機して下さい。排気ガス検査終了後は、プローブ保

持具を所定の位置に戻してください。

排気管へ挿入しにくい場合は、プローブ挿入補助具をご使用ください。
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外観検査時、エンジンチェックランプの状態を確認します。

1. 電源投入時に警報を発するもの
2. 電源投入時に発した警報が原動機の始動によ
り停止するもの

3. 発する警報を運転席において容易に判断出来
るもの
１～３を全て満たす事が必要になります

適用年月日

例

お 知 ら せ
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１.荷台等に物品等が無い状態で受検して下さい。

２.後部座席・荷室等が確認しやすい状態で
受検してください。

皆様のご協力をお願いいたします。

積載物は積載物は
降ろして
受検して
下さい。

お願い～検査時車両状態について～
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平成29年1⽉19⽇

お 知 ら せ

●「検査時における⾞両状態」とは次に掲げる全ての要件を満たすものをいいます。

異常等が⽣じている⾃動⾞については修理後に検査することを
明確にするため、「検査時における⾞両状態」として以下の事項
を規定しました。
平成２９年２⽉以降、これに該当しない受検⾞両については検

査を⾏わないよう規定いたしましたので、確実に修理をした後に
受検していただきますようよろしくお願いいたします。

１．空⾞状態（積載物がない状態）の⾃動⾞に運転者１名が乗⾞した状態であるこ
と。

２．原動機の作動中において、運転者が運転者席に着席した状態で容易に識別でき
る位置に備える次に掲げるテルテールの識別表⽰が継続して点灯⼜は点滅してい
ない状態であること。

３．原動機の作動中において運転者席の運転者に警告するブザー類が継続して吹鳴
していない状態であること。

４．受検⾞両に装着しているタイヤは応急⽤スペアタイヤでないこと。

 

①前⽅エアバック
 

②側⽅エアバック
 

③ブレーキ
 

④ＡＢＳ
 

⑤原動機

（例） （例）（例）（例）（例）

 
　　５．警告灯が点灯又は点滅している自動車について
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受検者の皆様へ 

「受検者の禁止事項」 

【１】暴力、暴言等の行為を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為により検査担当者にその場での再検査、合格の判定等

を強要しないこと。 

【２】検査を受ける自動車の運転者（１名に限る）以外の者は入場しないこと。 

【３】検査コース内は歩行速度以上の速度で通行しないこと。 

【４】検査コース内で整備等しないこと。 

【５】検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 

【６】座り込み、立ちふさがり又は自動車を放置しないこと。 

【７】旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。 

【８】拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。 

【９】凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。 

【１０】その他検査業務上又は検査場管理上支障となる行為をしないこと。 

 

「受検に際しての指示事項」 

【１】検査中は検査票を保持すること。 

【２】下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とすること。 

【３】車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。 

【４】排気管はプローブが挿入できる状態とすること。 

【５】荷台等は物品等が積載された状態でないこと。 

【６】座席、シートベルト、非常信号用具及び消火器等は確認できる状態とすること。 

【７】窓ガラスは取り外された状態でないこと。 

【８】全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外した状態とすること。 

【９】エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け、又はキャビンを上げて、支持棒

等により保持した状態とすること。 

【１０】運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。 

【１１】検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、指示がある場合 

以外はこれら装置を作動させないこと。 

【１２】検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッド自動車、アイド

リングストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む）を行うこと。 

【１３】受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 

【１４】検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 

【１５】検査機器の表示器による表示（音声案内を含む）又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗入れ、脱出及び前照灯の点

灯操作等を行うこと。 

【１６】記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 

【１７】検査が終了した場合には、検査票に総合判定結果の記入を受け、所定の窓口に提出すること。 

【１８】走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態とすること。 

【１９】検査担当者がエア・クリーナのカバーの取り外しを指示した場合は、当該カバーを取り外すこと。 

【２０】画像取得装置を使用して画像の取得を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄ら

ないこと。 

【２１】検査担当者からの指示により牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 

【２２】ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりアイ

ドリング状態を維持すること。 

【２３】トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置については、コースに進入する前に当該装置の作

動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除すること。 

【２４】寸法及び重量を計測する受検車両は、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外し、空車状態とすること。 

 
　　６．受検者の皆様へ
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「不適切な補修の禁止等」 

 

（１）軽自動車検査協会検査事務規程第4章から第5章の規定に基づく基準適合性審査にあたり、検査後の

取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置又は部品の取付け、取外し若しくは補修

及び車体又は装置への表示について、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置さ

れたものであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の構造を有すると認められる場

合を除き、保安基準に適合しないものとして取扱うものとする。  

① 装置又は部品の取付け  

ア 粘着テープ類（自動車用部品の取付けを目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類

又は針金類による取付け  

イ 挟込み又は差込みによる取付け等、工具を用いずに容易に取外すことのできる方法による取付け

（指定自動車等において脱着を可能としているもの及び貨物の積みおろしのために一時的な取外

しを要するものを除く。）  

ウ 扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそれがある取付け 

エ 走行装置の回転部分附近の車体（フェンダー等）にベルト類、ホース類、粘着テープ類（自動車

用部品の取付けを目的として設計・製作され、当該目的のために貼付されたものを除く。）、紙類、

布類、段ボール類、スポンジ類、発泡スチロールが取付けられているもの  

オ 灯火器（審査事務規程7-62（8-62）から7-91（8-91）に規定する灯火等のうち装備義務があるも

のに限る。）の配線（配線の周囲の保護部材等を含む。）が、バンパ及び後写鏡等を含む自動車の

外側表面上に確認できるもの（溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取付けられ

ていることが明らかな灯火器にあっては、当該灯火器を取付けるための必要最小限の配線部分を除

く。）  

② 装置又は部品の取外し  

ア 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火（赤色以外のものを含む。）であって、当該灯火に係

る電球、全ての配線及び灯火器本体（カバー類、粘着テープ類その他の材料により覆われているも

のを含む。）が取外されていないもの  

イ 不点灯状態にある灯火（審査事務規程7-62（8-62）から7-91（8-91）に規定する灯火等（反射器

を除く。）及びその他の灯火をいい、アの灯火を除く。）であって、当該灯火に係る電球（光源）

及び全ての配線が取外されていないもの  

③ 装置又は部品の補修  

ア 粘着テープ類（自動車用部品の補修を目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類又

は針金類による補修  

イ 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプ

レー等で着色されているもの  

ウ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているもの  

エ 排気管又は消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等、騒音防止を目的として設計・製作された

もの以外の異物が詰められているもの  

オ 灯火器の照射方向の調整が、段ボール、木片等、照射方向の調整を目的として設計・製作された

もの以外の異物の挟込み、差込み又は取付けによる方法その他工具を用いない方法で行われている
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カ 後写鏡に内蔵された灯火が、粘着テープ類その他の材料により覆われているもの  

④ 車体又は装置への表示  

ア 貼付けられた紙又は粘着テープ類（表示を目的として製作されたステッカーを除く。）に記入さ

れているもの  

イ 表示された内容が容易に消えるもの  

ウ マグネット、吸盤等により取付けられており手で容易に取外すことができるもの（審査事務規程

7-32-1（8-32-1）（2）の表示を除く。） 

 

（２）灯火器、審査事務規程7-100（8-100）の鏡その他の装置等、保安基準に適合させるために取付けられ

た装置であって、指定自動車等と異なる取付方法によると認められるものについては、当該装置、部

品又は表示を手指で揺する、取付部が浮き上がらないかどうかめくろうとする等により確認すること。  

当該確認の結果、取付部の一部が車体から離脱するもの、緩み又はがたがあるものは、保安基準に適

合しないものとして取扱うものとする。 
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①エルボー点の位置又はすれ違い用前照灯の照明部
の中心より右方260mm及び右方440mmの鉛直線とカッ
トオフラインが交わる位置（新ロジック※の計測位置）が
当該照明部の中心を含む水平面より下方にあるもの。

（１）すれ違い用前照灯の計測において、必ず右側及び左側の両方を計測します。
（２）（１）による計測の結果、不適合と表示された場合、次の①又は②に該当するもの
に限り照射光線が他の交通を妨げないものとして、「計測困難な自動車」とみなして
走行用前照灯を計測することができるものとします。
（注：すれ違い用前照灯の全てが次に該当しない場合は、走行用前照灯の計測は行いません。）

②配光の最も明るい位置が照明部の中心を含

む水平面より下方にあるもの。（試験機が測定したカット
オフラインではエルボー点を判断できない場合。）

平成３０年２⽉９⽇

平成10年9月1日以降に製作された自動車は、平成27年9月1日より原則として

すれ違い用前照灯の計測を行っていますが、当面の対策として検査機器による計測

が困難な一部の自動車に対して走行用前照灯（ハイビーム）に切り替えて検査を実

施しています。

今般、すれ違い用前照灯による検査の全面施行に向けた前段階として、計測手法

及び「計測困難な軽自動車」を下記のとおりに変更することとします。

※対象自動車は、すれ違い用前照灯の適切な調整にご協力願います。

※新ロジックとは、対数方式を使用して明暗分岐点の上下位置のみを検出する手法。

 
　　７．すれ違い用前照灯の計測方法の変更について
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検査コースにおける
前照灯試験機を用いた検査フロー

あなたの は

すれ違い用前照灯
検査対象自動車 ですか？
※ 平成10年9月以降製作車

自動車排出ガス記号の識別表示
が２桁以降のもの

すれ違い用前照灯の計測
（必ず左右両方を計測）

※ すれ違い用試験機を使用

すれ違い用前照灯の照射光線が
他の交通を妨げていないものですか？

以下①・②のいずれかに該当する場合は、計
測困難な自動車とみなし、走行用前照灯の計
測へ進みます。

① エルボー点又は右方のカットオフラインがす
れ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平
面より下方にある

② すれ違い用前照灯の配光の最も明るい位置が
水平面より下方にある(試験機で測定し、
カットオフラインではエルボー点を判断で
きない場合)合 否

前照灯試験：適合 前照灯試験：不適合

NO

YES

合格
不合格

走行用前照灯の計測
※ 走行用試験機を使用

合 否

STARTSTARTSTART

合格 不合格

GOALGOALGOAL

調
整
後
の
再
入
場(

再
検
査)

妨
げ
て
い
る(

該
当
し
な
い)妨げていない(該当する)

※ 対象自動車は、すれ違い用前照灯の適切な
調整にご協力お願いします。

対象自動車 平成10年9月1日以降に製作された自動車
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検査の高度化機器の本格運用を行います。

ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、検査は通常と変わりません。

○運用時間

全ラウンド（９時００分～１６時００分）

○検査の受け方は変わるのか？

検査コース入り口でカメラによる車両番号標認識装置等により検査を実施します。
なお、検査の判定方法に変更はありません。

○検査の高度化機器とは？

検査結果を電子的に記録・保存するものです。これにより、以下のようなことができ
ます。

・車両不具合情報の収集・分析結果に基づく的確な検査の実施
・二次架装などの不正改造車を排除
・リコールにつながる車両不具合情報を抽出
・不正受検（検査票の改ざん、偽造等）を防止
・将来的には、検査結果をより詳細に情報提供

排ガス

排ガス
検査職員

 
　　８．検査の高度化機器の本格運用を行います
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お知らせ 
  

新 規 検 査 ・ 予 備 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査 の 際 に 

諸 元 測 定 し た 車 両 に つ い て は 、 写 真 撮 影 を 

行 い ま す の で 、 ご 協 力 お 願 い い た し ま す 。 
 

軽自動車検査協会 
  

 

○軽自動車検査協会検査事務規程（抜粋） 

    昭 和 4 8 年 9 月 2 6 日 

   協 会 規 程 第 1 6 号 

 

   最終改正 平成 29 年 3 月 28 日協会規程第 31 号 

 

２－２１－１ 画像の取得及び保存 

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、提示された自動車（型式 

指定自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により検査証が返納された自動車であって、

当該自動車に係る構造等に関する事項が完成検査終了証又は返納証明書（交付を受け

ているものに限る。）に記載された構造等に関する事項と同一であるものを除く。）の

画像を画像取得装置を用いて、その取得及び保存を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、受検者に 

対し検査できないため検査を中断する旨を口頭で通告する 

 

２－２１－２ 改造部位等の画像の取得 

（１）2-21-1 により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等では改造部位 

等が不明な場合若しくは画像取得が困難な場合には、画像取得装置以外の汎用のデジ

タルカメラ（以下「デジタルカメラ」という。）により、当該自動車の当該部位を撮

影し、これを当該自動車の電子データとして画像取得装置により取得した画像と一緒

に保存する。 

（２）新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、審査事務規程 7-100

（8-100）に規定する鏡その他の装置を備えているもの（指定自動車等であって審査

事務規程 7-100（8-100）に規定する鏡その他の装置に変更がないものを除く。）は、

デジタルカメラにより、当該部位を撮影し、これを当該自動車の電子データとして画

像取得装置により取得した画像と一緒に保存する。 なお、画像を保存する際には、

当該自動車に備えている装置を撮影したものであることを十分に確認すること。  
 

 

 
　　９．諸元測定した車両の写真撮影について
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《軽自動車/車両番号標の取付け注意！》

※ナンバープレートを取り付ける際には、必ず、
　　　　　　　　　　　　　　現車の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　自動車検査証の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　車両番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  が同一であるかを確認して下さい。

自動車販売店等にあっては、軽自動車の車両番号標（ナンバープレート）を取付ける際
は、当該車の車台番号、自動車検査証の車台番号及び車両番号が同一であるか十分
に確認し確実に取り付けをお願いします。

軽自動車の車検において、車両番号標（ナンバープレート）の取付け間違いが発見され
ました。

・自動車検査証

・車台番号

・ナンバープレート

確認

ナンバー・プレート

 
　　１０．車両番号標取付け注意喚起について
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当協会に寄せられる、よくあるご質問にくわえて、
手続きに必要な書類等をご案内する「手続きナビ」
機能を追加した申請案内サイトを公開いたしました。
※手続きナビ・・・画面の質問にご回答いただくこと

で、正確な必要書類等をご案内する機能

当協会ＨＰよりアクセスできますので、ぜひご活用く
ださい。

お 知 ら せ

https://www.keikenkyo-faq.jp/

お知らせ

 
　　１１．申請案内サイトの公開について

- 164 -



お 電 話 に よ る 自 動 車 重 量 税 額 の お 問 い 合 わ せ
が 大 変 多 く な っ て お り ま す 。

当 協 会 Ｈ Ｐ か ら も お 問 い 合 わ せ で き ま す の で 、
ぜ ひ ご 利 用 く だ さ い 。

協 会 ト ッ プ ペ ー ジ ＞ Ｑ & Ａ ＞ 申 請 案 内 サ イ ト >  お

知 ら せ >  【 情 報 】 「 次 回 自 動 車 重 量 税 額 メ ー ル 通 知

サ ー ビ ス 」 を 開 始 し ま し た

コ ー ル セ ン タ ー の 混 雑 緩 和 に ご 協 力 お 願 い し ま す 。

お 願 いご協力をお願いします

 
　　１２．次回重量税額メール通知サービスについて
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 平成２９年４月から保安基準適合証の電子化が開始されたことに伴い、関連するＯＣＲシートに証明書指示欄及び  
□チェックの欄が追加されました。 
 平成２９年４月からは、これまでどおり保安基準適合証の電子化を利用せずに新規検査、継続検査、予備検査（保安基
準適合証のみ）、の申請を行う場合には、証明書指示欄に以下に該当する番号を記載することとなり、電子化を利用する場
合にはチェックの欄□にレが必要となります。 
 つきましては、自動車検査証の交付等を円滑に行うため、証明書指示欄に番号の記載をお願いします。 
 
 

                     
 
 
 
 

 

 

お願い～ＯＣＲの記載について～ 

＜電子保適証を利用しない場合＞ 

保安基準適合証の電子化を利

用せずに、これまでと同様に

申請される場合には、証明書

指示欄に「１」を記載してく

ださい。 

○94証明書指示 

 
 
 
1 保・自提出 
2 保適証提出 
3 自賠責提出 

1 

＜電子保適証を利用する場合＞ 

保安基準適合証を電磁的に提

供した場合は下欄の□にチェ

ック（レ）が必要です。 

※ご不明な点は、窓口職員にお問い合わせください。 

 

レ 

○94証明書指示 

 
 

記入しない 
 

 
　　１３．ＯＣＲの記載について
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持込検査を受ける認証工場の皆様へ
平成３１年４月から、軽自動車においても自動車（予備）検査証に認
証番号が記載されますので、申請書の「整備工場コード」欄に認証番
号の記入をお願いいたします。
なお、認証番号の記入は必須です。

対象手続き

・新規検査（中古に限る）・予備検査（中古に限る）・継続検査

※構造等変更検査は対象外です。

※指定工場で車検を実施した場合は、従来のとおり「指定番号」での記入になります。

新規検査・予備検査 （軽第１号様式）

継続検査 （軽専用第２号様式）

（注１）実際に受検した認証工場の認証番号を記入
してください。

（注２）指定工場の方が持込検査を受検した場合は
指定番号でなく、認証番号を記入してください。

 
　　１４．持込検査を受ける認証工場の皆様へ
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レイヤー 1

登録情報処理機関（AIRAS）

2019年（令和元年）
5月7日から

軽自動車OSSを
開始しました。

継続検査

お問い合わせ先：軽自動車OSS専用ダイヤル 電話：050-3364-0800
軽自動車OSSポータルサイト：https://www.k-oss.keikenkyo.or.jp

検査手数料・
自動車重量税の
電子納付

電子申請

Cl

ick
!

整備業務
システム

指定整備工場

自賠責

保安基準適合証

自賠責

保安基準適合証

申請代理人
申請書

検査手数料・重量税

申請情報

検査手数料・重量税

旧車検証

軽自動車検査協会事務所等

審　査

新車検証

保安基準
適合証情報

自賠責情報

OSSの前提条件

確　認

確　認

電子申請

電子納付

自賠責情報

申請データ

電子保安基準
適合証情報

新旧車検証の交換／検査標章の交付
※新旧車検証の交換の際には、納税証明書の提示が必要。

　　１５．軽自動車ＯＳＳ開始のお知らせ
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軽自動車
ＯＳＳとは

軽自動車ＯＳＳ（継続検査）利用のメリット

軽自動車を保有するためには、各種申請（検査申請、地方税申告等）と

手数料・税の納付（検査手数料、自動車重量税、自動車取得税）が必要と

なります。これらの手続をインターネット上で一括して行うことによって、

申請者の負担を軽減させる仕組みが「軽自動車保有関係手続のワン

ストップサービス（軽自動車ＯＳＳ）」です。なお、現時点では、地方税の

申告等に関する手続は、軽自動車ＯＳＳの対象外となっています。

１．申請手続

○紙の書類の書き損じと比べ、電子入力の場合、訂正が圧倒的に容易。

○申請書類（申請書、保適証、自賠責証、重量税納付書）の提出・提示が不要。

３．検査手数料・自動車重量税の納付

○電子納付のため、自動車重量税の印紙の購入・貼付（貼り直し）が不要。

○印紙購入等のために現金等を持ち歩く必要がなくなり、盗難・紛失のリスクを回避。

２．保安基準適合証等の電子化（添付書類の作成）

○手書きに比べ、保安基準適合証（保適証）等の作成に要する時間が圧倒的に短縮

　（紙と比較して１/３程度　※「継続検査ＯＳＳ導入の手引き（国土交通省）」より）。

○保適証管理簿の電子化により、管理簿が自動で作成。

4．事務所等の窓口対応

ＯＳＳでは、事前に電子申請・納付を行っていただき、申請内容・税額等の審査が

終了した段階で、新車検証等を受取りに来ていただくこととなるため、

○申請の記載不備等があった際に事務所等への出頭が不要。

○窓口での待ち時間が短縮（審査に要する待ち時間がない）。
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平成３１年４月２６日、当協会のあ
る事務所の構内駐車場において、歩行者
と自動車の接触事故があり、歩行者の方
が亡くなられるという痛ましい事故が発生
しました。

当協会をご利用される皆様におかれまし
ては、これまで以上に歩行者等に注意し
ていただき、構内の徐行運転を厳守して
いただきますよう、お願いいたします。

なお、所定の駐車スペース以外の駐車
につきましても、思わぬ事故の原因となり
ますので、厳に慎んでいただきますようお願
いいたします。

お 知 ら せ来所される皆様へのお願い

 
　　１６．構内徐行運転にご協力ください
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１．検査不合格時のお願い
第五章　参考資料
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

自動車分解整備事業者の遵守事項について

四国運輸局自動車技術安全部

整備・保安課

● 自動車分解整備事業者の遵守事項 四国運輸局

・公衆の見易いように標識を掲げなければならない（第８９条）

・分解整備に係る部分が、保安基準に適合するようにしなければならない。（第９０条）

・分解整備記録簿を備え、記載し、その写しを使用者に交付し、かつ記載の日から２年間
保存しなければならない。（第９１条）

・認証基準に適合するように設備を維持しなければならない（第９１条の２）

自動車分解整備事業者は、自動車の分解整備を実施する場合、保安基準に適合させ
る等自動車の安全な運行を確保する上において重要な責務を負っています。

道路運送車両法には、自動車分解整備事業者の事業体制の適正化を確保するため、
次の遵守事項が設けられています。

２．自動車分解整備事業の遵守事項について
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● 自動車分解整備事業者の遵守事項 四国運輸局

①点検整備料金の掲示
法第４８条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を
当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。

自動車分解整備事業者は、道路運送車両法で定められた遵守事項以外に、国土交
通省令（道路運送車両法施行規則第６２条の２の２）で定められた事項を遵守する必
要があります。（第９１条の３）

道路運送車両法施行規則 第６２条の２の２（抜粋）

②概算見積書の交付
法第４８条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対
し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見
積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。

③過剰請求の禁止
依頼者に対し、行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは
整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。

④不正改造の禁止
道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。

● 自動車分解整備事業者の遵守事項 四国運輸局

⑤整備主任者の選任
事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であって１級又は２級の自動
車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも１人に分解整備及び法第９１条の分解整備
記録簿の記載に関する事項を統括管理させること（自ら統括管理する場合を含む。）。ただし、
当該事項を統括管理する者（以下「整備主任者」という。）は、他の事業場の整備主任者になる
ことができない。

⑥整備主任者研修の受講

道路運送車両法施行規則 第６２条の２の２（抜粋）

経過した整備主任者に運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。

⑦フロン類の大気放出の禁止
エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、
みだりに当該エアコンディショナーに充てんされているフロン類（特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成１３年法律第６４号）第２条第１項に規定するフロン
類をいう。）を大気中に放出しないこと。

⑧共謀・教唆の禁止
他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為（以下この号において「違
反行為」という。）をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助
けないこと。

整備主任者として新たに届け出た、又は最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を
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労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
及
び

安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(案
)

の
概
要

厚
⽣
労
働
省
安
全
衛
⽣
部

安
全
課

３．電気自動車等の整備業務に関する特別教育を定めます
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労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
5
7
号
）
第
5
9
条
第
3
項
で
は
、
事
業
者
は
、
危
険
又
は
有
害
な
業
務
で
、
厚
⽣
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
に
労
働
者
を
つ
か
せ
る
と
き
は
、
特
別
教
育
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。


同
項
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
4
7
年
労
働
省
令
第
3
2
号
。
以
下
「
則
」
と
い
う
。
）
第
3
6
条
第
４
号
に
、
特
別
教
育

が
必
要
と
な
る
業
務
と
し
て
、
高
圧
及
び
低
圧
の
電
気
取
扱
業
務
を
定
め
て
い
る
。


近
年
普
及
が
進
ん
で
い
る
電
気
⾃
動
⾞
や
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
⾃
動
⾞
な
ど
（
以
下
「
電
気
⾃
動
⾞
等
」
と
い
う
。
）
は
、
対
地
電
圧
が
5
0

ボ
ル
ト
を
超
え
る
大
型
の
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
整
備
業
務
は
、
低
圧
電
気
取
扱
業
務
に
あ
た
り
、
事
業
者
は
、
電
気
自
動

⾞
等
の
整
備
を
⾏
う
労
働
者
に
対
し
て
、
当
該
労
働
者
の
電
気
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
則
第
3
6
条
第
４
号
に
基
づ
く
特
別
教

育
を
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。


当
該
特
別
教
育
は
、
安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
（
昭
和
4
7
年
労
働
省
告
⽰
第
9
2
号
。
以
下
「
特
別
教
育
規
程
」
と
い
う
。
）
第
６
条
に

定
め
ら
れ
た
科
目
（
範
囲
）
と
時
間
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。

１
現
状

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
係
る
特
別
教
育
に
つ
い
て
（
１
）

３
電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
必
要
な
特
別
教
育
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
検
討
会


平
成
3
1
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
３
回
開
催


平
成
3
1
年
４
⽉
2
6
日

報
告
書
公
表


一
般
の
低
圧
電
気
取
扱
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
配
電
設
備
や
変
電
設
備
そ
の
も
の
は
、
電
気
⾃
動
⾞
等
に
は
搭
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
お
い
て
必
要
の
な
い
知
識
が
現
⾏
の
教
育
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。


イ
ン
バ
ー
タ
ー
、
コ
ン
バ
ー
タ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
グ
等
の
電
気
⾃
動
⾞
等
に
特
有
の
構
造
等
に
伴
う
危
険
・
有
害
性
は
、
電
気
自
動

⾞
等
の
整
備
業
務
に
必
要
な
知
識
で
あ
り
、
確
実
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

⇒
電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
伴
う
労
働
災
害
防
⽌
の
た
め
、
必
要
か
つ
⼗
分
な
教
育
を
⾏
う
こ
と
が
重
要

２
課
題

池
田

博
康

(座
⻑
)

(独
)労
働
者
健
康
安
全
機
構
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

電
気
安
全
研
究
グ
ル
ー
プ
部
⻑

市
川

紀
充

工
学
院
大
学
工
学
部
電
気
電
子
工
学
科
准
教
授

紙
屋

雄
史

早
稲
⽥
⼤
学
理
⼯
学
術
院
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
科
教
授

髙
橋

徹
(一
社
)⽇
本
⾃
動
⾞
整
備
振
興
会
連
合
会
教
育
・
技
術
部
⻑

冨
田

一
(独
)労
働
者
健
康
安
全
機
構
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

研
究
推
進
・
国
際
セ
ン
タ
ー

羽
石

健
(一
社
)⽇
本
⾃
動
⾞
⼯
業
会

サ
ー
ビ
ス
部
会
委
員

⼈
⾒

義
明

(一
財
)⽇
本
⾃
動
⾞
研
究
所

電
動
モ
ビ
リ
テ
ィ
研
究
部
主
管

⽥
路

⿓
吾

国
⼟
交
通
省
⾃
動
⾞
局
整
備
課
整
備
事
業
指
導
官

（
敬
称
略
）

参
集
者

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

（
電
気
⾃
動
⾞
の
⾼
電
圧
系
部
品
と
配
線
の
例
）

開
催
実
績
等
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高
圧
*
1
又
は
特
別
高
圧
*
2
の
充
電
電
路
と
そ
の
支
持
物
の
敷

設
、
点
検
、
修
理
、
操
作
の
業
務


低
圧
*
3
の
充
電
電
路
*
4
の
敷
設
・
修
理
の
業
務


配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
に
設
置
す
る
低
圧

の
電
路
の
う
ち
充
電
部
分
が
露
出
し
て
い
る
開
閉
器
の
操
作

の
業
務


高
圧
*
1
又
は
特
別
高
圧
*
2
の
充
電
電
路
と
そ
の
支
持
物
の
敷

設
、
点
検
、
修
理
、
操
作
の
業
務


低
圧
*
3
の
充
電
電
路
*
4
の
敷
設
・
修
理
の
業
務


配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
に
設
置
す
る
低
圧

の
電
路
の
う
ち
充
電
部
分
が
露
出
し
て
い
る
開
閉
器
の
操
作

の
業
務

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
係
る
特
別
教
育
に
つ
い
て
（
２
）

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
を
含
む

電
気
⾃
動
⾞
等

の
整
備
業
務


電
気
⾃
動
⾞
等
*
5
の
整
備
業
務

独
⽴

*
1
︓
直
流
で
は
7
5
0
V
を
、
交
流
で
は
6
0
0
V
を
超
え
、
7
0
0
0
V
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。

*
2
︓
7
0
0
0
V
を
超
え
る
電
圧
を
い
う
。

*
3
︓
直
流
で
は
7
5
0
V
以
下
、
交
流
で
は
6
0
0
V
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。

*
4
︓
対
地
電
圧
が
5
0
V
以
下
で
あ
る
も
の
等
を
除
く
。

●
（
則
第
3
6
条
の
改
正
）
特
別
教
育
の
対
象
と
な
る
電
気
取
扱
業
務
の
範
囲
を
⾒
直
し
、
電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
を
独
⽴
さ
せ
る
。

４
改
正
の
内
容

表
１

低
圧
電
気
取
扱
業
務
に
係
る
特
別
教
育
（
現
⾏
）

表
２

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
係
る
特
別
教
育
（
案
）

科
目

範
囲

時
間

学 科 教 育

低
圧
の
電
気
に
関
す

る
基
礎
知
識

低
圧
の
電
気
の
危
険
性

短
絡

漏
電

接
地

電
気
絶
縁

１
時
間
〜

低
圧
の
電
気
設
備
に

関
す
る
基
礎
知
識

配
電
設
備

変
電
設
備

配
線

電
気

使
用
設
備

保
守
及
び
点
検

２
時
間
〜

低
圧
用
の
安
全
作
業

用
具
に
関
す
る
基
礎

知
識

絶
縁
用
保
護
具

絶
縁
用
防
具

活
線

作
業
用
器
具

検
電
器

そ
の
他
の
安

全
作
業
用
具

管
理

１
時
間
〜

低
圧
の
活
線
作
業
及

び
活
線
近
接
作
業
の

方
法

充
電
電
路
の
防
護

作
業
者
の
絶
縁
保

護
停
電
電
路
に
対
す
る
措
置

作
業

管
理

救
急
処
理

災
害
防
止

２
時
間
〜

関
係
法
令

労
働
安
全
衛
⽣
法
令
中
の
関
係
条
項

１
時
間
〜

実 技
低
圧
の
活
線
作
業
及
び
活
線
近
接
作
業
の
方
法

７
時
間
〜

*
6

科
目

範
囲

時
間

学 科 教 育

低
圧
の
電
気
に
関
す

る
基
礎
知
識

低
圧
の
電
気
の
危
険
性

短
絡

漏
電

接
地

電
気
絶
縁

１
時
間
〜

低
圧
の
電
気
装
置
に

関
す
る
基
礎
知
識

電
気
⾃
動
⾞
等
の
仕
組
み
と
種
類

コ
ン
バ
ー
タ
及
び
イ
ン
バ
ー
タ

配
線

駆
動
用
蓄
電
池
及
び
充
電
器

駆
動
用

原
動
機
及
び
発
電
機

電
気
使
用
機
器

保
守
及
び
点
検

2
.5
時
間

〜

低
圧
用
の
安
全
作
業

用
具
に
関
す
る
基
礎

知
識

絶
縁
用
保
護
具
、
絶
縁
工
具
及
び
絶
縁

テ
ー
プ

検
電
器

そ
の
他
の
安
全
作

業
用
具

管
理

0
.5
時
間

〜

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整

備
作
業
の
方
法

充
電
電
路
の
保
護

作
業
者
の
絶
縁
保

護
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
グ
の
取
扱
い
の
方

法
停
電
電
路
に
対
す
る
措
置

作
業

管
理

救
急
処
理

災
害
防
止

1
時
間
〜

関
係
法
令

労
働
安
全
衛
⽣
法
令
中
の
関
係
条
項

１
時
間
〜

実 技
電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
作
業
の
⽅
法

１
時
間
〜

●
（
特
別
教
育
規
程
の
改
正
）
電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
に
係
る
特
別
教
育
の
科
⽬
・
範
囲
・
時
間
を
規
定
す
る
。
（
告
⽰
事
項
︓
参
考
）

５
施
⾏
期
⽇
等

公
布

日
施
⾏
期
⽇

電
気
⾃
動
⾞
等
の
整
備
業
務
を
除
く

*
6
︓
開
閉
器
の
操
作
の
業
務
の
み
を
⾏
う
者
に
つ
い
て
は
１
時
間

︓
令
和
元
年
８
⽉
上
旬
（
予
定
）

︓
同
年
1
0
月
1
日

＋

*
5
︓
対
地
電
圧
が
5
0
V
を
超
え
る
低
圧
の
蓄
電
池
を
内
蔵
す
る
⾃
動
⾞
と
す
る
。
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４．景品表示法の概要について（消費者庁パンフレット「事例でわかる景品表示法」抜粋）
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中小企業等経営強化法に基づく

支 援 措 置 活 用 の 手 引 き

（ 平 成 ３ １ 年 度 税 制 改 正 対 応 版 ）

令和元年８月５日版

１．はじめに

中小企業等経営強化法に基づく

支援措置・・・P.1

２．税制措置

① 中小企業経営強化税制

（１）制度の概要・・・P.２

（２）適用手続き・・・P.３

Ａ類型：生産性向上設備・・P.４

Ｂ類型：収益力強化設備・・P.６

目 次
② 事業承継等に係る登録免許

税・不動産取得税の特例

（１）制度の概要・・・P.９

（２）適用手続き・・・P.１０

３．金融支援

（１）各種金融支援の概要・・P.１１

（２）適用手続き・・・P.１３

４．法的支援

（１）各種法的支援の概要・・・P.１４

（２）適用手続き・・・P.１４

５．ホームページ・問い合わせ先

・・・P.１８

※本手引きは予告なく修正される
ことがありますので、必ず中小企
業庁HPに掲載されている最新版を
ご確認ください。

５．
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機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

器具備品・工具
（30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

地
方
税

支援措置

設備の種類
（価額要件）

国
税

１．はじめに

中小企業等経営強化法に基づく支援措置
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置

（税制措置、金融支援、法的支援）を受けることができます。
○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の

特例（P.２～）、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許
税・不動産取得税の特例（P１０～）を利用することができます。

○金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する
信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

○法的支援・・・業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する
特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることが
できます。

2.  税制措置

設備の取得に係る税制措置の概要

法人税（※１）について、即時償却または取得価額の10％（※２）

の税額控除が選択適用できます。（中小企業経営強化税制）
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超１億円以下の法人は７％

生産性向上設備（A類型）

生産性が年平均１％以上向上

投資利益率５％以上のパッケージ投資

収益力強化設備（B類型）

【中小企業経営強化税制】
即時償却又は税額控除10％（※７％）

※ を付した部分は、資本金３,０００万円超１億円以下の法人の場合1

【中小企業投資促進税制（中促）】
30％特別償却又は税額控除7％

※ 30％特別償却のみ適用

【商業・サービス業活性化税制】
30％特別償却又は税額控除7％

※ 30％特別償却のみ適用

を付した部分は、経営力向上計画の認定が必要

※ 経営力向上計画の策定は、別冊「経営力
向上計画策定の手引き」をご確認下さい。

国

税
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２． ①中小企業経営強化税制

2

（１）制度の概要
青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経

営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等
して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10％（資本金

3000万円超１億円以下の法人は７％）の税額控除を選択適用することができます。

② 指定期間とは？
平成29年4月1日から令和３年3月31日までの期間

条文：租税特別措置法
第10条の5の3【所得税】、第42条の12の4【法人税】、第68条の15の5【連結法人】

① 中小企業者等とは？
・資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※ 中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限ります。

ただし、次の法人は、資本金若しくは出資金の額が１億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。
①同一の大規模法人（注） ②２以上の大規模法人（注）から３分の２以上の出資を受ける法人
③前３事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人
（注）大規模法人とは、資本金若しくは出資金の額が１億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち

常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人（資本金又は出資金の額が５億円以上である法人等）と
の間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業等
経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分のみ）及び中小企業投資育
成株式会社を除きます。

③ 一定の設備とは？

※１ 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの（経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売
を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が２分の１を超える発電設備等）を除く。

※２ 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするも
のを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。

※３ 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得等を
するものを除く。

※４ 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用ＯＳのうち一定のものなどは除く（中促と同様）。
※５ 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内

容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P．１６を確認してください。
※６ 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの

質疑応答事例（国税庁）をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

（注１）税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除
税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％までが上限となります。なお、税額控除の限度額を
超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

（注２）特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

類型 生産性向上設備（A類型） 収益力強化設備（B類型）

要件 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

確認者 工業会等 経済産業局

対象
設備

◆機械装置（※１、５）（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※２）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※３、５）（60万円以上/14年以内）
◆ソフトウエア（※４）（情報収集機能及び分析・指示機
能を有するもの）（70万円以上/5年以内）

◆機械装置（※１、５）（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※２）（30万円以上）
◆建物附属設備（※３、５）（60万円以上）
◆ソフトウエア（※４）（70万円以上）

その他
要件

生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に
係るもの等は該当しません。）（※６）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等

※平成３１年４月１日以降に開始する事業年度から適用される中小企業者等

について記載しています。

- 186 -

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

Sheet1

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア．中堅企業・その他政令で定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		イ．中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						① 日本政策金融公庫による低利子融資		×		○

						③ 中小企業信用保険法の特例

						④ 中小企業投資育成株式会社法の特例

						⑤ 日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						② 商工中金による低利融資		○		○

						⑦ 食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×













																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（※１、５）（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※２）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※３、５）（60万円以上/14年以内）
◆ソフトウエア（※４）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ		◆機械装置（※１、５）（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※２）（30万円以上）
◆建物附属設備（※３、５）（60万円以上）
◆ソフトウエア（※４）（70万円以上）

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。）（※６）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※３）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ

																工具 コウグ		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ

																ソフトウエア（※３）		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称／問い合わせ窓口 ト ア マドグチ		電話

				①・⑤		（株）日本政策金融公庫　事業資金ダイヤル		0120-154-505

				②		（株）商工組合中央金庫 カブ		0120-079-366

				③		各都道府県の信用保証協会
または(一社)全国信用保証協会連合会		各都道府県の信用保証協会　または　03-5470-1575

				④		東京中小企業投資育成株式会社
（新潟・長野・静岡以東の18都道県に本社を置いている企業） カブシキ カイシャ ホンシャ オ キギョウ		03-5469-1811（代）

						名古屋中小企業投資育成株式会社
（愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県に本社を置いている企業） カブシキガイシャ ホンシャ オ キギョウ		052-581-9541（代）

						大阪中小企業投資育成株式会社
（福井・滋賀・奈良・和歌山以西の24府県に本社を置いている企業） カブシキガイシャ		06-6459-1700（代）
（九州支社：
092-724-0651（代））

				⑥		独立行政法人中小企業基盤整備機構
ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575

				⑦		（公財）食品流通構造改善促進機構　業務部		03-5809-2176
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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２．①中小企業経営強化税制

3

④ 指定事業とは？
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一
般旅客自動車運送業 、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡
業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、
不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス
業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合
（他に分類されないもの）、サービス業（他に分類されないもの）

（注１）中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該
当する全ての事業が中小企業経営強化税制の指定事業となります。

（注２）電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業（映画業を除く）等は対象になりません。
（注３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に

該当するものを除きます。

（２）適用手続き

（２－１）A類型：生産性向上設備

生産性向上設備の要件

要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
証明書取得から税制の適用を受けるまでの流れについてはP４を参照。

対象設備

下の表の対象設備のうち、以下の２つの要件を満たすもの
① 一定期間内に販売されたモデル（最新モデルである必要はありません）

② 経営力の向上に資するものの指標（生産効率、エネルギー効率、精度など）が
旧モデルと比較して年平均１％以上向上している設備（※）
※ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

設備の種類 用途又は細目
最低価額

（１台１基又は一

の取得価額）

販売開始時期

機械装置（※１、５） 全て 160万円以上 10年以内

工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 ５年以内

器具備品（※２、６） 全て 30万円以上 ６年以内

建物附属設備（※３、５、６） 全て 60万円以上 14年以内

ソフトウエア（※４）

設備の稼働状況等に係る情

報収集機能及び分析・指示

機能を有するもの

70万円以上 5年以内

※１ 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの（経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売
を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が２分の１を超える発電設備等。以下同じ）を除く。

※２ 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするも
のを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。

※３ 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得等
をするものを除く。

※４ 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用ＯＳのうち一定のものなどは除く（中促と同様）。
※５ 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内

容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P．１６を確認してください。
※６ 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの

質疑応答事例（国税庁）をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
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				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア		イ

								中堅企業・その他政令で
定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						①商工中金による低利融資		○		○

						⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑤中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×

						②中小企業信用保険法の特例		×		○

						③中小企業投資育成株式会社法の特例

						④-１日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						④-２日本政策金融公庫による低利子融資



																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆一定のソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ イッテイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆一定のソフトウエア（※３）（70万円以上） イッテイ

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置（※１、５） キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※２、６） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※３、５、６） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※４）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ

																工具 コウグ		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ

																ソフトウエア		一定のソフトウエア（※３） イッテイ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県





機密性○




Sheet7



				番号		機関の名称		問合せ窓口		電話		ホームページ

				①		㈱商工組合中央金庫　（商工中金）		各支店		0120-079-366		http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/



				②		（一社）全国信用保証協会連合会		各都道府県等の信用保証協会		03-6823-1200		http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

										または各都道府県等の信用保証協会

				③		東京中小企業投資育成		新潟・長野・静岡以東の１８都道県		03-5469-1811（代）		http://www.sbic.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						名古屋中小企業投資育成		愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県		052-581-9541（代）		http://www.sbic-cj.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						大阪中小企業投資育成		福井・滋賀・奈良・和歌山以西の２４府県に本社を置いている企業		06-6459-1700（代）		http://www.sbic-wj.co.jp/

						株式会社				（九州支社：092-724-0651（代））

				④		（株）日本政策金融公庫		各支店		0120-154-505		https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

								（ホームページでご確認ください）

				⑤		独立行政法人中小企業基盤整備機構		ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575		http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/

				⑥		（公財）食品流通構造改善促進機構		業務部		03-5809-2176		http://www.ofsi.or.jp/
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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２．①中小企業経営強化税制

4

適用手続き

① 設備ユーザーは、当該設備を生産した機器メーカー等（以下「設備メーカー」）に証明書
の発行を依頼してください。

② 依頼を受けた設備メーカーは、証明書（様式１）及びチェックシート（様式２）に必要事
項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
（注）設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームページを
ご参照ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

③ 工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカーに証明書を
発行してください。

④ 工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカーは、依頼があった設備ユーザーに証明書
を転送してください。

⑤・⑥ 設備ユーザーは、④の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及び
その写しとともに④の工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請します。主務
大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを設備ユーザーに交付します。

⑦・⑧ 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上
の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることが
できます。税務申告に際しては、納税書類に④の工業会証明書、⑤の計画申請書及び⑥の
計画認定書（いずれも写し）を添付してください。

（注）本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件（取得価額や事業の用に供する等）
を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

 各様式は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。（トップページ→経営サポート→
経営強化法による支援→工業会等による証明書について）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

※②～③は設備メーカーと工業会等とのやりとりです。
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（２－２）Ｂ類型：収益力強化設備

収益力強化設備の要件

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれることにつき、
経済産業大臣（経済産業局）の確認を受けた投資計画に記載された
投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

上記の要件について、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
確認書取得から税制の適用を受けるまでの流れについてはＰ.６を参照。

投資利益率の計算について
年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。

※１ 会計上の減価償却費
※２ 設備の取得等をする年度の翌年度以降３年度の平均額
※３ 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

「営業利益＋減価償却費※１」の増加額※２

設備投資額※３

投資計画の策定単位について

投資計画の策定単位は、収益力強化設備の導入の目的（＝事業の生産性の向上に特に資
すること）に照らして、必要不可欠な設備の導入に係るものであり、その設備から投資利
益率を算定する際に、追加的に生じる効果を正確に算出するために必要最小限の単位が、
投資計画の策定単位です。
（例）工場の生産ラインの改善投資→生産ライン単位（工場全体に効果が出る場合は工場単位）

対象設備
設備の種類 用途又は細目

最低価額
（１台１基又は一

の取得価額）

機械装置（※１、５） 全て 160万円以上

工具 全て 30万円以上

器具備品（※２、６） 全て 30万円以上

建物附属設備（※３、５、６）全て 60万円以上

ソフトウエア（※４） 全て 70万円以上
※１ 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの（経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売

を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が２分の１を超える発電設備等）を除く。
※２ 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするも

のを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※３ 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得等

をするものを除く。
※４ 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用ＯＳのうち一定のものなどは除く（中促と同様）。

※５ 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びそ
の記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P．１６を確認してください。

※６ 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。
詳しくはこちらの質疑応答事例（国税庁）をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
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Sheet1

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア		イ

								中堅企業・その他政令で
定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						①商工中金による低利融資		○		○

						⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑤中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×

						②中小企業信用保険法の特例		×		○

						③中小企業投資育成株式会社法の特例

						④-１日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						④-２日本政策金融公庫による低利子融資



																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆一定のソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ イッテイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆一定のソフトウエア（※３）（70万円以上） イッテイ

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※３）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク

																機械装置（※１、５） キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ

																工具 コウグ		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																器具備品（※２、６） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																建物附属設備（※３、５、６） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ

																ソフトウエア（※４）		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称		問合せ窓口		電話		ホームページ

				①		㈱商工組合中央金庫　（商工中金）		各支店		0120-079-366		http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/



				②		（一社）全国信用保証協会連合会		各都道府県等の信用保証協会		03-6823-1200		http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

										または各都道府県等の信用保証協会

				③		東京中小企業投資育成		新潟・長野・静岡以東の１８都道県		03-5469-1811（代）		http://www.sbic.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						名古屋中小企業投資育成		愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県		052-581-9541（代）		http://www.sbic-cj.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						大阪中小企業投資育成		福井・滋賀・奈良・和歌山以西の２４府県に本社を置いている企業		06-6459-1700（代）		http://www.sbic-wj.co.jp/

						株式会社				（九州支社：092-724-0651（代））

				④		（株）日本政策金融公庫		各支店		0120-154-505		https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

								（ホームページでご確認ください）

				⑤		独立行政法人中小企業基盤整備機構		ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575		http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/

				⑥		（公財）食品流通構造改善促進機構		業務部		03-5809-2176		http://www.ofsi.or.jp/
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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２． ①中小企業経営強化税制

6

①・② 申請書（様式１）に必要事項をご記入いただき、必要書類（当該申請書の裏付けとなる
資料等）を添付の上、公認会計士又は税理士の事前確認を受けてください。
公認会計士又は税理士は申請書と裏付けとなる資料に齟齬がないか等を確認し、「事前確
認書（様式２）」を発行します。

③・④ 申請者は、必要に応じて申請書の修正等を行った上で、②の事前確認書を添付の上、
本社所在地を管轄する経済産業局（※）に、事前にご連絡（予約）をした上で、申請書の
内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明ください。
※申請書に記載のある設備の導入場所に当該申請書について説明可能な方がいるなど、特

段の事情がある場合は設備の導入場所の管轄の経済産業局でも申請ができます。
経済産業局は、③のご説明を受けてから、概ね１ヶ月以内に、②の事前確認書、申請書、
添付書類に基づき、当該申請書が経営力向上設備等の投資計画であるとして適切である場
合に確認書（様式３）を発行し、申請書及び必要添付書類を添付したものをお渡しします。

⑤・⑥ 申請者は、④の確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し、計画申請書及び
その写しとともに④の確認書及び確認申請書（いずれも写し）を添付して、主務大臣に計
画申請します。主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを申請者に交付します。

⑦・⑧ 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上
の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることが
できます。税務申告に際しては、④の確認書、⑤の申請書及び⑥の認定書（いずれも写し）
を添付してください。

⑨ ④の確認書の交付を受けた申請者は、設備の取得等をする年度の翌年度以降３年間について、
当該投資計画に関する実施状況報告を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後
４ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。

（注）本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件（取得価額や事業の用に供する等）を
満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

 各様式は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。（トップページ→経営サポート→
経営強化法による支援→経済産業局による確認書について）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html

適用手続き（中小企業経営強化税制Ｂ類型）
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２． ①中小企業経営強化税制

7

各経済産業局の問い合わせ先

※ 減価償却資産の種類の判断や税法上の規定に関するお問い合わせに関しては、公認会計士・
税理士、または所轄の税務署までご確認下さい。

（お問い合わせ先） （管轄地域）

○北海道経済産業局
中小企業課（直通：011－709－3140）

北海道

○東北経済産業局
経営支援課（直通：022－221－4806）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

○関東経済産業局
中小企業課（直通：048－600―0338）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

○中部経済産業局
経営力向上室（直通：052－951－0253）

岐阜県、愛知県、三重県

○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
産業課（直通：076―432―5401）

富山県、石川県

○近畿経済産業局
創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

○中国経済産業局
経営支援課（直通：082-205-5316）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

○四国経済産業局
新事業促進室（直通：087-811-8562）

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

○九州経済産業局
経営支援課
（直通：092－482－5592,5593）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

○沖縄総合事務局経済産業部
中小企業課（直通：098―866―1755）

沖縄県
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8

設備の取得時期について（中小企業経営強化税制A・B共通）

設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日
以内に経営力向上計画が受理される必要があります（計画変更により設備を追加
する場合も同様です）。

上記の場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見
ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度（各企業の事業年
度）内に認定を受ける必要があります（当該事業年度を超えて認定を受けた場合、
税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください）。

申
請
（
受
理
）

経
営
力
向
上
計
画

設
備
取
得

税
務
申
告

事
業
年
度
末

標準処理期間
30日

認
定

経
営
力
向
上
計
画

申
請
（
受
理
）

経
営
力
向
上
計
画

設
備
取
得

税
務
申
告

標準処理期間
30日

認
定
（※

２
）

経
営
力
向
上
計
画

設備取得から申請受理まで
60日以内

事
業
年
度
末

事
業
供
用

事
業
供
用

申
請

(

Ｂ
類
型)

経
産
局
確
認
書

(

Ａ
類
型)

工
業
会
証
明
書

【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合

【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得

※１ 経産局への確認（Ｂ類型）申請は設
備取得より前に行う必要があります。

※２ 税制の適用を受けるためには、各企業の
事業年度内に認定を受ける必要があります。

経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画の認定後に
取得することが【原則】です。原則に従うことができない場合には、設備取
得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要がありますので、
【例外】の流れをご確認下さい。

取
得

(

Ｂ
類
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産
局
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書

(
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工
業
会
証
明
書
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２．② 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

（１）制度の概要

①中小企業者等が、②適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた
経営力向上計画に基づき、③合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小
企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転
について生じる④登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

③ 対象となる行為類型

(i) 合併 、(ii) 会社分割 又は (iii)事業譲渡 により、他の中小企業者等か
ら土地・建物を含む事業上の権利義務を取得する行為であって、事業の承
継を伴うもの

※ 「事業の承継を伴う」取組みであることが必要です。
① 同一の者に支配された法人間での事業の移転等、実質的に事業の承継といえないものは除かれます。

具体的には、承継される企業と承継する企業を直接又は間接に支配している者が、同一の者である
場合には、「事業の承継を伴う」ものとはいえず、対象となりません。

② 事業を承継させる側の経営者と事業を承継する側の経営者が親族関係にない場合であれば、認定対
象となり得ます。双方の経営者が親族関係にある場合には、別途申請書の提出先又は中小企業庁 事
業環境部 財務課にお問合せください。

条文：租税特別措置法第８０条（認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減）第３項
地方税法附則第11条（不動産取得税の課税標準の特例） 第16項

① 中小企業者等とは？

・資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等（中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①同一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない

法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける法人
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人

土地・建物の取得に係る税制措置の概要

他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、登録免許
税・不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

② 適用期間とは？

平成30年７月９日から令和2年３月３１日までの期間

※ 以上の条件を満たせば、登録免許税・不動産取得税いずれの軽減措置も利用可能となります。
以上の条件までは満たさない場合でも、中小企業経営強化法上の「中小企業者等」（「経営力向上計画策

定の手引き」P.３をご参照ください。）に該当する者であれば、登録免許税の軽減措置のみ利用することが
できます。
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２． ② 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

認定計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を行って、土地・建
物を取得する場合には、以下のとおり、特例が適用されます。

※ 平成31年3月31日までの間、土地を売買した場合の登録免許税は、一般的に、1.5%に軽減されている。

通常税率
計画認定時の

税率
事業に必要な資産の譲受け
による移転の登記

2.0%(※) 1.6%

合併による移転の登記 0.4% 0.2%

分割による移転の登記 2.0% 0.4%

不動産所有権移転の
登記

登記の種類

（２）適用手続き

④ 軽減措置の内容

取得する不動産の
種類

税額 計画認定時の特例

土地・住宅 　不動産の価格×3.0%

住宅以外の家屋 　不動産の価格×4.0%(※２)

不動産の価格の1/6相当額を
課税標準から控除

＜不動産取得税（事業譲渡の場合のみ（※１））＞

＜登録免許税＞

※1 合併や一定の会社分割の場合は非課税
※2 事務所や宿舎等の一定の不動産を除く。

① 計画認定
合併、会社分割又は事業譲渡を行って土地・建物を取得することを内容に

含む経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。登録免許税の軽減措
置を受ける場合には、適用証明申請書を計画認定の省庁に２部提出し、軽減
措置の対象であることを示す適用証明書を受け取ってください。

なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、申請書の提出先は、当
該措置に係る土地・建物が所在する都道府県になりますので、ご留意くださ
い。

② 合併等の実行、土地・建物の権利移転登記手続き
認定計画の内容に従って合併、会社分割又は事業譲渡を実行した後、土

地・建物の権利移転に係る移転登記手続を法務局に申請することになります。
登録免許税の軽減措置を受ける場合には、この申請の際、適用証明書を添

付して申請してください。申請時に納付すべき登録免許税が、軽減されます。
※ 登録免許税の軽減措置を受けるためには、計画認定の日から1年以内に移転登記手続きを完了すること

が必要です。

③ 不動産取得税の申告・納税
不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、不動産の取得に係る申告の際

に、認定書の写しを添付して申告してください。その後、都道府県から送付
される納税通知書に従い、軽減された税額を支払ってください。

※ 不動産取得税の軽減措置を受ける場合、提出先となる省庁に対し、申請書の記載内容、
提出手続きについて、可能な限り事前にご相談ください。
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Sheet1

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア		イ

								中堅企業・その他政令で
定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						①商工中金による低利融資		○		○

						⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑤中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×

						②中小企業信用保険法の特例		×		○

						③中小企業投資育成株式会社法の特例

						④-１日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						④-２日本政策金融公庫による低利子融資



																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆一定のソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ イッテイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆一定のソフトウエア（※３）（70万円以上） イッテイ

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※３）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																登記の種類				通常税率 ツウジョウ ゼイリツ		計画認定時の税率 ケイカク ニンテイ ジ ゼイリツ

																不動産所有権移転の登記 フドウサン ショユウケン イテン トウキ		事業に必要な資産の譲受けによる移転の登記 ジギョウ ヒツヨウ シサン ユズリウ イテン トウキ		2.0%(※)		1.6%

																		合併による移転の登記 ガッペイ イテン トウキ		0.4%		0.2%

																		分割による移転の登記 ブンカツ イテン トウキ		2.0%		0.4%
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称		問合せ窓口		電話		ホームページ

				①		㈱商工組合中央金庫　（商工中金）		各支店		0120-079-366		http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/



				②		（一社）全国信用保証協会連合会		各都道府県等の信用保証協会		03-6823-1200		http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

										または各都道府県等の信用保証協会

				③		東京中小企業投資育成		新潟・長野・静岡以東の１８都道県		03-5469-1811（代）		http://www.sbic.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						名古屋中小企業投資育成		愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県		052-581-9541（代）		http://www.sbic-cj.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						大阪中小企業投資育成		福井・滋賀・奈良・和歌山以西の２４府県に本社を置いている企業		06-6459-1700（代）		http://www.sbic-wj.co.jp/

						株式会社				（九州支社：092-724-0651（代））

				④		（株）日本政策金融公庫		各支店		0120-154-505		https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

								（ホームページでご確認ください）

				⑤		独立行政法人中小企業基盤整備機構		ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575		http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/

				⑥		（公財）食品流通構造改善促進機構		業務部		03-5809-2176		http://www.ofsi.or.jp/
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア		イ

								中堅企業・その他政令で
定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						①商工中金による低利融資		○		○

						⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑤中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×

						②中小企業信用保険法の特例		×		○

						③中小企業投資育成株式会社法の特例

						④-１日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						④-２日本政策金融公庫による低利子融資



																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆一定のソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ イッテイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆一定のソフトウエア（※３）（70万円以上） イッテイ

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																取得する不動産の種類 シュトク フドウサン シュルイ		税額 ゼイガク		計画認定時の特例 ケイカク ニンテイ ジ トクレイ

																土地・住宅 トチ ジュウタク		　不動産の価格×3.0% フドウサン カカク		不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除 フドウサン カカク ソウトウ ガク カゼイ ヒョウジュン コウジョ

																住宅以外の家屋 ジュウタク イガイ カオク		　不動産の価格×4.0%(※２) フドウサン カカク
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称		問合せ窓口		電話		ホームページ

				①		㈱商工組合中央金庫　（商工中金）		各支店		0120-079-366		http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/



				②		（一社）全国信用保証協会連合会		各都道府県等の信用保証協会		03-6823-1200		http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

										または各都道府県等の信用保証協会

				③		東京中小企業投資育成		新潟・長野・静岡以東の１８都道県		03-5469-1811（代）		http://www.sbic.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						名古屋中小企業投資育成		愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県		052-581-9541（代）		http://www.sbic-cj.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						大阪中小企業投資育成		福井・滋賀・奈良・和歌山以西の２４府県に本社を置いている企業		06-6459-1700（代）		http://www.sbic-wj.co.jp/

						株式会社				（九州支社：092-724-0651（代））

				④		（株）日本政策金融公庫		各支店		0120-154-505		https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

								（ホームページでご確認ください）

				⑤		独立行政法人中小企業基盤整備機構		ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575		http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/

				⑥		（公財）食品流通構造改善促進機構		業務部		03-5809-2176		http://www.ofsi.or.jp/
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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３．金融支援

経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間
金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調
達に関する支援などを受けることができます。

① 日本政策金融公庫による低利融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利

融資を受ける事ができます。

中堅クラス向け

中小企業者向け
（１）各種金融支援の概要

貸付限度額

貸付金利

(中小企業事業) 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
(国民生活事業) 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

設備資金について、基準利率から0.9％引下げ(運転資金については基準利率)
※基準利率：中小企業事業1.11％ 国民事業1.76％(平成31年4月１日現在、貸付期間５年の場合）

貸付期間 設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)

② 商工中金による低利融資
経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、

低利融資を受ける事ができます。

中小企業者向け

③ 中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、経営力向上計画の実行（※）にあたり、民間金融機関から融資を受

ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保
証枠の拡大が受けられます。

（※）新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」（新事業活動）に限ります。

通常枠 別枠
普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）

無担保保険 8,000万円 8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

新事業開拓保険 2億円→3億円（保証枠の拡大）

海外投資関係保険 2億円→3億円（保証枠の拡大）

保証限度額

中小企業者向け

④ 中小企業投資育成株式会社法の特例
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象（資本金3億円以下の株式会

社）に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社（中小企業者）も中小企業投資育
成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

中小企業者向け

⑤ 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社

が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本
公庫による債務の保証を受けることができます。
○補償限度額：１法人あたり最大４億5000万円
○融資期間 ：１～５年

中小企業者向け

※沖縄県の事業者の方は、沖縄振興開発金融公庫の低利融資がご利用いただけます。
具体的な融資条件等は、同公庫にお問い合わせください。
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３．金融支援

⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証
資本金10億円以下または従業員数2千人以下の中堅企業等（※）が、経営力
向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円（保証
割合50％、最大50億円の借入に対応）の債務の保証を受けられます。
（※）中小企業者は含まれません。

⑦ 食品流通構造改善促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資
を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、
食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けられます。

中堅クラス向け

中堅クラス向け 中小企業者向け

適用対象者

※2【中小企業者の定義】

ゴム製品製造業

ソフトウェア業

又は情報処理

サービス業

旅館業

右欄の上下 3億円 1億円 5000万円 5000万円 ３億円 ３億円 5000万円

どちらかで 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

判断 300人 100人 50人 100人 900人 300人 200人

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

政令指定業種
（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定

めている業種）

資本金

従業員数

製造業そ
の他

卸売業 小売業
サービス
業

※１【「その他政令で定める法人」の定義】

中小企業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等）、社会福祉法人、特定非営利活動法人に
ついても、資本金若しくは出資の総額が10億円以下又は従業員数2000人以下（資本・出資を有しない場合）の要件
を満たす場合は、中小企業者等の範囲に含まれます。

※①～⑦の番号は前ページからの各種金融支援の番号と一致しています。

ア．中堅企業・その他政令
で定める法人（※１）
（イに該当する者を除く）

イ．中小企業者（※２）

資本金10億円以下の会社又は従業

員数2000人以下の会社及び個人

（※２）【中小企業者の定義】

のとおり

経営力向上計画の認定 ○ ○

① 日本政策金融公庫による低利子融資

③ 中小企業信用保険法の特例

④ 中小企業投資育成株式会社法の特例

⑤ 日本政策金融公庫による

スタンドバイ・クレジット

② 商工中金による低利融資

⑦ 食品流通構造改善促進機構による債務
保証（食品製造業者等のみ対象）

⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証 ○ ×

定義

○ ○

中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項）

× ○
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				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア		イ

								中堅企業・
その他政令で定める法人（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						①商工中金による低利融資		○		○

						⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑤中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×

						②中小企業信用保険法の特例		×		○

						③中小企業投資育成株式会社法の特例

						④-１日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						④-２日本政策金融公庫による低利子融資



																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ





&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○




設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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						生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				類型 ルイケイ		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（60万円以上/14年以内）
◆ソフトウェア（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（30万円以上）
◆建物附属設備（60万円以上）
◆ソフトウエア（70万円以上）

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万以上 マン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5447）
　　※本番号は、平成29年3月31日まで。		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア．中堅企業・その他政令で定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		イ．中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						① 日本政策金融公庫による低利子融資		×		○

						③ 中小企業信用保険法の特例

						④ 中小企業投資育成株式会社法の特例

						⑤ 日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						② 商工中金による低利融資		○		○

						⑦ 食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×













																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ
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				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆ソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆ソフトウエア（※３）（70万円以上）

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※３）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ

																工具 コウグ		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ

																ソフトウエア（※３）		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称		問合せ窓口		電話		ホームページ

				①		㈱商工組合中央金庫　（商工中金）		各支店		0120-079-366		http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/



				②		（一社）全国信用保証協会連合会		各都道府県等の信用保証協会		03-6823-1200		http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

										または各都道府県等の信用保証協会

				③		東京中小企業投資育成		新潟・長野・静岡以東の１８都道県		03-5469-1811（代）		http://www.sbic.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						名古屋中小企業投資育成		愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県		052-581-9541（代）		http://www.sbic-cj.co.jp/

						株式会社		に本社を置いている企業

						大阪中小企業投資育成		福井・滋賀・奈良・和歌山以西の２４府県に本社を置いている企業		06-6459-1700（代）		http://www.sbic-wj.co.jp/

						株式会社				（九州支社：092-724-0651（代））

				④		（株）日本政策金融公庫		各支店		0120-154-505		https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

								（ホームページでご確認ください）

				⑤		独立行政法人中小企業基盤整備機構		ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575		http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/

				⑥		（公財）食品流通構造改善促進機構		業務部		03-5809-2176		http://www.ofsi.or.jp/
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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３．金融支援

各種金融支援のご活用を検討している場合は、経営力向上計画を提出する
前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
※①～⑦の番号はＰ.12，13の各種金融支援の番号と一致しています。

（２）適用手続き

注意事項
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営
力向上計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証
を受けられない場合があります。

４．法的支援

番号 機関の名称／問い合わせ窓口 電話

①・⑤ （株）日本政策金融公庫　事業資金ダイヤル 0120-154-505

①’
（株）沖縄振興開発金融公庫　融資第二部

中小企業融資第一班・中小企業融資第二班

098-941-1785

098-941-1795

② （株）商工組合中央金庫 0120-079-366

③
各都道府県の信用保証協会

または(一社)全国信用保証協会連合会

各都道府県の信用保証協会

または　03-6823-1200

東京中小企業投資育成株式会社
（新潟・長野・静岡以東の18都道県に本社を置いている企業）

03-5469-1811（代）

名古屋中小企業投資育成株式会社
（愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県に本社を置いている企業）

052-581-9541（代）

大阪中小企業投資育成株式会社
（福井・滋賀・奈良・和歌山以西の24府県に本社を置いている企業）

06-6459-1700（代）

（九州支社：

092-724-0651（代））

⑥
独立行政法人中小企業基盤整備機構

ファンド事業部事業基盤支援課
03-5470-1575

⑦ （公財）食品流通構造改善促進機構　業務部 03-5809-2176

④

（１）各種法的支援の概要

実施する「事業承継等」
の内容

合併／会社分割 事業譲渡 事業協同組合
等の設立

①許認可承継の特例 ○ ○ ―

②組合発起人数の特例 ― ― ○

③事業譲渡の際の免責的
債務引受けの特例

― ○ ―

実施する事業承継等の内容と、利用可能な支援措置の関係は、以下のとおり
です。
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				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例 コテイ シサンゼイ トクレイ		中小企業経営強化税制 チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ

				対象 タイショウ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定法令 キテイ ホウレイ		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
・組合及び連合会（中小企業等経営強化法が対象とするもの） クミアイ オヨ レンゴウカイ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ タイショウ

						ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 ツギ ホウジン シホンキン オクエン イカ チュウショウ キギョウシャ ダイキボ ホウジン シホンキン シュッシキン ガク オク エンチョウ ホウジン マタ シホン コ ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ イジョウ ダイキボ ホウジン ブン イジョウ シュッシ ウ コガイシャ
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						定義		中小企業者等
（中小企業等経営強化法第2条第2項） チュウショウ キギョウシャ トウ チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

								ア．中堅企業・その他政令で定める法人（※１）
（イに該当する者を除く） タ セイレイ サダ ホウジン ガイトウ モノ ノゾ		イ．中小企業者（※２）

								資本金10億円以下の会社又は従業員数2000人以下の会社及び個人		（※２）【中小企業者の定義】
のとおり

						経営力向上計画の認定		○		○

						① 日本政策金融公庫による低利子融資		×		○

						③ 中小企業信用保険法の特例

						④ 中小企業投資育成株式会社法の特例

						⑤ 日本政策金融公庫による

						スタンドバイ・クレジット

						② 商工中金による低利融資		○		○

						⑦ 食品流通構造改善促進機構による債務保証（食品製造業者等のみ対象）

						⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証		○		×













																		製造業その他		卸売業		小売業		サービス業		政令指定業種

																										（※右記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種）

																										ゴム製品製造業		ソフトウェア業又は情報処理サービス業		旅館業

														資本金		右欄の上下		3億円		1億円		5000万円		5000万円		３億円		３億円		5000万円

																どちらかで		以下		以下		以下		以下		以下		以下 		以下

														従業員数		判断		300人		100人		50人		100人		900人		300人		200人

																		以下		以下		以下		以下		以下		以下		以下
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税の定義

				税制措置 ゼイセイ ソチ		固定資産税特例
（地方税） コテイ シサンゼイ トクレイ チホウゼイ		中小企業経営強化税制
（国税） チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ コクゼイ

				適用対象者 テキヨウ タイショウシャ		中小事業者等 チュウショウ ジギョウシャ トウ		青色申告書を提出する
中小企業者等 アオイロ シンコク ショ テイシュツ チュウショウ キギョウシャ トウ

				規定条文 キテイ ジョウブン		地方税法附則第15条第46項 チホウゼイ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ		租税特別措置法第42条の4第2項 ソゼイ トクベツ ソチホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

				定義 テイギ		・資本金又は出資金が１億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数1000人以下の法人
・従業員数1000人以下の個人
※中小企業経営強化税制については、青色申告書を提出する事業者
※中小企業経営強化税制については、一部の組合及び連合会も適用対象（中小企業等経営強化税制の対象に限る）

ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、従業員数1000人超の法人）から２分の１以上の出資を受ける子会社
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける子会社 シホンキン マタ シュッシキン オクエン イカ ホウジン シホン マタ シュッシ ユウ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ ホウジン ジュウギョウイン スウ ニン イカ コジン チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ ゼイセイ アオイロ シンコクショ テイシュツ ジギョウシャ チュウショウ キギョウ ケイエイ キョウカ イチブ テキヨウ タイショウ カギ
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設備まとめ

				設備 セツビ		機械装置 キカイ ソウチ		器具備品 キグ ビヒン		検査工具・測定工具 ケンサ コウグ ソクテイ コウグ		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		ソフトウェア

				取得価格 シュトク カカク		160万円以上 マン エン イジョウ		30万円以上 マン エンイジョウ		30万円以上 マンエン イジョウ		60万円以上 マンエン イジョウ		70万円以上 マンエン イジョウ

				販売時期 ハンバイ ジキ		10年以内 ネン イナイ		6年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ		14年以内 ネン イナイ		5年以内 ネン イナイ



機密性○




Sheet3



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク						販売開始時期

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ						10年以内

				工具		30万円以上 マンエン イジョウ						5年以内

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ						6年以内

				建物附属設備（※２） セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ						14年以内

				ソフトウェア		70万円以上 マンエン イジョウ						5年以内



				設備の種類		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

				機械装置		160万円以上 マンエン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

				工測定工具及び検査工具		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

				器具備品		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

				建物附属設備 セツビ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ
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				類型 ルイケイ		生産性向上設備（A類型）		収益力強化設備（B類型）

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備		投資収益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ		経済産業局 ケイザイ サンギョウキョク

				対象
設備 タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
◆器具備品（※１）（30万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆ソフトウエア（※３）（情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）（70万円以上/5年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ		◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（※１）（30万円以上）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上）
◆ソフトウエア（※３）（70万円以上）

				その他
要件 タ ヨウケン		生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚
生施設に係るもの等は該当しません。）／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等



						固定資産税の特例 コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

				確認者 カクニンシャ		工業会等 コウギョウカイトウ

				対象設備
（※１） タイショウ セツビ		◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
◆器具備品（30万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上／14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ



								対象設備		特別償却		税額控除

								機械装置		40%		4%

								器具備品		40%		4%

								建物・附属設備・構築物		20%		2%
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						固定資産税の特例
（工業会証明） コテイ シサンゼイ トクレイ

				要件 ヨウケン		①中小企業等経営強化法の認定
②経営力の向上に資するものの指標が旧モデル比年平均１％以上向上する設備 チュウショウ キギョウ トウ ケイエイ キョウカ ホウ ニンテイ ケイエイリョク コウジョウ シ シヒョウ

				対象設備 タイショウ セツビ		◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
◆建物附属設備（６０万円以上/14年以内） ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ ネン イナイ

										固定資産税の軽減措置 コテイ シサンゼイ ケイゲン ソチ

										設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目（最低価額／販売開始時期） ヨウト マタ サイモク サイテイ カガク ハンバイ カイシ ジキ				設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

										機械装置 キカイ ソウチ		全て（１６０万円／１０年以内） スベ マンエン ネン イナイ				機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

										工具 コウグ		測定工具及び検査工具（３０万円／５年以内） ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ マンエン ネン イナイ				工具（※１） コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

										器具備品 キグ ビヒン		全て（３０万円／６年以内） スベ マンエン ネン イナイ				器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

										建物附属設備※ タテモノ フゾク セツビ		全て（６０万円／１４年以内） スベ マンエン ネン イナイ				建物附属設備（※１、２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク		販売開始時期 ハンバイ カイシ ジキ

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ		10年以内 ネン イナイ

																工具 コウグ		測定工具及び検査工具 ソクテイ コウグ オヨ ケンサ コウグ		30万円以上 マンエン イジョウ		５年以内 ネン イナイ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ		６年以内 ネン イナイ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ		14年以内 ネン イナイ

																ソフトウエア（※３）		設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの セツビ カドウ ジョウキョウ トウ カカ ジョウホウ シュウシュウ キノウ オヨ ブンセキ シジ キノウ ユウ		70万円以上 マンエン イジョウ		5年以内 ネン イナイ

																設備の種類 セツビ シュルイ		用途又は細目 ヨウト マタ サイモク		最低価額
（１台１基又は一の取得価額） サイテイ カガク ダイ キ マタ イチ シュトク カガク

																機械装置 キカイ ソウチ		全て スベ		160万円以上 マン エン イジョウ

																工具 コウグ		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																器具備品（※１） キグ ビヒン		全て スベ		30万円以上 マンエン イジョウ

																建物附属設備（※２） タテモノ フゾク セツビ		全て スベ		60万円以上 マンエン イジョウ

																ソフトウエア（※３）		全て スベ		70万円以上 マンエン イジョウ
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				（お問い合わせ先）		（管轄地域）

				○北海道経済産業局
　　中小企業課（直通：011－709－3140）		北海道

				○東北経済産業局
　　経営支援課（直通：022－221－4806）		青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

				○関東経済産業局
　　中小企業課（直通：048－600―0321）		茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

				○中部経済産業局
　　経営力向上室（直通：052－951－0253）		岐阜県、愛知県、三重県

				○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
　　産業課（直通：076―432―5401）		富山県、石川県

				○近畿経済産業局
　　創業・経営支援課（直通：06-6966-6065）		福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

				○中国経済産業局
　　中小企業課（直通：082-205-5316）		鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

				○四国経済産業局
　　中小企業課（直通：087-811-8529）		徳島県、香川県、愛媛県、高知県

				○九州経済産業局
　　中小企業課（直通：092－482－5592）		福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

				○沖縄総合事務局経済産業部
　　中小企業課（直通：098―866―1755）		沖縄県
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				番号		機関の名称／問い合わせ窓口 ト ア マドグチ		電話

				①・⑤		（株）日本政策金融公庫　事業資金ダイヤル		0120-154-505

				①’		（株）沖縄振興開発金融公庫　融資第二部
中小企業融資第一班・中小企業融資第二班 カブ オキナワ シンコウ カイハツ キンユウ コウコ チュウショウ キギョウ ユウシ ダイ 2 ハン		098-941-1785
098-941-1795

				②		（株）商工組合中央金庫 カブ		0120-079-366

				③		各都道府県の信用保証協会
または(一社)全国信用保証協会連合会		各都道府県の信用保証協会　または　03-6823-1200

				④		東京中小企業投資育成株式会社
（新潟・長野・静岡以東の18都道県に本社を置いている企業） カブシキ カイシャ ホンシャ オ キギョウ		03-5469-1811（代）

						名古屋中小企業投資育成株式会社
（愛知・岐阜・三重・富山・石川の５県に本社を置いている企業） カブシキガイシャ ホンシャ オ キギョウ		052-581-9541（代）

						大阪中小企業投資育成株式会社
（福井・滋賀・奈良・和歌山以西の24府県に本社を置いている企業） カブシキガイシャ		06-6459-1700（代）
（九州支社：
092-724-0651（代））

				⑥		独立行政法人中小企業基盤整備機構
ファンド事業部事業基盤支援課		03-5470-1575

				⑦		（公財）食品流通構造改善促進機構　業務部		03-5809-2176
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								・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等） カイシャ コジン ジギョウヌシ イギョウ シカ イギョウ シュ ジギョウ ホウジン イリョウ ホウジン トウ		・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 シャカイ フクシ ホウジン トクテイ ヒエイリ カツドウ ホウジン





				資本金		右欄の上下どちらかで判断 ハンダン		10億円

								以下

				従業員数				2,000人		2,000人

								以下		以下
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				設備の種類
（価額要件） セツビ シュルイ カガク ヨウケン				機械装置
（160万円以上） キカイ ソウチ マン エン イジョウ		ソフトウェア
（70万円以上） エン イジョウ		器具備品・工具
（30万円以上） キグ ビヒン コウグ マン エン イジョウ		建物附属設備
（60万円以上） タテモノ フゾク セツビ マン エン イジョウ

				支援措置 シエン ソチ		地方税 チホウゼイ

						国税 コクゼイ
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４．法的支援

（２）適用手続き

① 許認可承継の特例
事業承継等を行うことを記載内容に含む経営力向上計画の認定を受け

た上で、その内容に従い、以下のいずれかの許認可事業を承継する場合
には、承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引
き継ぐことができます。

旅館業／建設業／火薬類製造業・火薬類販売業／
一般旅客自動車運送事業／一般貨物自動車運送事業／
一般ガス導管事業

② 組合発起人数の特例
組合の組成を記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その

内容に従い、事業協同組合、企業組合又は協業組合を設立する場合には、
通常、最低4人必要とされている発起人の人数が、3人でも可となります。

③ 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
通常、企業が事業譲渡により債務を移転するには、債権者から個別に同

意を得る必要があり、この同意がない場合には、事業譲渡をした企業は債
務を免れないこととなります。

事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて
計画認定を受けた場合、企業が債権者に対して通知（催告）し、1ヵ月以
内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より
簡略な手続きにより債務を移転することができます。

この支援の措置の適用対象となるのは、①「事業承継等」として、事業
譲渡を行う場合であって、②承継される側の中小企業者が株式会社である
ときに限られますので、ご注意ください。

（２－１）許認可承継の特例

① 事前相談
本支援措置によって許認可を引き継ぐ場合にも、許認可を所管する

省庁の判断が介在しますので、円滑に認定を受けていただくためにも、
許認可を所管する行政庁に事前にご相談ください。許認可を所管する
省庁から、質問や資料提出の求めがあった場合、回答・提出にご協力
いただけますようお願いいたします。

※ 各許認可の根拠規定は、以下のとおりです。
旅館業：旅館業法第３条第１項、建設業：建設業法第３条第１項、
火薬類製造業・火薬類販売業：火薬類取締法第３条・第５条、一般
旅客自動車運送事業：道路運送法第４条第１項、一般貨物自動車運
送事業：貨物自動車運送事業法第３条、一般ガス導管事業：ガス事
業法第３５条
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４．法的支援

② 計画認定申請
事業を引き継ぐためのスキームや、許認可承継の特例を利用したい旨

（申請様式の「９ 特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位」
の欄）を記載して、経営力向上計画を策定し、申請窓口に対して申請を
行ってください。

許認可承継の特例の適用を求める認定申請があった場合、当該申請を受
け付けた省庁は、当該許認可を所管する行政庁への協議を行います。許認
可を所管する行政庁から、この段階で質問や追加資料提出の求めがあった
場合には、ご対応ください。

③ 計画認定
計画の認定を受け、認定書の交付を受けてください。

④ 事業承継等の実行
認定計画に記載された内容に従い、事業承継等を実行してください。そ

れにより当然に、承継される側の事業者が有していた業法上の許認可に係
る地位が、承継する側の事業者に引き継がれます。

⑤ 報告
事業承継等を実行した後は、遅滞なく、計画認定を行った省庁に対して、

報告を行う必要があります。

主務大臣
（担当官庁）

中小企業者等

許認可行政庁

① 事前相談

② 計画認定申請

③ 計画認定

許認可省庁
との協議

質問・追加資
料提出の求め

他の
中小企業者等

④ 事業承継等の実行

⑤ 報告

＜手続きの流れ（図）＞
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４．法的支援

（２－３）事業譲渡の場合の債権者の異議の催告

① 計画認定
事業譲渡の実行に先立って、事業譲渡により他の中小企業者（株式会

社）から経営資源を取得することを内容に含む経営力向上計画を策定し、
認定を受けてください。

② 事業譲渡に係る組織決定（承継される側の企業）
承継される側の中小企業（株式会社）において、会社法の規定及び会社

の内部規程に従い、(i) 取締役会の決議、(ii) 株主総会の決議、又は(iii)執行
役の決定を経てください。

経営力向上計画において、「事業承継等」として、①事業協同組合、
②企業組合又は③協業組合の設立を記載しており、他の事業者と経営資
源を共同で利用することにより生産性を向上させる取り組みを行う事業
者

（２－２）組合発起人数の特例

適用対象

適用手続き

① 計画認定
次に記載する組合設立の認可申請に先立って、組合の設立を内容に含む

経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。認定を受けた後2か月
以内に、②の組合設立の認可申請を行う必要があります。

② 組合設立の認可申請、設立登記手続
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立に当たっては、組合の設立

登記に先立って、所管行政庁から設立の認可を受けなければなりません。
この際、通常の添付書類に加えて、経営力向上計画に係る(i)認定書の写し
及び(ii)経営力向上計画の写しを添付することによって、発起人の人数が3
人であっても、設立認可を受けることが可能になります。認可を受けた後、
設立登記手続きを行ってください。

16
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③ 債権者に対する催告（承継される側の企業）
承継される側の企業から、当該企業に対して債権を有する債権者（※）に

対して、催告を行います。催告においては、1か月以上の催告期間を定め
て、事業譲渡の実行に反対する場合には、当該期間内に、異議を申し出る
ことができる旨を通知します。
※ 事業譲渡が実行された場合に、承継される側の事業者に対して債務の履行を請求できない
（それまで債務者でなかった、承継する側の事業者に対してしか債務の履行を請求できない）
こととされる債権者に対して催告を行います。

④ 異議の申出
催告期間内に異議を述べた債権者に対しては、承継される側の企業は、

①債務を弁済するか、②担保を提供するか、③弁済をするために信託会社
又は金融機関に財産を信託する必要があります（但し、弁済期や債権額、
財務状態などを考慮して、異議を述べた債権者を害するおそれがないと認
められる場合には、①～③のいずれも行う必要はありません。）。

⑤ 催告期間の経過
催告期間内に異議を述べなかった場合、債権者は債権の移転に同意した

ものとみなされます。以後その債権者は、事業を引き継いだ事業者に対し
てしか、支払いその他の債務の履行を求めることができません。

⑥ 事業譲渡の実行
催告期間の経過後に事業譲渡を実行することにより、債務の移転に関す

る権利関係を明確化しておくことができます。

⑦ 報告
事業譲渡を実行した後は、遅滞なく、計画認定を行った省庁に対して、

報告を行う必要があります。

４．法的支援

（２－３）事業譲渡の場合の債権者の異議の催告（続き）
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５．ホームページ・問い合わせ先

＜ホームページ＞
経営強化法による支援
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

（中小企業庁ＨＰ → 経営サポート → 経営強化法による支援）

＜問い合わせ先＞
○中小企業等経営強化法に基づく税制措置について

中小企業税制サポートセンター
TEL: 03-6281-9821（平日9:30-17:00）

中小企業庁 事業環境部 財務課
（「事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例」について）

TEL: 03-3501-5803（平日9:30-12:00, 13:00-17:00）

○経営力向上計画について
中小企業庁 事業環境部 企画課

TEL: 03-3501-1957（平日9:30-12:00, 13:00-17:00）

中小企業庁 事業環境部 財務課（「事業承継等」について）
TEL: 03-3501-5803（平日9:30-12:00, 13:00-17:00）

※ 個別の申請に対する認定の可否や、審査の状況に関するお問い合わせにはご対応しかねます。
※ 申請者や、その支援機関以外の方のお問い合わせはご遠慮ください。
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輸
局

等
前

年
度

末
新

規
廃

止
今

年
度

末
前

年
度

末
新

規
廃

止
今

年
度

末
前

年
度

末
新

規
廃

止
今

年
度

末
北

海
道

2
9
6

6
1
0

2
9
2

1
9
8

0
1

1
9
7

2
2

1
0

2
3

東
北

2
6
6

3
6

2
6
3

1
9
4

3
3

1
9
4

1
1

0
0

1
1

関
東

6
6
4

3
1

2
4

6
7
1

4
6
3

1
7

2
1

4
5
9

5
9

0
0

5
9

北
陸

信
越

2
9
8

4
1

3
0
1

1
6
6

1
1

1
6
6

1
8

0
0

1
8

中
部

2
1
5

5
1

2
1
9

2
0
0

8
3

2
0
5

2
3

0
1

2
2

近
畿

2
8
7

1
0

6
2
9
1

2
5
1

4
4

2
5
1

1
8

0
0

1
8

中
国

2
6
4

1
2

8
2
6
8

1
9
6

1
1

1
9
6

2
0

0
1

1
9

四
国

1
3
4

5
7

1
3
2

1
0
7

0
0

1
0
7

2
8

0
0

2
8

九
州

2
7
9

2
3

2
7
8

2
2
0

3
2

2
2
1

3
1

0
3

2
8

沖
縄

2
2

0
0

2
2

1
7

0
0

1
7

0
0

0
0

計
2
,7

2
5

7
8

6
6

2
,7

3
7

2
,0

1
2

3
7

3
6

2
,0

1
3

2
3
0

1
5

2
2
6

４
－

３
　

自
家

運
輸

局
等

前
年

度
末

新
規

廃
止

今
年

度
末

前
年

度
末

新
規

廃
止

今
年

度
末

前
年

度
末

新
規

廃
止

今
年

度
末

北
海

道
2
2
3

3
3

2
2
3

3
8

0
1

3
7

2
0

0
2

東
北

3
4
3

2
2

3
4
3

5
3

0
0

5
3

1
0

0
1

関
東

6
1
3

9
5

6
1
7

9
9

1
0

1
0
0

3
7

0
0

3
7

北
陸

信
越

1
6
9

4
0

1
7
3

5
1

0
6

1
0

0
1

中
部

3
3
7

5
4

3
3
8

8
3

0
0

8
3

7
0

0
7

近
畿

5
1
3

9
2

5
2
0

1
0
4

0
0

1
0
4

1
3

0
0

1
3

中
国

1
6
8

1
4

1
6
5

3
0

0
1

2
9

6
0

0
6

四
国

1
0
2

1
1

1
0
2

2
4

0
0

2
4

3
0

0
3

九
州

4
1
5

5
6

4
1
4

6
2

0
0

6
2

1
2

0
0

1
2

沖
縄

5
8

0
0

5
8

9
0

0
9

0
0

0
0

計
2
,9

4
1

3
9

2
7

2
,9

5
3

5
0
7

2
2

5
0
7

8
2

0
0

8
2

認
　

　
　

　
証

指
　

　
　

　
定

優
　

良
　

認
　

定

認
　

　
　

　
証

指
　

　
　

　
定

優
　

良
　

認
　

定

認
　

　
　

　
証

指
　

　
　

　
定

優
　

良
　

認
　

定
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様
式

　
３

１
．

自
動

車
分

解
整

備
事

業
関

係
（
平

成
３

０
年

度
）

１
－

１
認

証

今
年

度
末

工
場

数
の

内
訳

普
通

普
通

・
小

型
普

通
・
軽

小
型

軽

徳
島

9
6
6

1
0

1
0

5
9
6
1

6
8
9
8

0
5
4

3
7
6

香
川

1
,0

7
6

1
2

1
7

0
1
,0

7
1

1
0

9
8
8

1
7
1

1
9
6

愛
媛

1
,4

9
0

1
1

1
8

0
1
,4

8
3

3
1
,3

5
6

0
1
2
1

3
1
6
7

高
知

7
6
8

3
1
7

0
7
5
4

3
6
9
8

0
5
1

2
1
0
1

0 0 0 0 0 0

管
内

計
4
,3

0
0

3
6

6
2

5
4
,2

6
9

2
2

3
,9

4
0

1
2
9
7

9
4
4
0

１
－

２
整

備
主

任
者

１
－

３
監

査
及

び
処

分

（
　

　
）

徳
島

1
,7

5
3

2
1
6

2
0
2

1
,7

6
7

2
7
6

徳
島

8
4

5
(5

)
0

0
3

香
川

2
,3

8
8

3
1
3

3
2
4

2
,3

7
7

4
2
4

香
川

4
0

0
()

0
0

4

愛
媛

2
,9

5
3

2
9
8

3
1
2

2
,9

3
9

4
3
0

愛
媛

4
0

0
()

0
0

4

高
知

1
,5

3
3

9
7

1
1
5

1
,5

1
5

6
2

高
知

3
0

0
()

0
0

1

0 0 0 0 0 0

管
内

計
8
,6

2
7

9
2
4

9
5
3

8
,5

9
8

1
,1

9
2

管
内

計
1
9

4
5

(5
)

0
0

1
2

注
：
新

規
選

任
数

に
は

、
整

備
主

任
者

の
増

員
及

び
事

業
者

自
ら

整
備

主
任

者
と

な
る

場
合

も
含

む
。

注
：

「
取

消
」
欄

中
の

（
　

）
内

は
、

所
在

不
明

に
よ

る
取

り
消

し
件

数
（
内

数
）
。

運
輸

支
局

等
変

　
更

届
出

数
前

年
度

末
工

場
数

今
年

度
末

工
場

数
認

　
証

取
消

数
廃

　
止

届
出

数
新

　
規

認
証

数

文
書

警
告

聴
聞

件
数

監
査

件
数

運
輸

支
局

等

処
　

　
分

　
　

件
　

　
数

取
　

消
事

業
停

止
改

善
命

令

前
年

度
末

現
在

数
運

輸
支

局
等

変
　

更
届

出
数

今
年

度
末

現
在

数
辞

任
数

新
　

規
選

任
数

７．自動車整備事業の認証、指定、優良認定等に関する集計結果【四国　平成３０年度】
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様
式

　
４

２
．

指
定

自
動

車
整

備
事

業
関

係
業

務
量

報
告

（
平

成
３

０
年

度
）

２
－

１
指

定

廃
指

今
 年

　
度

 末
 工

 場
 数

 の
 内

 訳
止

定
協

協
変

更
申

請
届

取
ｶ
ﾞｿ

ｼ
ﾞｰ

軽
ｶ
ﾞｿ

同
業

農
届

出
手

数
料

出
消

ﾘ
ﾝ

 ｾ
ﾞﾙ

油
ﾘ
ﾝ

組
組

協
数

納
付

額
(　

 )
( 
　

)
数

数
限

限
除

除
合

合
（
千

円
）

徳
島

3
1
0

6
()

4
()

3
0

3
1
3

5
0

9
0

1
3

1
4

1
2

2
1

4
8

1
7
4

香
川

4
0
1

4
()

3
()

1
0

4
0
4

8
1

8
0

2
7

8
0

5
3

0
6
8

1
1
6

愛
媛

5
3
5

6
(2

)
4

(2
)

7
0

5
3
4

0
0

1
6

1
5

6
0

2
7

5
1
2
6

1
7
4

高
知

2
5
1

8
(8

)
5

(5
)

1
2

0
2
4
7

1
0

8
0

0
5

1
4

0
2

5
3
7

2
3
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

管
内

計
1
,4

9
7

2
4

(1
0
)

1
6

(7
)

2
3

0
1
,4

9
8

1
4

1
4
1

1
4
5

3
3

1
5

9
1
4

1
1

2
7
9

6
9
6

注
１

：
新

規
指

定
工

場
数

欄
の

（
）
内

は
、

廃
止

新
規

件
数

（
内

数
）
。

注
２

：
「
指

定
取

消
数

」
に

は
、

所
在

不
明

に
よ

る
認

証
取

消
の

結
果

、
指

定
の

効
力

が
失

わ
れ

た
も

の
を

含
む

。

２
－

２
自

動
車

検
査

員
２

－
３

監
査

及
び

処
分

（
　

　
）

徳
島

1
4
9

1
2
0

2
1
0

2
7
0

0
0

()
0

0
1

0
香

川
2
1
4

1
8
5

2
8
3

1
0
7

1
0

()
1

0
2

0
愛

媛
1
6
3

1
7
1

2
7
8

1
5
9

1
0

()
1

0
0

0
高

知
8
7

8
4

2
4

1
2
0

0
0

()
0

0
2

0

管
内

計
6
1
3

5
6
0

7
9
5

6
5
6

2
0

()
2

0
5

0

1
,4

5
9

1
,4

5
1

8
8
0

3
9

1
8

香
川

徳
島

運
輸

支
局

等

兼
任

検
査

員
の

み
の

事
業

場

処
　

　
分

　
　

件
　

　
数

8
5
1

1
,3

2
6

 聴
聞

件
数

監
査

件
数

変
更

届
出 数

う
ち

、
兼

任
検

査
員

数

今
年

度
末

工
場

数

新
規

指
定

工
場

数

前
年

度
末

工
場

数

う
ち

、
工

員
数

が
４

人
の

工
場

数

3
5

辞
任

数
新

規
選

任 数

前
年

度
末

現
在

数

今
年

度
末

現
在

数

注
３

：
業

務
範

囲
の

限
定

等
の

欄
に

お
い

て
、

「
ｶ
ﾞｿ

ﾘ
ﾝ
限

」
と

は
ｶ
ﾞｿ

ﾘ
ﾝ
自

動
車

の
み

を
行

う
事

業
場

、
「
ｼ
ﾞｰ

ｾ
ﾞﾙ

限
」
と

は
ｼ
ﾞｰ

ｾ
ﾞﾙ

自
動

車
の

み
を

行
う

事
業

場
を

示
し

、
「
ｶ
ﾞｿ

ﾘ
ﾝ
除

」
と

は
ガ

ソ
リ

ン
　

　
　

又
は

液
化

石
油

ガ
ス

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
を

除
く
業

務
を

行
う

事
業

場
、

「
軽

油
除

」
と

は
、

軽
油

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
を

除
く
業

務
を

行
う

事
業

場
を

い
う

。

特
定

指
定

工
場

一
部

共
用

全
部

共
用

業
務

範
囲

の
限

定

注
４

：
特

定
指

定
工

場
の

う
ち

、
「
一

部
共

用
」
と

は
、

検
査

機
器

等
の

一
部

を
他

の
指

定
工

場
等

と
共

用
し

て
い

る
事

業
場

を
、

「
全

部
共

用
」
と

は
全

て
の

検
査

機
器

等
を

他
の

指
定

工
場

等
と

共
用

　
　

　
し

て
い

る
事

業
場

を
い

う
。

注
５

：
「
今

年
度

末
工

場
数

の
内

訳
」
の

「
兼

任
検

査
員

の
み

の
事

業
場

」
欄

は
、

同
一

事
業

者
の

事
業

場
で

あ
っ

て
、

他
の

事
業

場
の

自
動

車
検

査
員

が
兼

務
し

て
い

る
事

業
場

数
（
当

該
事

業
場

　
　

　
専

任
の

検
査

員
が

１
人

で
も

い
る

事
業

場
を

除
く
。

）
。

1
,3

5
5

運
輸

支
局

等
検

査
員

解
任

命
令

文
書

警
告

是
正

命
令

取
消

運
輸

支
局

等 高
知

愛
媛

交
付

の
停

止

4
,4

0
400

4
,3

5
1

00

7
1
5

7
1
8

1
4

0 0

注
：
「
取

消
」
欄

中
の

（
　

）
内

は
、

所
在

不
明

に
よ

る
認

証
取

消
の

結
果

、
　

　
　

指
定

の
効

力
が

失
わ

れ
た

件
数

（
内

数
）

1
0
6

管
内

計
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様
式

　
５

３
．

優
良

自
動

車
整

備
事

業
者

認
定

関
係

業
務

量
報

告
（
平

成
３

０
年

度
）

３
－

１
認

定

今
年

度
末

工
場

数
の

内
訳

運
輸

支
局

等
一

種

(　
 )

車
一

車
二

電
装

原
動

機
ﾀ
ｲ
ﾔ

車
一

車
二

電
装

原
動

機
ﾀ
ｲ
ﾔ

計

徳
島

1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
8

8
8

1
0

1
0

0
2

0
0
.0

香
川

4
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
7

1
4

1
1

5
1
3

4
0

0
2
2

1
3
0
.0

愛
媛

3
8

0
0

0
1

0
0

0
0

3
0

3
6

6
1
4

9
5

2
0

0
1
6

0
0
.0

高
知

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

2
5

4
0

1
0

0
5

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

管
内

計
1
1
6

0
0

0
1

0
0

0
0

4
0

1
1
3

3
0

3
8

1
9

1
8

8
0

0
4
5

1
3
0
.0

注
：
新

規
認

定
数

欄
の

（
　

）
内

は
、

二
種

整
備

工
場

で
あ

っ
て

、
工

員
数

が
４

人
の

工
場

数
（
内

数
）
。

３
－

２
監

査
及

び
処

分

（
　

）

徳
島

()

香
川

()

愛
媛

()

高
知

()

管
内

計
()

注
：

「
取

消
」
欄

中
の

（
　

）
内

は
、

所
在

不
明

に
よ

る
取

り
消

し
件

数
（
内

数
）
。

運
輸

支
局

等
取

　
　

消
聴

聞
件

数
改

善
命

令
文

書
警

告

0 00

変
更

届
出 数

登
録

免
許

税
納

付
額

（
千

円
）

一
種

二
種

特
殊

整
備

工
場

処
　

　
分

　
　

件
　

　
数

今
年

度
末

工
場

数

認
定

取
消 数

新
規

認
定

数

特
殊

整
備

工
場

二
種

廃
止

届
出 数

前
年

度
末

工
場

数

0

監
査

件
数

0

0000 0
0

0000 0

.

0 0

0000

000

- 209 -



様式６
４．自動車整備事業者数（平成３０年度）

４－１専業事業者

前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末

徳島 810 9 14 805 200 5 2 203 10 0 1 9

香川 821 10 15 816 234 4 1 237 37 0 0 37

愛媛 1,223 9 15 1,217 369 1 4 366 33 1 2 32

高知 619 2 15 606 156 0 0 156 10 0 0 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

計 3,473 30 59 3,444 959 10 7 962 90 1 3 88

４－２ディーラー

前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末

徳島 23 1 1 23 23 0 0 23 7 0 0 7

香川 31 1 2 30 27 0 0 27 12 0 0 12

愛媛 39 2 2 39 31 0 0 31 7 0 0 7

高知 41 1 2 40 26 0 0 26 2 0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

計 134 5 7 132 107 0 0 107 28 0 0 28

４－３自家

前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末 前年度末 新規 廃止 今年度末

徳島 14 0 0 14 1 0 0 1 2 0 0 2

香川 39 1 0 40 8 0 0 8 0 0 0 0

愛媛 25 0 1 24 12 0 0 12 1 0 0 1

高知 24 0 0 24 3 0 0 3 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

計 102 1 1 102 24 0 0 24 3 0 0 3

運輸支
局等

認　　　　証 指　　　　定 優　良　認　定

運輸支
局等

認　　　　証 指　　　　定 優　良　認　定

運輸支
局等

認　　　　証 指　　　　定 優　良　認　定
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（オペレータ受付時間　平日９：３０～１２：００　１３：００～１７：３０）

ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html

〒１００－８９１８
東京都千代田区霞が関２－１－３　中央合同庁舎３号館
【ＴＥＬ】０３－５２５３－８１１１　【ＦＡＸ】０３－５２５３－１６４０

〒７６０－００１９
香川県高松市サンポート３番３３号高松サンポート合同庁舎南館
【ＦＡＸ】０８７－８０２－６７８７

フリーダイヤル　０１２０－７４４－９６０（年中無休・２４時間）

管理業務調整官

○各運輸支局　検査整備保安担当

四国運輸局　自動車技術安全部　組織のご案内

リコールについての相談窓口、情報提供窓口

【ＴＥＬ】０８７－８０２－６７８３

【ＴＥＬ】０８７－８０２－６７８５

【ＴＥＬ】０８７－８０２－６７８６
運送事業の安全対策及び自動車の環
境対策に関する業務

自動車登録手続き等に関する事務

保安・環境調整官

自動車技術安全部

【ＴＥＬ】０８７－８０２－６７８２

○国土交通省　自動車局　審査・リコール課

整備・保安課

技術課

自動車の整備事業の指導監督に関す
る業務

自動車の検査に関する業務

○四国運輸局　自動車技術安全部　技術課

○自動車の不具合情報ホットライン

８．問合せ一覧
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〒７７１－１１５６
徳島県徳島市応神町応神産業団地１－１

【ＴＥＬ】０８８－６４１－４８１１
【ＦＡＸ】０８８－６４１－４８１４

【ＴＥＬ】０５０－５５４０－２０７４

【検査整備保安部門】 【ＴＥＬ】０８８－６４１－４８１３
【ＦＡＸ】０８８－６４１－４８２０（登録、検査整備保安部門）

〒７６１－８０２３
香川県高松市鬼無町字佐藤２０－１

【企画観光・輸送・監査部門】 【ＴＥＬ】０８７－８８２－１３５７
【ＦＡＸ】０８７－８８２－４０３３

【登録・検査ヘルプデスク】 【ＴＥＬ】０５０－５５４０－２０７５

【検査整備保安部門】 【ＴＥＬ】０８７－８８２－１３５５
【ＦＡＸ】０８７－８８２－４０４１（登録、検査整備保安部門）

〒７９１－１１１３
愛媛県松山市森松町１０７０

【輸送・監査部門】 【ＴＥＬ】０８９－９５６－１５６３
【ＦＡＸ】０８９－９５７－９０３５

【登録・検査ヘルプデスク】 【ＴＥＬ】０５０－５５４０－２０７６

【検査整備保安部門】 【ＴＥＬ】０８９－９５６－１５６１
【ＦＡＸ】０８９－９６９－０５５６（登録、検査整備保安部門）

〒７８１－５１０３
高知県高知市大津乙１８７９－１

【輸送・監査部門】 【ＴＥＬ】０８８－８６６－７３１１
【ＦＡＸ】０８８－８６６－７３１０

【登録・検査ヘルプデスク】 【ＴＥＬ】０５０－５５４０－２０７７

【検査整備保安部門】 【ＴＥＬ】０８８－８６６－７３１３
【ＦＡＸ】０８８－８６６－７３１５（登録、検査整備保安部門）

【輸送・監査部門】

【登録・検査ヘルプデスク】

運輸支局　組織のご案内

●徳島運輸支局（応神庁舎）

●香川運輸支局

●愛媛運輸支局

●高知運輸支局（大津庁舎）
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〒７６１－８０２３
香川県高松市鬼無町字佐藤２０－１

【ＴＥＬ】０８７－８８２－１３７２
【ＦＡＸ】０８７－８４２－５０７５

〒７７１－１１５６
徳島県徳島市応神町応神産業団地１－１

【ＴＥＬ】０８８－６４１－６４６５
【ＦＡＸ】０８８－６４１－６４７６

〒７９１－１１１３
愛媛県松山市森松町１０７０

【ＴＥＬ】０８９－９５６－２８０９
【ＦＡＸ】０８９－９５６－２８１２

〒７８１－５１０３
高知県高知市大津乙１８７９－１

【ＴＥＬ】０８８－８０４－５２０３
【ＦＡＸ】０８８－８０４－５２４５

〒７６９－０１０３
香川県高松市国分寺町福家甲１２５８－１８

【ＴＥＬ】０５０－３８１６－３１２２
【ＦＡＸ】０８７－８７０－６５９６

〒７７１－１１５６
徳島県徳島市応神町応神産業団地１－３

【ＴＥＬ】０５０－３８１６－３１２３
【ＦＡＸ】０８８－６８３－３６４６

〒７９１－１１１２
愛媛県松山市南高井町１８１４－２

【ＴＥＬ】０５０－３８１６－３１２４
【ＦＡＸ】０８９－９０５－９７８２

〒７８１－０２７０
高知県高知市長浜３１０６－２

【ＴＥＬ】０５０－３８１６－３１２５
【ＦＡＸ】０８８－８３７－９７６２

●香川主管事務所

●徳島事務所

●愛媛事務所

●高知事務所

独立行政法人自動車技術総合機構　組織のご案内

●四国検査部

●徳島事務所

●愛媛事務所

●高知事務所

軽自動車検査協会　組織のご案内
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〒１００－００１１
東京都千代田区内幸町２丁目２－３日比谷国際ビル１８階

○フリーダイヤル　０１２０－０２８－２２２
○【ＦＡＸ】０３－３５０２－０２８６

９時３０分～１２時、１３時～１７時（土、日、祝日を除く）

〒７６０－８５７０
香川県高松市番町四丁目１番１０（県庁東館２階）

○【ＴＥＬ】０８７－８３２－３７９０
○【ＦＡＸ】０８７－８６１－３２９１

○相談専用電話０８７－８３３－０９９９
（平日　８時３０分～１７時）

〒７７０－０８５１
徳島県徳島市徳島町城内２番地１　とくぎんトモニプラザ（徳島県青少年センター）５階

○【ＴＥＬ】０８８－６２３－０１１０
○【ＦＡＸ】０８８－６２３－０１７４

平日（水曜日を除く）９時～１８時、土曜日・日曜日９時～１６時
休所日：水曜日・祝日・年末年始

〒７９１－８０１４
愛媛県松山市山越町４５０番地（愛媛県男女共同参画センター１階）

○【ＴＥＬ】０８９－９２６－２６０３
○【ＦＡＸ】０８９－９４６－５５３９

○相談専用電話０８９－９２５－３７００
平日（水曜日を除く）９時～１７時、水曜日９時～１９時

土・日、祝日、年末年始は休み

〒７８０－０９３５
高知県高知市旭町３丁目１１５番　こうち男女共同参画センター　ソーレ２階

○【ＴＥＬ】０８８－８２４－０９９９
○【ＦＡＸ】０８８－８２２－５６１９

相談電話：日～金曜日９時～１６時４５分
土曜日・祝日・年末年始は休み

国土交通省以外のお問い合わせ先等

●公益財団法人　自動車製造物責任相談センター

●香川県消費生活センター

●徳島県消費者情報センター

●愛媛県消費生活センター

●高知県消費生活センター
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【ＴＥＬ】０１２０－１１２－０１０（クルマ）

【ＴＥＬ】０１２０－０８６－８１９（バイク）

●ヤマハ発動機(株) 【ＴＥＬ】０１２０－０９０－８１９

その他

●日本自動車輸入組合

〒１０５－００１４

東京都港区芝３－１－１５　芝ポートビル５階

【ＴＥＬ】０３－５７６５－６８１１

●三菱自動車工業(株) 【ＴＥＬ】０１２０－３２４－８６０

●三菱ふそうトラック・バス(株) 【ＴＥＬ】０１２０－３２４－２３０

●(株)カワサキモータースジャパン 【ＴＥＬ】０１２０－４００－８１９

●日野自動車（株） 【ＴＥＬ】０１２０－１０６－５５８

●（株）ＳＵＢＡＲＵ 【ＴＥＬ】０１２０－０５２－２１５

●本田技研工業（株）

●マツダ(株) 【ＴＥＬ】０１２０－３８６－９１９

●トヨタ自動車（株） 【ＴＥＬ】０８００－７００－７７００

●日産自動車（株） 【ＴＥＬ】０１２０－３１５－２３２

●ＵＤトラックス（株） 【ＴＥＬ】０１２０－６７－２３０１

主なメーカーお客様相談窓口一覧

●いすゞ自動車（株） 【ＴＥＬ】０１２０－１１９－１１３

●スズキ（株） 【ＴＥＬ】０１２０－４０２－２５３

●ダイハツ工業(株) 【ＴＥＬ】０８００－５００－０１８２

- 215 -



９．

- 216 -


	第一章　整備事業関係（案）タイトル入り.pdfから挿入したしおり
	01_第一章　整備事業関係（p.1-p.36）.pdfから挿入したしおり
	00_表紙＆目次.pdfから挿入したしおり
	01　表紙・目次.pdfから挿入したしおり
	無題
	第五章　参考資料　整備主任者.pdfから挿入したしおり
	セット版.pdfから挿入したしおり
	第２章　検査業務関係.pdfから挿入したしおり
	02_3_超小型モビリティ.pdfから挿入したしおり
	02_2_超小型モビリティ支援対象案件.pdfから挿入したしおり
	事業一覧【プレス用】

	02_3_参考資料.pdfから挿入したしおり
	超小型モビリティの導入促進





	審査時車両状態.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1



	第一章　整備事業関係（案）.pdfから挿入したしおり
	第１章　整備事業関係（案）（タイトル入り）1.pdfから挿入したしおり
	02　1200整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	1200整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf





	03　2000整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf




	04　0900整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	0900整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf





	05　3600整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf




	06　1000整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	0900整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf





	07　1500整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf




	08　1800整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	1700整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf





	09　2200整備主任者研修　法令研修_2.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	00整備主任者研修　法令研修_2.pdfから挿入したしおり
	02_(11) 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	02【２．(11)】「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について（暫定的措置の恒久化等）.pdf
	別紙1　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について.pdf
	【事務処理要領通達新旧】 自管第149号.pdf

	別紙2　暫定的運用による許可取得事業者の更新申請時の必要書類について.pdf
	別紙3　「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の通達一部改正案に関する意見募集の結果について.pdf






	第三章　自動車技術総合機構関係（案）.pdfから挿入したしおり
	20171225 ロービーム6月から.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	第五章　参考資料（案）.pdfから挿入したしおり
	セット版.pdfから挿入したしおり
	第２章　検査業務関係.pdfから挿入したしおり
	02_3_超小型モビリティ.pdfから挿入したしおり
	02_2_超小型モビリティ支援対象案件.pdfから挿入したしおり
	事業一覧【プレス用】

	02_3_参考資料.pdfから挿入したしおり
	超小型モビリティの導入促進







	第三章　自動車技術総合機構関係（案）タイトル入り.pdfから挿入したしおり
	4-1_第18次改正　審査事務規程の一部改正について （第18次改正）.pdfから挿入したしおり
	02_第18次改正 【お知らせ】180726　並行輸入自動車にかかる届出様式変更のお知らせペーパー.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1


	4-3第23次改正　審査事務規程の一部改正について（第23次改正）.pdfから挿入したしおり
	07_第23次改正【お知らせ】190510　並行輸入自動車にかかる届出様式変更のお知らせペーパー.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1



	第五章　参考資料（案）タイトル入り.pdfから挿入したしおり
	セット版.pdfから挿入したしおり
	第２章　検査業務関係.pdfから挿入したしおり
	02_3_超小型モビリティ.pdfから挿入したしおり
	02_2_超小型モビリティ支援対象案件.pdfから挿入したしおり
	事業一覧【プレス用】

	02_3_参考資料.pdfから挿入したしおり
	超小型モビリティの導入促進




	⑤税制措置・金融支援活用の手引き190808.pdfから挿入したしおり
	中小企業等経営強化法に基づく�支援措置活用の手引き�（平成３１年度税制改正対応版）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19

	⑦定期点検間隔及び車検有効期間の整理表タイトル入り.pdfから挿入したしおり
	セット版.pdfから挿入したしおり
	第２章　検査業務関係.pdfから挿入したしおり
	02_3_超小型モビリティ.pdfから挿入したしおり
	02_2_超小型モビリティ支援対象案件.pdfから挿入したしおり
	事業一覧【プレス用】

	02_3_参考資料.pdfから挿入したしおり
	超小型モビリティの導入促進







